
令和６年度

診療報酬改定講習会

〔第１回〕令和６年４月２４日（水） 於 東京都医師会館

〔第２回〕令和６年４月２５日（木） 於 東京都医師会館

〔第３回〕令和６年５月１５日（水） 於 たましん ホール

主 催

公益社団法人 東京都医師会・東京都保健医療局

 

■アンケート、ご質問等について

 

今後の講習会をより良いものにするため、アンケートにご協力ください。 

以下の QRコードを読み込むことで、回答用の Gooｇleフォームにアクセスできま

すので、55月月 3311日日（（金金））までにご回答をお願いいたします。 

なお、アンケートと併せて、診療報酬改定等に関するご質問も受付いたします。

個別回答はいたしませんが、質問をとりまとめて関係機関に照会を行い、その回答

をホームページ（ https://www.tokyo.med.or.jp/33034 ）に掲載する予定です。 

 

【令和 年度 東京都医師会診療報酬改定講習会アンケート】

 

 

 

 

 

 

無断転用・転載を禁じます

 
「令和６年度 診療報酬改定講習会」

［発行］ 公益社団法人 東京都医師会

〒

東京都千代田区神田駿河台
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次 第

開会

挨拶

講演

（１）令和６年度 診療報酬改定および届出事項等について（ 分）

公益社団法人 東京都医師会

（２）令和６年度 介護報酬改定について（ 分）

東京都国民健康保険団体連合会

介護福祉部 介護保険課

閉会
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第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

 

目 次

１．令和６年度 診療報酬改定および届出事項等について · · · · · · ·   

 

 

 

 

 

 

２．令和６年度 介護報酬改定について · · · · · · · · · · · · · · · ·   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■講演映像、資料の掲載について

講演映像（4月 24日収録分）や配布資料は、後日、本会ホ

ームページ（ https://www.tokyo.med.or.jp/33034 ）に掲載

する予定です。右の QR コードからもアクセス可能ですので、

ご活用ください。 

また、診療報酬改定に関する情報も適宜掲載しております。 

 

1
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第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」
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■講演映像、資料の掲載について

講演映像（4月 24日収録分）や配布資料は、後日、本会ホ

ームページ（ https://www.tokyo.med.or.jp/33034 ）に掲載

する予定です。右の QR コードからもアクセス可能ですので、

ご活用ください。 

また、診療報酬改定に関する情報も適宜掲載しております。 

 

改定の基本的視点と具体的方向性

令和６年度診療報酬改定の基本方針の概要

（３）安心・安全で質の高い医療の推進
【具体的方向性の例】
○食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰を踏まえた対応
○患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価
○アウトカムにも着目した評価の推進
○重点的な対応が求められる分野への適切な評価（小児医療、周産期医療、救急医療等）
○生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組推進
○口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療
の推進
○薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心
から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価
○薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品
供給拠点としての役割の評価を推進
○医薬品産業構造の転換も見据えたイノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の
確保等

（２）ポスト2025を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や
医療DXを含めた医療機能の分化・強化、連携の推進

【具体的方向性の例】
○医療 の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進
○生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組
○リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進
○患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価
○外来医療の機能分化・強化等
○新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組
○かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価
○質の高い在宅医療・訪問看護の確保

（１）現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進
【重点課題】
【具体的方向性の例】
○医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組
○各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・
シェアリング／タスク・シフティング、チーム医療の推進

○業務の効率化に資する の利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤務
環境の改善に向けての取組の評価
○地域医療の確保及び機能分化を図る観点から、労働時間短縮の実効性担保に向けた
見直しを含め、必要な救急医療体制等の確保
○多様な働き方を踏まえた評価の拡充
○医療人材及び医療資源の偏在への対応

物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担・保険料負担の影響を踏まえた対応
全世代型社会保障の実現や、医療・介護・障害福祉サービスの連携強化、新興感染症等への対応など医療を取り巻く課題への対応
医療 やイノベーションの推進等による質の高い医療の実現
社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和

改定に当たっての基本認識

（４）効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上
【具体的方向性の例】
○後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方の見直し等
○費用対効果評価制度の活用 ○市場実勢価格を踏まえた適正な評価
○医療 の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進（再掲）
○患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価（再掲）
○外来医療の機能分化・強化等（再掲）
○生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組推進
（再掲）

○医師・病院薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進
○薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供
給拠点としての役割の評価を推進（再掲） 1

令和６年度

診診療療報報酬酬改改定定講講習習会会
第１部「令和６年度 診療報酬改定および届出事項等について」

公益社団法人 東京都医師会
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令和６年度診療報酬改定における主要な改定項目②

５．外来医療の機能分化・強化等
➢ 特定疾患療養管理料の対象疾患から生活習
慣病を除外し、療養計画書への同意や診療ガ
イドラインを参考にすることを要件とした出来高
算定による生活習慣病管理料(Ⅱ)を新設。

➢ 地域包括診療料・加算においてかかりつけ医と
ケアマネとの連携を促進。

➢ リフィル処方箋や長期処方の促進、一般名処
方加算の見直し等による後発品使用促進。

➢ 外来腫瘍化学療法の充実。

６．医療機能に応じた入院医療の評価
➢ 高齢者の急性疾患の治療とともに、早期退院に向
けたリハビリ及び栄養管理等を適切に提供する地
域包括医療病棟を新設。

➢ 重症度、医療・看護必要度及び平均在院日数の
見直しにより急性期医療の機能分化を促進。

➢ 働き方改革も踏まえ特定集中治療室管理料
（ ）の見直し及び遠隔 加算の新設。

➢ による、大学病院の医師派遣機能、
臓器提供、医療の質向上の取組を新たに評価。

➢ 療養病棟における医療区分の見直しとともに、中
心静脈栄養の評価の見直し等。

➢ 看護補助体制充実加算の見直しにより経験が豊
富な看護補助者や介護福祉士を評価。

同時報酬改定における対応
➢ コロナ禍の経験を踏まえた、 、地域における
協力医療機関に関する体制整備の推進も
含めた、医療機関と介護保険施設等との連
携の強化。

➢ かかりつけ医とケアマネ等との連携強化。
➢ 障害者支援施設に入所する末期悪性腫瘍
患者に対する訪問診療料等の費用を医療
保険からの給付とするよう見直し。

➢ 医療的ケア児（者）に対する、入院前支援
の評価。

➢ 有床診療所における障害連携の評価の充
実。

新 生活習慣病管理料（Ⅱ） 点（月１回）

点

点 点
点 点

特定疾患処方管理加算

地域包括診療加算１
認知症地域包括診療加算１

【一般名処方加算】
一般名処方加算１

後発医薬品使用体制加算１
外来後発医薬品使用体制加算１
【薬剤情報提供料】

【処方箋料】

点 点

点 点 点
点 点 点

点

点

【地ケア・在支診 病・後方支援病院】
介護保険施設等の協力医療機関となることを望
ましいこととして要件化

新 協力対象施設入所者入院加算 入院初日
１ 往診が行われた場合
２ １以外の場合

新 介護保険施設等連携往診加算

点
点

点

新 医療的ケア児（者）入院前支援加算
点

【有床診療所入院基本料】
イ 介護障害連携加算１ 点
ロ 介護障害連携加算２ 点

（新）地域包括医療病棟入院料 点

（新）特定集中治療室管理料５・６ 点

【急性期充実体制加算】
急性期充実体制加算１

点 点 日以内の期間 等
小児・周産期・精神科充実体制加算
急性期充実体制加算１ の場合 点 点

回復期リハビリテーション病棟入院料１
点（体制強化加算は廃止）

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料１
日以内 点 日以降 点

3

令和６年度診療報酬改定における主要な改定項目①

１．賃上げ・基本料等の引き上げ
➢ 医療従事者の人材確保や賃上げのためのベー
スアップ評価料により ％を目途とした賃上げ
を実施。

➢ 歳未満勤務医師や事務職員の賃上げ及
び入院料の通則の改定に伴う入院基本料等
の引き上げ。

➢ 入院料通則においては、栄養管理体制の基準
の明確化、人生の最終段階における意思決定
支援及び身体的拘束の最小化の取組を要件
化。

➢ 標準的な感染対策実施と賃上げを念頭におい
た初再診料の引き上げ。

医療 の推進
➢ 医療情報取得加算が新設され、マイナ保険証の
利用による効率的な情報の取得は 点となり、
月に 回に限り再診時においても評価。

➢ 医療 推進体制整備加算により、マイナ保険
証の診察室等での活用、電子処方箋及び電
子カルテ情報共有サービスの整備が要件。また
、令和 年 月からマイナ保険証の利用率が
施設要件として適応される。

➢ 在宅医療 情報活用加算により、マイナ保険
証による情報を用いた訪問診療計画の立案に
よる質の高い在宅診療を推進。

ポストコロナにおける感染症対策の推進
➢ 改正感染症法及び第 次医療計画に基づく、
協定指定医療機関であることを感染対策向上
加算および外来感染対策向上加算の要件とし
て規定。外来感染対策向上加算の施設基準
に罹患後症状に係る対応を明記。

➢ 発熱外来に代わる発熱患者等対応加算を新
設。抗菌薬の適正使用も抗菌薬適正使用体
制加算として評価。

➢ 入院患者に対して、特定感染症入院医療管
理加算を新設し、感染対策を引き続き評価。

➢ また、個室で空気感染及び飛沫感染を生じる
感染症等においては、特定感染症患者療養
環境加算として個室管理等を評価。

（新） 医療情報取得加算
初診時
医療情報取得加算１ ３点
医療情報取得加算２ １点

再診時（３月に１回に限り算定）
医療情報取得加算３ ２点
医療情報取得加算４ １点

（新） 医療 推進体制整備加算 初診時 ８点
（新） 在宅医療 情報活用加算 月 回 点

新 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
１ 初診時６点 ２ 再診時等２点 等

新 入院ベースアップ評価料 １～ 点

【一般病棟入院基本料】
点急性期一般入院料１

【特定機能病院入院基本料】
対１入院基本料（一般病棟の場合） 点

【初診料・再診料等】
初診料
再診料

点
点

新 特定感染症入院医療管理加算
治療室の場合 点
それ以外の場合 点

新 特定感染症患者療養環境特別加算
個室加算 点
陰圧室加算 点

新 発熱患者等対応加算 点

新

新

抗菌薬適正使用体制加算 ５点

急性期リハビリテーション加算
点（ 日目まで）

2
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令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－４ 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価

急性期

自宅

回復期リハ

有床診療所基本料の見直し

地域包括ケア病棟入院料の見直し
• 40日目以降と以前の評価の見直し
• 在宅医療要件の見直し
• 在宅復帰率の見直し
• 短期滞在手術の扱いの見直し

診療所等

急性期入院料の見直し

回復期リハ入院料の見直し
• FIMの測定等の要件見直し
• 体制強化加算の廃止
• 運動器リハ算定上限数見直し

療養病棟入院料の見直し
• 医療区分の見直し
• 中心静脈栄養の評価見直し
• リハビリーションの評価見直し
• 経過措置病棟の廃止

特定集中治療室等の見直し
• SOFAスコアを用いた患者指標の導入
• 宿日直医師の配置をICU5,6として評価
• 遠隔ICUの評価
• ICU5,6における特定行為研修修了看護師等の
配置要件化（経過措置あり）

○ 後期高齢者の救急搬送の増加等、入院患者の疾患や状態の変化を踏まえて、機能分化・強化を促進し、効果的・効率的な 提
供体制を整備するとともに、高齢者の中等症急性疾患のニーズ増大に対して地域包括医療病棟を新設した。

○ 患者が可能な限り早く住み慣れた自宅・施設に復帰できるよう各病棟が果たすべく役割に念頭に評価体系を見直した。
○ また、 年度より施行される医師の労働時間上限規制を念頭に、働き方改革を推進。

• 介護障害連携加算の新設

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価

療養病棟

• 入院基本料等の引き上げ
• 重症度、医療・看護必要度の見直し
（急１におけるB項目の廃止等）

• 急１における平均在院日数の短縮
（18日→16日）

• リハ栄養口腔連携体制加算の新設

急性期充実体制加算及び
総合入院体制加算の見直し

• 急性期充実体制加算を加算１及び加算２に再編
• 小児・周産期・精神科充実体制加算の新設
• 心臓血管外科領域の実績要件の追加
• 総合入院体制加算の実績要件の見直し及び加算の引き上げ

地域包括ケア病棟

地域包括医療病棟入院料の新設
• 在宅復帰率8割
• 救急搬送患者割合1割５分
• ADL維持率95%以上 等

地域包括医療病棟

救急患者連携搬送料の新設
（いわゆる下り搬送の促進）

働き方改革の推進
・地域医療体制確保加算の要件見直し
・医師事務作業補助体制加算の引き上げ

看護補助者の体制整備
・看護補助体制充実加算の見直し
（介護福祉士の評価）

・看護補助加算の新設（小児入管）

5

令和６年度診療報酬改定における主要な改定項目③

個別改定項目 医療資源の少ない地域への対応
➢ 急性期入院医療におけるリハビリテーション・栄
養・口腔連携体制加算の新設。

➢ 病態に応じた早期からの疾患別リハビリテーション
に対する評価の新設。

➢ 医療と介護における栄養情報連携の推進
➢ 入院および外来におけるバイオ後続品の使用促
進に関する評価の見直し。

➢ 病室単位で届出可能な回復期リハビリテーション
病棟入院料の区分の新設。

➢ 医療技術評価分科会等の評価を踏まえた
対応等

８ 重点的な分野における対応
➢ 働き方改革も踏まえた救急患者のいわゆる下
り搬送の評価。

➢ における重症児へのより手厚い看護配置
（ 対 ）等に対する評価の新設。

➢ 発達障害や不適切な養育に繋がり得る児への
対応強化。

➢ 小児に付き添う家族等に配慮した小児入院医
療提供体制の推進。

➢ 精神科における地域包括ケアを推進する精神
科地域包括ケア病棟の新設。

➢ 精神病床に入院する患者への入退院支援に
対する評価の新設。

７．質の高い訪問診療・訪問看護の確保
➢ 在宅医療における を用いた医療関係職
種・介護関係職種等との連携の推進。

➢ 時間の在宅医療提供体制の充実の推進。
➢ 在宅における心不全患者への指導管理に関す
る評価の充実。

➢ 患者の希望に添った看取りの推進に関する見
直し。

➢ 患者の状態に応じた往診料等の評価の見直
し。

➢ 在宅時医学総合管理料等の評価の見直し。
➢ 専門性の高い看護師を配置やサービスの実績
に基づく訪問看護管理療養費の見直し。

➢ 訪問看護ステーションにおける 時間対応体
制にかかる評価の見直し。
（新）在宅医療情報連携加算 点

（新）在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
点

（新）往診時医療情報連携加算 点

（新）緊急往診加算、夜間・休日往診加算、
深夜往診加算（その他の場合）

点

訪問看護管理療養費（月に２日目以降の訪問の場合）
（新）訪問看護管理療養費１ 円
（新）訪問看護管理療養費２ 円

（新） 時間対応体制加算（訪問看護管理療養費）
イ 時間対応体制における看護業務の負担軽減

の取組を行っている場合 円
ロ イ以外の場合 円

（新）救急患者連携搬送料 ～ 点

（新）新生児特定集中治療室重症児
対応体制強化管理料 点

小児特定疾患カウンセリング料
（新）初回 点他

小児入院医療管理料（１日につき）
（新）看護補助加算 点
（新）看護補助体制充実加算 点

（新）精神科地域包括ケア病棟入院料
点

（新）精神科入退院支援加算（退院時 回）
点

新 リハビリテーション・栄養・口腔連携体
制加算（１日につき） 点

新 急性期リハビリテーション加算 点

点

点

新 栄養情報連携料

新 バイオ後続品使用体制加算

【在宅血液透析指導管理料】
新 遠隔モニタリング加算 点

• 新 回復期リハビリテーション入院医療管理
料 点

4
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令和６年度診療報酬改定
賃上げ・基本料等の引き上げ

（１）ベースアップ評価料

（２）基本料の引き上げ

（３）入院料通則の改定

7

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組

在宅療養支援診療所・病院における
評価の見直し

• 在支診・病でない医療機関との連携
の推進に関する評価の新設

• 訪問診療の回数が多い場合の施設総
管等（複数人）の見直し※

• 訪問診療の頻度が多い場合の在宅患
者訪問診療料の見直し

• 訪問栄養食事指導に係る要件見直し
• データ提出に関する要件見直し
（機能強化型に限る）

地域包括診療料・加算の見直し
• サービス担当者会議/地域ケア会議への参加経験あるいはいわゆるケアマネタイム設置の要件化
• 認知症研修の要件化（望ましい要件）

○ コロナ禍の経験を踏まえて、介護保険施設等と地域包括ケア病棟を持つ医療機関や在宅支援診療所の平時および急変時におけ
る対応の強化に関する評価の見直し等を実施。

○ また、在宅医療分野においては、患者の望む医療・ケアの提供を推進する観点から、 を用いた情報連携に関する評価の見
直し等を行うとともに、患者の状態に応じた在宅医療の提供を推進する観点から、評価の見直し等を実施。

ポスト を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進

地域包括ケア病棟
在支診・在支病、後方支援病院

診療所等

在宅療養支援診療所・病院

介護サービス

マイナ保険証や を用いた情報連携
• 在宅医療 情報活用加算の新設によるマイナ保険証を活用した情報連携を推進
• 在宅医療情報連携加算、往診時医療情報連携加算、介護保険施設等連携往診加算等の新設により平時からの介護サービス事業者等との連携促進

ケアマネジャー 介護保険施設等
（老健、介護医療院、特養）

医療機関と介護保険施設等
の平時からの連携の推進等
• 協力医療機関になること
を望ましい要件に

• 感染対策向上加算等の専
従要件緩和

• 平時からの連携を要件と
した評価の新設

人生の最終段階における医療・ケアの充実
• 適切な意思決定支援に係る指針の作成に関する要件の
対象拡大

• 在宅麻薬等注射指導管理料の新設（心不全等の患者）
• 在宅強心剤持続投与指導管理料の新設
• 在宅ターミナルケア加算等の見直し
• ICTを用いた情報連携に関する緩和ケア病棟緊急入院
初期加算の要件緩和

マイナ
ポータル

※在支診・病でない医療機関においても同様

6
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賃上げに対する評価
令和６年度診療報酬改定 Ⅰ－１ 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組－①

• 届け出が必要、初再診料等に評価を上乗せ（区分は設けない）

※ ①による対象職員の賃上げが、一定の水準（給与総額の ％増）
に達しないと見込まれる無床診療所、訪問看護ステーションのみ

①’ 賃金増率が低い場合の①への上乗せ評価
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 、
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
• 一定の水準（対象職員の給与総額の ％）に達するため、評価の区分（８区分）

を計算し、届出を行った施設について、①の評価へ上乗せ

入院ベースアップ評価料
• 必要な評価の区分（ 区分）を計算し、届出を行った施設について、入院料等

に評価を上乗せ

※ 入院に携わる職員のための評価

• 対象職員の賃上げの計画及び実績について、毎年報告
• ベースアップ評価料においては、算定した評価は、対象職員の賃上げ（ベースアップ等）に用いる必要 （令和６年度から令和７年度

への繰り越しは可）

ベースアップ評価料
看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種（ 歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、
歯科技工所等で従事する者を除く）について賃上げを実施していくための評価
① 外来・在宅医療の患者に係る評価、訪問看護ステーションの利用者に係る評価
外来・在宅ベースアップ評価料 、歯科外来・在宅ベースアップ評価料 、訪問看護ベースアップ評価料

歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置
• 賃上げの計画及び毎年の実績（各年）についてベースアップ評価料①～③に伴う報告や抽出調査等により把握

初再診料、入院基本料等の引き上げ

（新）外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）初診時 ６点 再診時２点 等

（新） 入院ベースアップ評価料（１日につき）
１ 入院ベースアップ評価料１ １点
２ 入院ベースアップ評価料２ ２点
↓

入院ベースアップ評価料 点

病院、有床診療所

② 入院患者に係る評価

（新）外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 等

9

■次の①～③を組み合わせた賃上げ対応

① 医療機関や事業所の過去の実績を
ベースにしつつ、更に

② 今般の報酬改定による上乗せの活用

③ 賃上げ促進税制の活用

■ 令和６年度に＋２ ５％、令和７年度に
＋２ ０％のベースアップを実施し、定期
昇給なども合わせて、昨年を超える賃上
げの実現を目指す。

令和 年度及び令和７年度における賃上げのイメージ

令和５年度

【基本的な方針】 【イメージ】

対象職員の
賃金総額

令和６・７年度

対象職員の
賃金総額

定期昇給分

報酬措置
（②）

報酬措置以外
の収入・税制
（①・③）

その他

６：＋ ％
７：＋ ％

令和６年度報酬
改定による措置

ベースアップ等
（基本給等）

8
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賃上げに向けた評価の新設②

（３）当該評価料を算定する場合は、令和６年度及び令和７年度において対象職員の賃金（役員報酬を除く。）の改善（定期昇給による
ものを除く。）を実施しなければならない。

（４）（３）について、当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費（事業者負担分等を含む）等の
増加分に用いること。ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の支給
額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、賞与等の手当によって賃金の改善を行った場合又は令和６年度及び令
和７年度において翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合（令和８年 月までに賃金の改善措置を行う場合に限る。）につ
いてはこの限りではない。いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によって
賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目（業績等に応じて変動するものを除く。）の水準を低下させてはならない。

（５）令和６年度に対象職員の基本給等を令和５年度と比較して ％以上引き上げ、令和７年度に対象職員の基本給等を令和５年度と
比較して ％以上引き上げた場合については、 歳未満の勤務医及び勤務歯科医並びに事務職員等の当該保険医療機関に勤務する
職員の賃金（役員報酬を除く。）の改善（定期昇給によるものを除く。）を実績に含めることができること。

（６）「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」を作成し、定期的に地方厚生 支 局長に報告すること。

外来・在宅ベースアップ評価料 の新設【施設基準】
［施設基準の概要］
（１）外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。
（２）主として医療に従事する職員（医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。）が勤務していること。対象職員は下に示す
職員であり、専ら事務作業（医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く）を行う
ものは含まれない。

令和６年度診療報酬改定 Ⅰ－１ 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組－①

主として医療に従事する職員（対象職員）
薬剤師 言語聴覚士 臨床工学技士 はり師、きゆう師

柔道整復師
公認心理師
診療情報管理士
医師事務作業補助者
その他医療に従事する職員
（医師及び歯科医師を除
く。）

保健師 義肢装具士 管理栄養士
助産師 歯科衛生士 栄養士
看護師 歯科技工士 精神保健福祉士
准看護師 歯科業務補助者 社会福祉士
看護補助者 診療放射線技師 介護福祉士
理学療法士 診療エックス線技師 保育士
作業療法士 臨床検査技師 救急救命士
視能訓練士 衛生検査技師 あん摩マッサージ指圧師、

11

賃上げに向けた評価の新設①

（新） 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）（１日につき）
１ 初診時
２ 再診時等

６点
２点

３ 訪問診療時
イ 同一建物居住者等以外の場合
ロ イ以外の場合

点
７点

［算定要件］
（１）主として医療に従事する職員（医師及び歯科医師を除く。）の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に

適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中以外の患者に初診、再診又は訪問診療を行った
場合に、所定点数を算定する。

（２）１については、初診料、小児科外来診療料（初診時）又は小児かかりつけ診療料（初診時）を算定した日に限り、１日につき１回
算定できる。

（３）２については、再診料、外来診療料、短期滞在手術等基本料１、小児科外来診療料（再診時）、外来リハビリテーション診療料、
外来放射線照射診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料（再診時）又は外来腫瘍化学療法診療料
を算定した日に限り、１日につき１回算定できる。

（４）３のイについては、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の同一建物居住者以外の場合又は在宅がん医療総合診療料（ただし、訪問診療を行っ
た場合に限る。）を算定した日に限り、１日につき１回算定できる。

（５）３のロについては、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の同一建物居住者の場合又は在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定した日に限り、１日につ
き１回算定できる。

外来・在宅ベースアップ評価料 の新設【算定要件】

➢ 外来医療又は在宅医療を実施している医療機関（医科）において、勤務する看護職員、薬剤師その
他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。

令和６年度診療報酬改定 Ⅰ－１ 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組－①
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（外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）イの算定回数の見込み×８
外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）ロの算定回数の見込み
歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）イの算定回数の見込み×８
歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）ロの算定回数の見込み） × 円

賃上げに向けた評価の新設⑤
外来・在宅ベースアップ評価料 の新設【施設基準】

［施設基準の概要］
（１）入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料（短期滞在手術等基本料１を除く。）を算定していない保険医療機関であるこ

と。
（２）外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）を届け出ている保険医療機関であること。
（３）外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）により算定される点数の見込みの 倍が、

対象職員の給与総額の ％未満であること。
（４）下記の式【Ａ】に基づき、該当する区分のいずれかを届け出ること。ただし、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）及び歯科外

来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）の施設基準の届出を行う場合は、同一の区分を届け出ること。

令和６年度診療報酬改定 Ⅰ－１ 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組－①

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）の区分

【Ａ】 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）の区分 点 数
（イ）

点 数
（ロ）

０を超える 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）１ ８点 １点
以上 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）２ 点 ２点

↓
以上 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）８ 点 ８点

対象職員の給与総額× ％ ｰ （外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）及び
歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）により算定される点数の見込み）× 円

【Ａ】＝

13

賃上げに向けた評価の新設④

８点
１点

点
２点

（新） 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）（１日につき）
外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）１

イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）２
イ 初診又は訪問診療を行った場合ロ

再診時等
↓
外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）８

イ 初診、又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時等

点
８点

［算定要件］
（１）主として医療に従事する職員（医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。）の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労

働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に
対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

（２）イについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の１（初診時）若しくは３（訪問診療時）を算定した場合に、１日につき１回
に限り算定できる。

（３）ロについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の２（再診時等）を算定した場合に、１日につき１回に限り算定できる。

外来・在宅ベースアップ評価料 の新設【算定要件】

➢ 外来医療又は在宅医療を実施し、入院医療を実施していない診療所であって、勤務する看護職員、
薬剤師その他の医療関係職種の賃金のさらなる改善を必要とする医療機関において、賃金の改善を
実施している場合の評価を新設する。

令和６年度診療報酬改定 Ⅰ－１ 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組－①
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賃上げに向けた評価の新設⑦
外来・在宅ベースアップ評価料 の新設【施設基準】（続き）

［施設基準の概要］
（ ）当該保険医療機関において、以下に掲げる社会保険診療等に係る収入金額の合計額が、総収入の ％を超えること。

ア 社会保険診療 租税特別措置法 昭和三十二年法律第二十六号 第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。 に
係る収入金額 労働者災害補償保険法 昭和二十二年法律第五十号 に係る患者の診療報酬 当該診療報酬が社会保険診療報酬と同
一の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額 全収入金額のおおむね百分の十以下の場合をいう。 の場合に限る。 を含
む。

イ 健康増進法 平成十四年法律第百三号 第六条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業 健康診
査に係るものに限る。以下同じ。 に係る収入金額 当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に
限る。

ウ 予防接種 予防接種法 昭和二十三年法律第六十八号 第二条第六項に規定する定期の予防接種等その他医療法施行規則第三十条の
三十五の三第一項第二号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種 平成二十九年厚生労働省告示第三百十四号 に規定す
る予防接種をいう。 に係る収入金額

エ 助産 社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。 に係る収入金額 一の分娩に係る助産に係る収入金額が五十万円を超え
るときは、五十万円を限度とする。

オ 介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額 租税特別措置法第二十六条第二項第四号に掲げるサービスに係る収入金額を
除く。

カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、
特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画
相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費並びに同法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生
活支援事業に係る収入金額

キ 児童福祉法第二十一条の五の二に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第二十四条の二に規定する障害児
入所給付費、同法第二十四条の七に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第二十四条の二十五に規定する障害児相談
支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額

ク 国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額

令和６年度診療報酬改定 Ⅰ－１ 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組－①
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賃上げに向けた評価の新設⑥
外来・在宅ベースアップ評価料 の新設【施設基準】（続き）

［施設基準の概要］
（５）（４）について、届出に当たっては、別表に示した期間において【Ａ】の算出を行うこと。

また、別表のとおり、毎年３、６、９、 月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は算出を行った月
内に地方厚生 支 局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定すること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、「対象職員の給与総額」、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)の算定回数の見込み」及び【Ａ】のいずれの変化も１割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。新
規届出時は、直近の別表の「算出を行う月」における対象となる期間の数値を用いること。ただし、令和６年６月３日までに届

出を行った場合は、令和６年６月に区分の変更を行わないものとすること。
（６）当該評価料を算定する場合は、令和６年度及び令和７年度において対象職員の賃金（役員報酬を除く。）の改善（定期昇給による

ものを除く。）を実施しなければならない。
（７）（６）について、当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費（事業者負担分等を含む）等の

増加分に用いること。ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の支給
額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、賞与等の手当によって賃金の改善を行った場合又は令和６年度及び
令和７年度において翌年の賃金の改善のために繰り越しを行う場合 令和８年 月までに賃金の改善措置を行う場合に限る。 につ
いてはこの限りではない。いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料に
よって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目（業績等に応じて変動するものを除く。）の水準を低下させてはならない。

（８） 「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」を作成し、定期的に地方厚生 支 局長に報告すること。
（９）常勤換算２人以上の対象職員が勤務していること。ただし、医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関にあっては、当該規定

を満たしているものとする。
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【別表】算出に当たって対象となる期間及び算定を開始する月について
【Ａ】の算出を行
う月

算出の際に用いる「対象職員の給
与総額」の対象となる期間

算出の際に用いる「ベースアップ
評価料」の対象となる期間

届け出た区分に従っ
て算定を開始する月

３月 前年３月～２月 前年 月～２月 ４月
６月 前年６月～５月 ３～５月 ７月
９月 前年９月～８月 ６～８月 月
月 前年 月～ 月 ９～ 月 翌年１月
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対象職員の給与総額× ％ – （外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）及び
歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）により算定される点数の見込み）× 円

当該保険医療機関の延べ入院患者数× 円

賃上げに向けた評価の新設⑩
令和６年度診療報酬改定 Ⅰ－１ 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組－①

【Ｂ】＝

入院ベースアップ評価料の区分

【Ｂ】 入院ベースアップ評価料の区分 点数

０以上 未満 入院ベースアップ評価料１ １点
以上 未満 入院ベースアップ評価料２ ２点

↓
以上 入院ベースアップ評価料 点

入院ベースアップ評価料の新設【施設基準】
［施設基準の概要］
（１）入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料（短期滞在手術等基本料１を除く。）を算定している保険医療機関であること。
（２）外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の届出を行っている保険医療機関であること。
（３）外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）により算定される点数の見込みの 倍の数

が、対象職員の給与総額の ％未満であること。
（４）下記の式により算出した数【Ｂ】に基づき、該当する区分を届け出ること。

17

賃上げに向けた評価の新設⑨

１ 入院ベースアップ評価料１
２ 入院ベースアップ評価料２
↓

入院ベースアップ評価料

１点
２点

点

［算定要件］
・主として医療に従事する職員（医師及び歯科医師を除く。）の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等
基本料（短期滞在手術等基本料１を除く。）を算定している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する
。

入院ベースアップ評価料の新設【算定要件】

➢ 病院又は有床診療所において、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実
施している場合の評価を新設する。

（新） 入院ベースアップ評価料（１日につき）

令和６年度診療報酬改定 Ⅰ－１ 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組－①

主として医療に従事する職員（対象職員）
薬剤師 言語聴覚士 臨床工学技士 はり師、きゆう師

柔道整復師
公認心理師
診療情報管理士
医師事務作業補助者
その他医療に従事する職員
（医師及び歯科医師を除
く。）

保健師 義肢装具士 管理栄養士
助産師 歯科衛生士 栄養士
看護師 歯科技工士 精神保健福祉士
准看護師 歯科業務補助者 社会福祉士
看護補助者 診療放射線技師 介護福祉士
理学療法士 診療エックス線技師 保育士
作業療法士 臨床検査技師 救急救命士
視能訓練士 衛生検査技師 あん摩マッサージ指圧師、

16
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ベースアップ評価料の概要①
ベースアップ評価料は医療従事者の処遇改善の（賃上げ等）の財源として新設された。

ベースアップ評価料の算定にあたっては、厚労省から「経営判断によって算定しないと
いう選択肢は当然残ります。しかし、まさにこの春闘で満額回答が出ようとしている産
業が数多くある中で、医療分野で人材を確保していくために算定していただきたいと
思っています。」とのコメントがあり、多くの医療機関で算定することが求められている。

対象となる職員（医療職等）の「基本給」「賞与」「超過勤務手当」等の賃上げや、賃上げ
に伴う「法定福利費の事業主負担分」の増額等を実施する医療機関が、施設基準を厚生
局に届け出た上でベースアップ評価料を算定することとなる。

以下、施設基準や疑義解釈【ベースアップ評価料関係】等からの抜粋

○ 評価料（ ）は、対象職員のベースアップを実施する全ての医療機関が届出を行い、
算定することができる。 （算定点数は一律）

○ 評価料（ ）は、評価料（ ）の増収分が給与総額の「 ％未満」の場合に算定可能。医
療機関の状況に合わせて区分が定められている。（算定点数は区分に応じ変動）

また、３か月ごとに区分の見直しを行い、区分に変更がある場合は変更届を提出す
る必要がある。（変更届出の猶予条件有） 〔疑義解釈その１ 問８〕

19

（参考）賃上げに関する詳細
令和６年度診療報酬改定 Ⅰ－１ 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組－①

➢ 厚生労働省では、令和６年度診療報酬改定における賃上げについて、「賃上げ等に関する診療報酬
改定＆マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー」を開催致しました。

➢ 厚生労働省 （ ）では、
オンラインセミナーのアーカイブ動画や説明資料及びベースアップ評価料計算支援ツールを用いて、
①医療従事者の賃上げの概要について
②よくあるご質問
③ベースアップ評価料の試算

について説明しています。
➢ 医療従事者の賃上げについて、動画や資料で理解を深め、ベースアップ評価料計算支援ツールを用
いて、具体的にいくら賃上げが可能か試算してみましょう。

画像をクリックすると、ベースアップ評価料計算支援ツールを
ダウンロードできます。（ ファイル）

画像をクリックすると、説明資料（病院・以下診療所の場合）
をダウンロードできます。（ ファイル）

18
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第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

ベースアップ評価料算定のための準備

様式９５～９８
（計算支援ツールの結果をもとに

計画書等を作成する）

【厚生労働省ホームページ】
計算支援ツール
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001211656.xlsx
様式 ～ （届出様式作成支援フォーム）
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001240270.xlsx

算出ツール（仮）
（職員給与等を入力して常勤換算や

給料総額等を算出）

現在作成中
マニュアルも作ります！

計算支援ツール
（給与総額等を入力して評価料の
算定や賃上げの見込みを試算する）

【東京都医師会】 【厚生労働省】 【厚生労働省】

21

ベースアップ評価料の概要②
○本評価料による増収分は全て賃上げに充てなければならない。

令和６年度でベースアップを完結できない場合であっても、令和７年度に繰り越すことが可能。

令和７年度で完結できない場合であっても、令和 年 月までには完結させなければならない。

○ 評価料（ ）は基礎部分…様式 、別添（賃金改善計画書）を提出

評価料（ ）は追加部分…様式９６、別添（賃金改善計画書）を提出

○ 試算の結果、評価料（Ⅱ）の区分３を算定可能であったとしても、下位にあたる評価料
（Ⅱ）の区分１や２で届け出ることは可能である。 〔疑義解釈その１ 問 〕

○ 施設基準の届出後、年 回、様式９８（賃金改善実績報告書）等の提出が必要。

○ 本評価料を算定する場合、対象職員に対して、賃金改善について「賃金改善計画書」
の内容を用いて周知しなければならず、質問等があった場合は、書面を用いて説明
する等、わかりやすく回答すること。 〔疑義解釈その１ 問７〕

○ ベースアップを実施するにあたり、職員によって個別にアップ率や金額等に差をつけ
て実施することは可能。 〔疑義解釈その１ 問４〕

ただし、前項のとおり、職員から本評価料に係るベースアップについて質問等があった場合、書

面等により回答しなければならないため、職員に説明できる理由が必要。

20
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第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

施設基準提出の事前準備②

３．対象職員の過去 年間における給与総額（月平均）を算出する
『過去１年間』の対象期間は、下表「『対象職員の給与総額』の対象となる期間」を参照

４．過去 か月間の「初診料」、「再診料」、「訪問診療料 ア同一建物
以外、イ同一建物」の算定回数により月平均算定回数を算出する
『過去 か月間』の対象期間は、下表「『評価料 により算定される点数の見込み』、

『評価料 の算定回数の見込み』等の対象となる期間」を参照

※「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別表７を改変

算出を行う月
『対象職員の給与総額』
の対象となる期間

『評価料 により算定される点数
の見込み』、『評価料 の算定回
数の見込み』等の対象となる期間

届け出た区分に従って
算定を開始する月

３月 前年３月～２月 前年 月～２月 ４月

６月 前年６月～５月 ３～５月 ７月

９月 前年９月～８月 ６～８月 月

月 前年 月～ 月 ９～ 月 翌年１月

※給与総額に含むことが可能な手当（定期的な手当：住居手当等）については、
関東信越厚生局に問合せ中。

※同日初再診の場合の回数の取扱いについては、関東信越厚生局に問合せ中。

23

施設基準提出の事前準備①

１．申請時の常勤換算した職員数を算出する
常勤の職員は１とし、非常勤職員の常勤換算数は、「非常勤の所定労働時間」を「医療
機関ごとに定める常勤職員の所定労働時間で除して得た数。常勤換算数が１を超える
場合は１。（切り捨て）。
なお、「評価料Ⅱ」等については、常勤換算で 人以上の配置が必要。

２．対象職員を選定する ※医師、事務職員は除く
採用している職員のうち、対象職員を選定する。対象となる職種は、「主として医療
に従事する職員」

薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、
言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エッ
クス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、
社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道
整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、その他医療に従事する職員（医師
及び歯科医師を除く。）

22
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12 13

第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

施設基準提出後に必要な対応

１．令和 年 月と令和 年 月に「実績報告書」等を提出すること。

２．「評価料（Ⅱ）」については、３か月に１回「様式９６」により区分
の変更が無いかを確認すること。
区分に変更がある場合は、同月に「様式９６」「賃金改善計画

書」等により区分変更を行うこと。

ただし、前回届け出た時点と比較して、対象となる３か月の「対象職員の給与総額」、
「外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）により算定される点数の見込み」、「外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」及び【Ｂ】のいずれの変化も１割以内で
ある場合においては、区分の変更を行わないものとすること。

注：「実績報告書」の作成方法、区分変更の届出方法については、現在、東京都
医師会で作成中

25

施設基準提出の事前準備③

５．手順３及び４の数値を「様式９６」に入力する
→「評価料（Ⅱ）」が『算定不可』、または、
『評価料（Ⅱ）の算定可能な区分』が表示される。

○『算定不可』の場合…「様式 」のみを提出する
○『評価料（Ⅱ）を算定可能な区分』を申請する場合…「様式 」と「様式 」を提出する

６．「賃金改善計画書」の作成にあたり、医療機関としてベースアッ
プする予定金額（月額）を決定する
ベースアップの予定金額はベースアップ評価料の増額分以上であること。
「様式９６」を作成すると、「賃金改善計画書」に評価料（Ⅰ）及び評価料（Ⅱ）の増額分
が自動計算されるため参照すること。

注：「様式９５」「様式９６」「賃金改善計画書」の詳細な作成方法については、現在、東京
都医師会で作成中

24

17750_診療報酬改定講習会（本文）.indd   1317750_診療報酬改定講習会（本文）.indd   13 2024/04/17   10:50:182024/04/17   10:50:18



14 15

第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

令和６年度診療報酬改定
賃上げ・基本料等の引き上げ

（１）ベースアップ評価料

（２）基本料の引き上げ

（３）入院料通則の改定

27

疑義解釈（ベースアップ評価料）
ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施す

る必要があるか。

→ 原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要があ
る。なお、令和６年４月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステー
ションについては、令和６年４月以降の賃金の改善分についても、当該評価料によ
る賃金改善の実績の対象に含めてよい。

ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、条例
の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実
施困難な場合は、令和６年 月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施す
る場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。

26
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第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

入院基本料等の見直し
入院基本料等の見直し

○ 入院基本料等について、以下の見直しを行う。
➢ 退院後の生活を見据え、入院患者の栄養管理体制の充実を図る観点から、栄養管理体制の基準を明確化する。
➢ 人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する観点から、厚生労働省「人生の最終段階における医
療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、意思決定支援に関する指針を作成するこ
とを要件とする。

➢ 医療機関における身体的拘束を最小化する取組を強化するため、医療機関において組織的に身体的拘束を最
小化する体制の整備を求める。

➢ 上記のほか、 歳未満の勤務医師、事務職員等の賃上げを実施すること等の観点から、入院基本料等の評
価を見直す。

令和６年度診療報酬改定 Ⅰ－１ 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組－②

改定後

点

点

点

点

点

【一般病棟入院基本料】
急性期一般入院料１
【療養病棟入院基本料】
療養病棟入院料１ 入院料
【精神病棟入院基本料】
対１入院基本料

【特定機能病院入院基本料】
対１入院基本料（一般病棟の場合）
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
回復期リハビリテーション病棟入院料４
【地域包括ケア病棟入院料】
地域包括ケア病棟入院料１（ 日以内） 点

現行

点
【一般病棟入院基本料】
急性期一般入院料１
【療養病棟入院基本料】
療養病棟入院料１ 入院料Ｇ
【精神病棟入院基本料】
対１入院基本料

【特定機能病院入院基本料】
７対１入院基本料（一般病棟の場合）
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
回復期リハビリテーション病棟入院料４
【地域包括ケア病棟入院料】
地域包括ケア病棟入院料１

点

点

点

点

点

（ 日目以降は 点）
※一部の入院料について抜粋。地域包括ケア病棟入院料１は日数による評価を見直したことに伴う増点を含む。 29

初再診料等の評価の見直し
初再診料等の評価の見直し

➢ 外来診療における標準的な感染防止対策を日常的に講じることが必要となったこと、職員の賃上げ
を実施すること等の観点から、初診料を３点、再診料と外来診療料をそれぞれ２点引き上げる。

令和６年度診療報酬改定 Ⅰ－１ 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組－③

改定後

点
点
点
点
点
点
点
点

【初診料】
初診料
情報通信機器を用いた初診料
初診料の注２・注３・注４
情報通信機器を用いた場合

初診料の注５
情報通信機器を用いた場合
注２～４に規定する場合
情報通信機器を用いた場合

【再診料】
再診料
情報通信機器を用いた再診料
再診料の注２
再診料の注３
再診料の注２に規定する場合

【外来診療料】
外来診療料
情報通信機器を用いた外来診療料
外来診療料の注２・注３・注４
外来診療料の注５
注２～４に規定する場合

点
点
点
点
点

点
点
点
点
点

現行

点
点
点
点
点
点
点
点

【初診料】
初診料
情報通信機器を用いた初診料
初診料の注２・注３・注４
情報通信機器を用いた場合

初診料の注５
情報通信機器を用いた場合
注２～４に規定する場合
情報通信機器を用いた場合

【再診料】
再診料
情報通信機器を用いた再診料
再診料の注２
再診料の注３
再診料の注２に規定する場合

【外来診療料】
外来診療料
情報通信機器を用いた外来診療料
外来診療料の注２・注３・注４
外来診療料の注５
注２～４に規定する場合

点
点
点
点
点

点
点
点
点
点

28
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第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進（入院料通則の改定②）
令和６年度診療報酬改定 Ⅰ－１ 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組－②等

人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進

➢ 人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する観点から、厚生労働省「人生の最終段階に お
ける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」とする。）等の内
容を踏まえ、意思決定支援に関する指針を作成することを要件とする入院料等の対象を見直す。

⚫ ガイドライン等の内容を踏まえた適切な意思決定支
援に係る指針の作成を要件とする入院料の範囲を拡
大する。

⚫ ガイドライン等の内容を踏まえた適切な意思決定支
援に係る指針の作成を、地域包括診療料等の要件に
追加する。

【指針の作成が要件となる対象】
➢ 入院料を算定する医療機関※
※ 小児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集
中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、
新生児治療回復室入院医療管理料、小児入院医療
管理料又は児童・思春期精神科入院医療管理料を
算定する病棟のみを有するものを除く。

➢ 以下の届出を行う医療機関
・がん患者指導管理料
・ 地域包括診療料
・ 地域包括診療加算
・ 認知症地域包括診療料
・ 認知症地域包括診療加算
・在宅療養支援診療所・病院

31

令和６年度診療報酬改定
賃上げ・基本料等の引き上げ

（１）ベースアップ評価料

（２）基本料の引き上げ

（３）入院料通則の改定

30
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令和６年度診療報酬改定
２ 医療 の推進
（１）マイナ保険証を中心とした医療 の推進

（２）脳卒中に対する情報通信機器を用いた遠隔連携の推進

（３）情報通信機器を用いた診療の推進等

33

令和６年度診療報酬改定 Ⅰ－１ 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組ー②

身体的拘束を最小化する取組の強化（入院料通則の改定③）

経過措置 令和６年３月 日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟については、令和７年５月 日までの間に限り、身
体的拘束最小化の基準に該当するものとみなす。

身体的拘束を最小化する取組の強化

➢ 医療機関における身体的拘束を最小化する取組を強化するため、入院料の施設基準に、患者又は他
の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはなら
ないことを規定するとともに、医療機関において組織的に身体的拘束を最小化する体制を整備する
ことを規定する。
• 精神科病院（精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む）における身体的拘束の取扱いについては、
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によるものとする。

• 身体的拘束最小化に関する基準を満たすことができない保険医療機関については、入院基本料（特別入院基本料等を除
く）、特定入院料又は短期滞在手術等基本料（短期滞在手術等基本料１を除く。）の所定点数から１日につき 点を減算
する。
【身体的拘束最小化の基準】
［施設基準］
（１）当該保険医療機関において、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行っては
ならないこと。

（２） （１）の身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな
らないこと。

（３） 身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制す
る行動の制限をいうこと。

（４）当該保険医療機関において、身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員から構成される身体的拘束最小化チームが設
置されていること。なお、必要に応じて、薬剤師等、入院医療に携わる多職種が参加していることが望ましい。

（５）身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を実施すること。
ア 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底すること。
イ 身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用すること。なお、アを踏まえ、定期的に当該指針の見直しを行うこと
。また、当該指針には、鎮静を目的とした薬物の適正使用や（３）に規定する身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化に係
る内容を盛り込むことが望ましい。

（６） （１）から（５）までの規定に関わらず、精神科病院（精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む）における身体
的拘束の取扱いについては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による。

32

17750_診療報酬改定講習会（本文）.indd   1717750_診療報酬改定講習会（本文）.indd   17 2024/04/17   10:50:232024/04/17   10:50:23



18 19

第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

医療 の推進①
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し
➢ 保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、オンライン資
格確認に係る体制が整備されていることを踏まえ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価
の在り方を見直す。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－１ 医療 の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進－①

改定後
【医療情報取得加算】
初診時
医療情報取得加算１
医療情報取得加算２
再診時（３月に１回に限り算定）
医療情報取得加算３
医療情報取得加算４

３点
１点

２点
１点

［施設基準］
電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
オンライン資格確認を行う体制を有していること。
次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所
及びウェブサイト等に掲示していること。
ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情
報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して
診療を行うこと。

現行
【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】
初診時
医療情報・システム基盤整備体制充実加算１
医療情報・システム基盤整備体制充実加算２

４点
２点

［施設基準］
電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
オンライン資格確認を行う体制を有していること。
次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所
及びホームページ等に掲示していること。
ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情
報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して
診療を行うこと。

以下の場合を新たに評価
• 電子資格確認（オンライン資格確認）により当該患者に係る診療情報

を取得等した場合
• 他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合

35

閲覧

電子カルテ情報共有サービス
（体制整備加算では
年 月まで経過措置）

マイナ
ポータル

調剤 点（ 月に１回）

令和６年度診療報酬改定における医療 に係る全体像

（新）在宅医療ＤＸ情報活用加算 １０点
（新）訪問看護医療ＤＸ情報活用加算 ５点
（新）在宅医療ＤＸ情報活用加算（歯科）８点

救急現場への導入を要件化
急性期充実体制加算・総合入院体制加算
・救命救急入院料１
（救急時医療情報閲覧機能の評価）

（新）医療情報取得加算 初診 点 再診 点（ 月に 回） （新）医療 推進体制整備加算 ８点、６点（歯科）、４点（調剤）

閲覧

医師等

受付
マイナンバー
カード

閲覧可

電子処方箋システム
（体制整備加算では
年 月まで経過措置）

医師 看護師
居宅同意取得型

サービス

オンライン資格確認等
システム

訪問した医療関係者の
モバイル端末で読み込み

➢ 医療 推進体制整備加算により、マイナ保険証利用により得られる薬剤情報等を診察室等でも活用できる体制を
整備するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスの整備、マイナ保険証の利用率を要件とし、医療
を推進する体制を評価する。（電子処方箋等は経過措置あり）

※答申書附帯意見 令和 年 月 日から現行の健康保険証の発行が終了することを踏まえ、令和 年度早期より、医療情報取得加算による適切な情報に基づく診療の
在り方について見直しの検討を行うとともに、医療 推進体制整備加算について、今後のマイナンバーカードの利用実態及びその活用状況を把握し、適切な要件設定
に向けた検討を行うこと。

・医療 推進の体制に関する事項等について、見やすい場所、
ウェブサイト等に掲示していること。
・一定程度（●％）以上のマイナ保険証の利用実績（ ～） 等

34
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第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

医療 の推進③
在宅医療 情報活用加算の新設

➢ 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスによ
るオンライン資格確認により、在宅医療における診療計画の作成において取得された患者の診療情
報や薬剤情報を活用することで質の高い在宅医療を提供した場合について、新たな評価を行う。

（新） 在宅医療 情報活用加算 点
（新） 在宅医療 情報活用加算（歯科訪問診療料） 点
（新） 訪問看護医療 情報活用加算 ５点
［対象患者（医科医療機関）］
在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の１、在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の２、在宅患者訪問診療料（Ⅱ）及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者

［算定要件（医科医療機関）］
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において健康保険法第３条第 項に規定する電子資格確認等により得られる
情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療ＤＸ情報活用加算として、月１回に限り所定点数に 点を加算
する。ただし、区分番号Ａ０００に掲げる初診料の注 、区分番号Ａ００１に掲げる再診料の注 若しくは区分番号Ａ００２に掲げる外来診療料の注
にそれぞれ規定する医療情報取得加算、区分番号Ａ０００に掲げる初診料の注 に規定する医療ＤＸ推進体制整備加算、区分番号Ｃ００３に掲げる

在宅がん医療総合診療料の注８に規定する在宅医療ＤＸ情報活用加算又は区分番号Ｃ００５に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注 （区分番号Ｃ０
０５－１－２の注６の規定により準用する場合を含む。）若しくは区分番号Ｉ０１２に掲げる精神科訪問看護・指導料の注 にそれぞれ規定する訪問
看護医療ＤＸ情報活用加算を算定した月は、在宅医療ＤＸ情報活用加算は算定できない。

施設基準（医科医療機関）
（１）オンライン請求を行っていること。
（２）オンライン資格確認を行う体制を有していること。
（３）（医科）電子処方箋を発行する体制を有していること。（経過措置 令和７年３月 日まで）
（４）電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。（経過措置 令和７年９月 日まで）
（５）（２）の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関

の見やすい場所に掲示していること。
（６）（５）の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲示していること。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－１ 医療 の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進－③

37

医療 の推進②

（新） 医療 推進体制整備加算 ８点
（新） 医療 推進体制整備加算（歯科点数表初診料） ６点
（新） 医療 推進体制整備加算（調剤基本料） ４点

算定要件（医科医療機関）
医療 推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療 推

進体制整備加算として、月１回に限り８点を所定点数に加算する。

施設基準（医科医療機関）
（１）オンライン請求を行っていること。
（２）オンライン資格確認を行う体制を有していること。
（３）（医科）医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を

有していること。
（歯科）歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる

体制を有していること。
（調剤）保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。

（４）（医科・歯科）電子処方箋を発行する体制を有していること。（経過措置 令和７年３月 日まで）
（調剤）電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。（経過措置 令和７年３月 日まで）

（５）電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。（経過措置 令和７年９月 日まで）
（６）マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。（令和６年 月１日から適用）
（７）医療 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医

療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。
（８）（調剤）電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－１ 医療 の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進－②

医療 推進体制整備加算の新設

➢ オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、ま
た、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療 に
対応する体制を確保している場合の評価を新設する。

36
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診療録管理体制加算の見直し
診療録管理体制加算の見直し

➢ 適切な診療記録の管理を推進する観点から、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ ン
」を踏まえ、非常時に備えたサイバーセキュリティ対策等の整備に係る要件及び評価を見直す。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－１ 医療 の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進 －⑮

改定後
【診療録管理体制加算１】 点
［施設基準］
・許可病床数 床以上の保険医療機関については、専任の医療
情報システム安全管理責任者を配置すること。

・非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方
式で確保し、その一部はネットワークから切り離したオフライ
ンで保管していること。

・非常時を想定した医療情報システムの利用が困難な場合の対応
や復旧に至るまでの対応についての業務継続計画（ＢＣＰ）を策
定し、少なくとも年１回程度、定期的に訓練・演習を実施するこ
と。また、その結果を踏まえ、必要に応じて改善に向けた対応を
行っていること。

【診療録管理体制加算２】 点
・許可病床数 床以上の保険医療機関については、専任の医療
情報システム安全管理責任者を配置すること。

【診療録管理体制加算３】 点

【診療録管理体制加算１】 点
［施設基準］
・許可病床数 床以上の保険医療機関については、専任の医療情
報システム安全管理責任者を配置すること。

（新設）

（新設）

【診療録管理体制加算２】 点
・区分の見直し（診療録管理体制加算１→２）

（新設）
・区分の見直し（診療録管理体制加算２→３）

現行

39

救急時医療情報閲覧機能の導入の推進
救急時医療情報閲覧機能の導入の要件化

➢ 救急時医療情報閲覧機能の導入により、救急患者に対する迅速かつ的確で効率的な治療を更に推進 す
る観点から、総合入院体制加算、急性期充実体制加算及び救命救急入院料について要件を見直す。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－１ 医療 の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進－⑤

改定後
【急性期充実体制加算】
［施設基準］
第１の２ 急性期充実体制加算
１ 通則
（１）・（２） （略）

３ 時間の救急医療提供として、次のいずれにも該
当していること。
ア・イ （略）
ウ 救急時医療情報閲覧機能を有していること。

［経過措置］
１の（３）のウに規定する救急時医療情報閲覧機能の要件に
ついては、令和７年４月１日以降に適用するものとする

現行
【急性期充実体制加算】
［施設基準］
第１の２ 急性期充実体制加算
１ 急性期充実体制加算に関する施設基準
（１）～（４） （略）

５ 時間の救急医療提供として、次のいずれにも該
当していること。
ア・イ （略）

（新設）

38
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情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価の新設
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－１ 医療 の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進－⑩

➢ 「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を踏まえ、情報通信機器を用いて通院精神療法を実
施した場合について、新たな評価を行う。
（新）通院精神療法 ハ 情報通信機器を用いて行った場合

（１） 分以上（精神保健指定医による場合）
（２） 分未満（精神保健指定医による場合）

点
点

（イ） （ロ）
• 時間外、休日又は深夜における外来対応施設での外来診療 又は
救急医療機関への診療協力を、年６回以上行うこと。

• 精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年１回以上
行っていること。

［対象患者］
情報通信機器を用いた精神療法を実施する当該保険医療機関の精神科を担当する医師が、同一の疾病に対して、過去１年以内の期

間に対面診療を行ったことがある患者
［算定要件］（概要）
（１）情報通信機器を用いた精神療法を行う際には、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」及び「情報通信機器を用いた精神療

法に係る指針」（以下「オンライン精神療法指針」という。）に沿った診療及び処方を行うこと。
（２）当該患者に対して、１回の処方において３種類以上の抗うつ薬または３種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない。
［施設基準］（概要）
（１）情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
（２）オンライン精神療法指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
（３）オンライン精神療法指針において、「オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害にも対応した地域包括

ケアシステムに資するよう、地域における精神科医療の提供体制への貢献が求められる」とされていることから、以下のア及びイ
を満たすこと。

ア 地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関※（イ）から（ハ）までのいずれかを満たすこと

イ 情報通信機器を用いた精神療法を実施する精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保へ協力 ※（イ）又は（ロ）のいずれかの実績

（イ） （ロ） （ハ）
• 常時対応型施設（★） 又は
身体合併症救急医療確保事業において指定

（★）精神科救急医療体制整備事業における類型

• 病院群輪番型施設（★）
• 時間外、休日又は深夜において、

入院件数が年４件以上 又は
外来対応件数が年 件以上

• 外来対応施設（★） 又は
時間外対応加算１の届出

• 精神科救急情報センター、保健所等からの
問い合わせ等に原則常時対応できる体制

41

令和６年度診療報酬改定
２ 医療 の推進
（１）マイナ保険証を中心とした医療 の推進

（２）脳卒中に対する情報通信機器を用いた遠隔連携の推進

（３）情報通信機器を用いた診療の推進等

40
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令和６年度診療報酬改定
３ ポストコロナにおける感染症対策の推進

43

診療報酬における書面要件及び書面掲示のデジタル化について
診療報酬における書面要件の見直し

➢ 医療 を推進する観点から、診療報酬上、書面での検査結果その他の書面の作成又は書面を用いた情
報提供等が必要とされる項目について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の遵
守を前提に、電磁的方法による作成又は情報提供等が可能であることについて明確化する。

➢ 具体的には、
• 文書による提供等をすることとされている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方法に
よって、患者、他の保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者等に提供等する場合は、「医 療
情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書
面における署名又は記名・押印に代わり、当該ガイドラインに定められた電子署名を施すこととする
。

• 診療情報提供書については、電子カルテ情報共有サービスを用いて提供する場合には、一定のセ
キュリティが確保されていることから電子署名を行わなくても共有可能とする。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－１ 医療 の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進－⑰、⑱

➢ デジタル原則に基づき書面掲示についてインターネットでの閲覧を可能な状態にすることを原則義務
づけするよう求められていることを踏まえ、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者におけ
る書面掲示について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととする。
※ 自ら管理するウェブサイトを有しない保険医療機関等は対象外。
※ 令和７年５月 日までの間の経過措置を設ける。

書面掲示事項のウェブサイトへの掲載

42
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ポストコロナにおける感染症対策の評価①
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－６ 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組－②

感染対策向上加算及び外来感染対策向上加算の見直し

➢ 新興感染症への備えに係る施設基準について、第８次医療計画における協定締結の枠組みを踏まえ
た要件に見直しを行う。

改定後
【感染対策向上加算】［施設基準（抜粋）］

加算１：都道府県知事の指定を受けている第一種協定指
定医療機関であること。

加算２：（加算１と同様）

加算３：都道府県知事の指定を受けている第一種協定指
定医療機関又は都道府県知事の指定を受けている第二
種協定指定医療機関（発熱外来に係る措置を講ずるも
のに限る。）であること。

【外来感染対策向上加算】［施設基準（抜粋）］
都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医

療機関（発熱外来に係る措置を講ずるものに限る。）
であること。

現行
【感染対策向上加算】［施設基準（抜粋）］

加算１：新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受
けて感染症患者を受け入れる体制を有し、そのことを自
治体のホームページにより公開していること。

加算２：新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受
けて感染症患者又は疑い患者を受け入れる体制を有し、
そのことを自治体のホームページにより公開しているこ
と。

加算３：新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受
けて感染症患者若しくは疑い患者を受け入れる体制又は
発熱患者の診療等を実施する体制を有し、そのことを自
治体のホームページにより公開していること。

【外来感染対策向上加算】［施設基準（抜粋）］
新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて
感染症患者を受け入れる体制を有し、そのことを自治体
のホームページにより公開していること。

都道府県外来感染対策向上加算を
届け出る診療所

発熱外来の協定締結 病床確保等の協定締結

感染対策向上加算を
届け出る病院等

45

ポストコロナにおける感染症対策に係る評価の見直しの全体像
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－６ 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組－②

自宅

外来感染対策向上加算を
届け出る診療所

発熱患者等への対応の評価
• 外来感染対策向上加算の施設基準の見直
し（受診歴の有無に関わらず発熱患者等
を受け入れる旨を公表することを追加）

• 外来感染対策向上加算を算定する施設に
おいて適切な感染対策の上で発熱患者等
に対応した場合の加算の新設

入院が必要な感染症患者の受入

介護保険施設等への助言・指導

感染症の患者に対する入院医療の評価
• 三類～五類感染症及び指定感染症のうち空気感染、
飛沫感染、接触感染等の対策が特に必要な感染症の
患者への入院医療に対する評価の新設

• 感染対策が特に必要な感染症の患者に対する個
室・陰圧室管理に対する評価の拡充

• 感染対策が特に必要な感染症の患者を対象に含む
急性期リハビリテーションに対する加算の新設

感染対策向上加算を
届け出る病院等

新興感染症発生・まん延時の対応の評価
• （診療所）外来感染対策向上加算の施設基準の
見直し（発熱外来の協定締結を要件に追加）

• （病院等）感染対策向上加算の施設基準の見直
し（感染対策向上加算１・２について病床確保
の協定締結を要件に追加し、感染対策向上加算
３について病床確保又は発熱外来の協定締結を
要件に追加）

介護保険施設等

発
熱
患
者
等
の
往
診
•
訪
問
診
療
等

外
来
に
お
け
る
発
熱
患
者
等
の
受
入

介護保険施設等との連携の推進
• 感染対策向上加算について、介護保険施設等から
求めがあった場合に感染対策に関する実地指導、
研修を合同で実施することが望ましい規定を追加

• 感染対策向上加算１における感染制御チームの職
員について、介護保険施設等に対する助言に係る
業務を含め専従とみなす旨を明確化

都道府県
病
床
確
保
等
の
協
定
締
結

発熱外来の協定締結

44

17750_診療報酬改定講習会（本文）.indd   2317750_診療報酬改定講習会（本文）.indd   23 2024/04/17   10:50:322024/04/17   10:50:32



24 25

第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

病態に応じた早期からの疾患別リハビリテーションの推進
病態に応じた早期からの疾患別リハビリテーションの推進

➢ 重症者に対する早期からの急性期リハビリテーションの提供を推進するため、病態に応じた早期から
の疾患別リハビリテーションについて急性期リハビリテーション加算として新たな評価を行うととも
に、早期リハビリテーション加算の評価を見直す。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－３ リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進－②

※ 心大血管疾患等リハビリテーション料、脳血管疾患リハビリテーション
料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼
吸器リハビリテーション料において算定可能。

［急性期リハビリテーション加算の対象患者］ ※入院中の患者に限る。
ア ＡＤＬの評価であるＢＩが 点以下のもの。
イ 認知症高齢者の日常生活自立度がランクＭ以上に該当するもの。

早期リハ加算 点／単位

初期加算 点／単位

日目まで開始日 日目まで 開始日 日目まで

急性期リハ加算 点／単位

初期加算 点／単位

早期リハ加算 点／単位

日目まで

ウ 以下に示す処置等が実施されているもの。
① 動脈圧測定（動脈ライン） ② シリンジポンプの管理 ③ 中心静脈圧測定（中心静脈ライン） ④ 人工呼吸器の管理
⑤ 輸血や血液製剤の管理 ⑥ 特殊な治療法等（ 、 、 、補助人工心臓、 測定、 ）

エ 「Ａ２２０－２」特定感染症入院医療管理加算の対象となる感染症、感染症法第６条第３項に規定する二類感染症及び同法同条第７項に規定する新
型インフルエンザ等感染症の患者及び当該感染症を疑う患者。ただし、疑似症患者については初日に限り算定する。

［急性期リハビリテーション加算の施設基準］
当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。

【現行】 【改定後】

（新） 急性期リハビリテーション加算
（改） 早期リハビリテーション加算

点（ 日目まで）
点→ 点（ 日目まで）

47

【外来感染対策向上加算】
［施設基準（抜粋）］
• 当該医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症
を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行
うために必要な感染防止対策として発熱患者の動線を分ける等の対応を行う
体制を有していること。

• 回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、必要に応じて精密検査が
可能な体制または専門医への紹介が可能な連携体制があることが望ましい。

ポストコロナにおける感染症対策の評価④
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－６ 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組－②

➢ 受診歴の有無に関わらず発熱患者等を受け入れる体制を有した上で、実際に発熱患者等に対応した場合の加算を
新設する。

（新） 発熱患者等対応加算 点
算定要件
外来感染対策向上加算を算定する場合において、発熱その他感染症を疑わせる症状を呈する患者に対して適切な感染
防止対策を講じた上で診療を行った場合は、月１回に限り更に所定点数に加算する。

➢ 我が国における 抗菌薬の使用比率が低い現状を踏まえ、適正使用を更に促進する観点から、外来感染対策
向上加算及び感染対策向上加算に抗菌薬適正使用加算を新設する。

（新） 抗菌薬適正使用体制加算 ５点
施設基準］

抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。
直近６か月において使用する抗菌薬のうち、 抗菌薬に分類されるものの使用比率が ％以上又はサーベイ

ランスに参加する医療機関全体の上位 ％以内であること。

発熱外来に対する評価の新設
➢ 外来感染対策向上加算の施設基準に、感染対策を講じた上で発熱患者等を受け入れること等を追加する。

改定後現行
【外来感染対策向上加算】
［施設基準（抜粋）］
（新設）

抗菌薬の使用実績に基づく評価の新設
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外来感染対策向上加算の届出について①

令和６年３月３１日時点で届出を行っている医療機関は、１２月３１日までの間に限り、
「医療措置協定医療機関」に該当するとみなされるため、既に届出済の医療機関は４月
日以降も引き続き、外来感染対策向上加算（６点）が算定可能。
また、６月１日以降、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対応し
た場合、さらに今回の改定で新設された「発熱患者等対応加算」（２０点）を算定できる
ため、１か月につき最大で２６点が算定できる。
※同月内であれば、以下のような算定も可能（疑義解釈その１ 問４）
１回目の受診（発熱等無し）・・・・・・・外来感染対策向上加算を算定
２回目の受診（発熱・感染症疑い）・・・発熱患者等対応加算を算定

１．外来感染対策向上加算を届出している医療機関

【注意事項】
令和７年１月１日以降も引き続き外来感染対策向上加算を算定する医療機関は、経
過措置が終了する令和６年１２月３１日までに「医療措置協定」を締結し、再度、施設基
準の届出を行う必要がある。
届出が間に合わない場合、令和７年１月から「外来感染対策向上加算」の算定ができ
なくなるだけでなく、令和６年６月以降の算定開始日に遡って返還金を求められる可
能性がある。 医療措置協定の締結には１か月ぐらい時間を要します。届出を予定している医療機

関は早めに都庁ホームページの協議フォームに入力を行ってください。
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/i_kyotei.html
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➢ 感染対策の専門的な知見を有する者が、介護保険施設等からの求めに応じて専門性に基づく助言を行えるように
する観点から、感染対策向上加算におけるチームの職員の専従業務に当該助言が含まれることを明確化する。

感染対策に関する介護保険施設等との連携の推進

改定後
【感染対策向上加算】
［施設基準］
感染対策向上加算１
感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感染制御

チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。
ア～エ （略）
アに定める医師又はイに定める看護師のうち１名は

専従であること。なお、感染制御チームの専従の職員に
ついては、抗菌薬適正使用支援チームの業務を行う場合
及び感染対策向上加算２、感染対策向上加算３又は外来
感染対策向上加算に係る届出を行った他の保険医療機関
に対する助言に係る業務を行う場合及び介護保険施設等
からの求めに応じ、当該介護保険施設等に対する助言に
係る業務を行う場合には、感染制御チームの業務につい
て専従とみなすことができる。ただし、介護保険施設等
に赴いて行う助言に携わる時間は、原則として月１ 時
間以下であること。

現行
【感染対策向上加算】
［施設基準］
感染対策向上加算１
感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感

染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務
を行うこと。
ア～エ （略）
アに定める医師又はイに定める看護師のうち

１名は専従であること。なお、感染制御チーム
の専従の職員については、抗菌薬適正使用支援
チームの業務を行う場合及び感染対策向上加算
２、感染対策向上加算３又は外来感染対策向上
加算に係る届出を行った他の保険医療機関に対
する助言に係る業務を行う場合には、感染制御
チームの業務について専従とみなすことができ
る。

感染対策向上加算の見直し

➢ 感染対策向上加算の施設基準に、連携する介護保険施設等から求めがあった場合に現地に赴いての感染対策に関
する助言を行うこと及び院内研修を合同で開催することが望ましいことを追加する。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－６ 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組－② 等

改定後
【感染対策向上加算】
［施設基準（抜粋）］
• 介護保険施設等から求めがあった場合には、当該施設等に赴いての
実地指導等、感染対策に関する助言を行うとともに、院内感染対策
に関する研修を介護保険施設等と合同で実施することが望ましい。

現行
【感染対策向上加算】
［施設基準（抜粋）］
（新設）
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令和６年度診療報酬改定
４ 同時報酬改定における対応
（１）介護報酬改定との連携

（２）障害福祉サービス等改定との連携

51

外来感染対策向上加算の届出について②

２．外来感染対策向上加算を届出していない医療機関

① 令和６年６月１日から算定する場合
・医療措置協定を締結する （４月中に依頼すると６月１日締結予定）
・締結後（電子署名に同意・返送後）、関東信越厚生局に届出をする
（令和６年５月２日から６月３日までに届出）
※原則、６月３日までに受理されれば、６月１日から算定可能

② ６月１日からの算定に間に合わない場合
・医療措置協定を締結する （５月中に依頼すると７月１日締結予定）
・締結後（電子署名に同意・返送後）、関東信越厚生局に届出をする
※原則、受理後、翌月から算定可能

医療措置協定の締結には１か月ぐらい時間を要します。届出を予定している医療機
関は早めに都庁ホームページの協議フォームに入力を行ってください。

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/i_kyotei.html

届出に必要な業務指針や手順書等は東京都医師会ホームページを参考にしてください。
https://www.tokyo.med.or.jp/25873#kansen_manual
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➢ これまでの新型コロナウイルス感染症への対応における取組も踏まえ、在宅医療を担う地域の医療機関と介護
保険施設等において、実効性のある連携の構築を促進する観点から、介護保険施設等と医療機関の連携に関する
要件及び評価等を見直す。また、かかりつけ医と介護支援専門員との連携を強化する観点から、当該連携に関す
る評価を見直す。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組

協力医療機関等との連携の強化
・診療や入院受入れ等を行う体制を確保した協力医
療機関を定めることの義務化
以下の要件を満たす協力医療機関を定めることを義務化
①入所者の病状が急変した場合等に相談対応を行う体制を常時確保
②診療の求めがあった場合の診療を行う体制を常時確保
③入院を要する入所者の入院を原則受け入れる体制の確保
※協力医療機関との間で1年に1回以上入所者の病状の急変が生じた
場合の対応方針について確認

・協力医療機関連携加算の新設
介護保険施設等において、定期的な会議の実施による協力医療機関
との連携体制の構築を評価
・高齢者施設等感染対策向上加算の新設
感染対策向上加算を算定する医療機関等が行う研修に参加すること
等や実地指導を受けることを評価
・退所時情報提供加算の新設
入所者が医療機関へ退所した場合に医療機関に対し、生活支援上の
留意点等の情報を提供することを評価
・早期退院の受入れの努力義務化
退院が可能となった場合の速やかな受入れについて努力義務化

介護保険施設等との連携の推進
・介護保険施設等の求めに応じて協力医療機関を担
うことが望ましいことを要件化
在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及
び地域包括ケア病棟を有する病院において、要件化
・感染症対策向上加算等の専従要件の明確化
介護保険施設等からの求めに応じて行う専門性に基づく助言が感染
対策向上加算等のチームの構成員の専従業務に含まれることを明確
化する
・介護保険施設等連携往診加算の新設
入所者の病状の急変時に、介護保険施設等の協力医療機関であって、
平時からの連携体制を構築している医療機関の医師が往診を行った
場合についての評価

・介護保険施設等における医療保険で給付できる医
療サービスの範囲の見直し
高度な薬学的管理を必要とする薬剤を処方した場合の「F400処方
箋料」を医療保険からの給付とする等の見直し
・協力対象施設入所者入院加算の新設
介護保険施設等の入所者の病状の急変時に、介護保険施設等と平時
からの連携体制を構築している保険医療機関の医師が診察を実施し
た上で、入院の必要性を判断し、入院をさせた場合の評価

介護保険施設等
【特養・老健・介護医療院】

地域包括診療料等を算定する医療機関
・地域包括診療料等の算定要件の見直し
地域包括診療料等の算定要件に介護支援専門員との相談に応じるこ
と等を追加する。また、担当医がサービス担当者会議又は地域ケア
会議への参加実績又は介護支援専門員との相談の機会を確保してい
ることを施設基準に追加

医師等と介護支援専門員との連携

介護保険施設等と連携する医療機関
【在宅医療を担う医療機関や感染対策を担う医療機関等】

居宅介護支援事業所
・入院時情報連携加算の見直し
入院当日に病院等の職員に対して利用者の情報を提供した場合に
ついて評価を充実
・通院時情報連携加算の見直し
算定対象に歯科医師を追加

●：診療報酬 ■ ：介護報酬

平時からの連携
カンファレンス等による入所者の情報の共有等

●協力対象施設入所者入院加算
等の基準として規定
●感染症対策向上加算等の専従
要件の明確化
■協力医療機関連携加算の新設
■高齢者施設等感染対策向上加
算の新設
急変時の電話相談・診療の求め

相談対応・医療提供
●介護保険施設等連携往診加
算の新設
●医療保険で給付できる医療
サービスの範囲の見直し

入院調整
●協力対象施設入所者入院加算
の新設
■退所時情報提供加算の見直し

早期退院
■退院が可能となった場合の速
やかな受入れの努力義務化

医療と介護の連携の推進（イメージ）
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医療と介護の連携の推進
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組 等

○ 医療・介護サービス連携を推進するために、主に以下の見直しをおこなう。
１．医療機関と介護保険施設等の連携の推進（Ⅱ－２－③）

➢ 医療機関と介護保険施設等の適切な連携を推進する観点から、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域
包括ケア病棟において、介護保険施設等の求めに応じて協力医療機関を担うことが望ましいことを施設基準とする。
１－１．介護保険施設等入所者の病状の急変時の適切な入院受入れの推進（Ⅱ－２－②）

➢ 介護保険施設等の入所者の病状急変時における適切な対応及び施設内における生活の継続支援を推進する観点から、当該施設の
協力医療機関となっている保険医療機関が施設入所者を受け入れた場合について、新たな評価を行う。

１－２．介護保険施設等入所者の病状の急変時の適切な往診の推進（Ⅱ－８－①）
➢ 介護保険施設等に入所している高齢者が、可能な限り施設内における生活を継続できるよう支援する観点から、介護保険施設等の

入所者の病状の急変時に、介護保険施設等の協力医療機関であって、平時からの連携体制を構築している医療機関の医師が往 診
を行った場合について、新たな評価を行う。

２．地域包括診療料等の見直し（Ⅱ－７－①）
➢ かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、かかりつけ医と介護支援専門員との連携の強化する観点から、算定要件に
介護支援専門員および相談支援員との相談に応じること及びその旨を院内掲示すること等を追加する。

３．介護保険施設等及び障害者支援施設における医療保険で給付できる医療サービスの範囲の見直し（Ⅱ－２－④）
➢ 医療と介護の両方を必要とする状態の患者が可能な限り施設での生活を継続するために、介護保険施設等において対応が困難な医療行
為について医療保険による算定を可能とする。

４．入退院支援加算１・２の見直し（Ⅱ－２－⑧）
➢ 入退院支援における、関係機関との連携強化等の観点から、退院時における医療機関から介護支援専門員へ情報提供する様式の見直し、

入退院支援加算１の施設基準で求める連携機関数について、急性期病棟を有する医療機関では病院・診療所との連携を、地域包括ケア 病
棟を有する医療機関では介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所等との連携を一定程度求めることとする。

５．リハビリテーションに係る医療・介護情報連携の推進（Ⅱ－２－⑤）
➢ 医療機関と介護保険の訪問・通所リハビリテーション事業所のリハビリテーションに係る連携を更に推進する観点から、介護保険の通
所リハビリテーションなどへ移行する場合に、移行先の事業所等にリハビリテーション実施計画書を提供することとする。

６．医療と介護における栄養情報連携の推進（Ⅱ－３－⑦）
➢ 医療と介護における栄養情報連携を推進する観点から、栄養情報提供加算の名称と要件、評価を見直し、入院栄養食事指導を行った場

合に加えて、介護保険施設等に退院する患者について、退院先施設の管理栄養士と連携した場合も算定を可能とする。
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医療機関と介護保険施設等の連携の推進②

ア 次の（イ）及び（ロ）に該当していること。
イ 必要に応じて入院受入れを行う保険医療機関に所属する保険医が を活用して当該診療情報及び病状急変時の対応方針を常に確認可能な体制を有
していること。
ロ 介護保険施設等と協力医療機関において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、年３回以上の頻度でカンファレンスを
実施していること。

イ 介護保険施設等と協力医療機関において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、 月に１回以上の頻度でカンファレンスを
実施していること。

３ 介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医療機
関として定められている介護保険施設等の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。

介護保険施設等連携往診加算の新設
➢ 介護保険施設等に入所している高齢者が、可能な限り施設内における生活を継続できるよう支援する
観点から、介護保険施設等の入所者の病状の急変時に、介護保険施設等の協力医療機関であって、平
時からの連携体制を構築している医療機関の医師が往診を行った場合について、新たな評価を行う。

（新） 介護保険施設等連携往診加算 点
算定要件
１ 介護保険施設等連携往診加算は、介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に伴い、当該介護保険施設等の従事者等の求めに応じて当該
患者に関する診療情報及び病状の急変時の対応方針等を踏まえて往診を行い、治療の方針について当該患者又はその家族等に十分に説明した場合に限り算定で
きる。この場合、介護保険施設等の名称、活用した当該患者の診療情報、急変時の対応方針及び診療の要点を診療録に記録すること。
２ 当該保険医療機関と当該介護保険施設等が特別の関係にある場合、介護保険施設等連携往診加算は算定できない。

施設基準 （概要）
１ 当該医療機関が介護保険施設等から協力医療機関として定められている等、緊急時の連絡体制及び入院受入体制等を確保していること。
２ 次のいずれかの要件を満たすもの。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組－③、 Ⅱ－８質の高い在宅医療・訪問看護の確保－①

➢ 医療機関と介護保険施設等の適切な連携を推進する観点から、在宅療養支援病院、在宅療養支援診
療所、在宅療養後方支援病院及び地域包括ケア病棟を有する病院において、介護保険施設等の求め
に応じて協力医療機関を担うことが望ましいことを施設基準とする。

医療機関と介護保険施設等の連携の推進
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医療機関と介護保険施設等の連携の推進①

（新） 協力対象施設入所者入院加算（入院初日） １ 往診が行われた場合 点
２ １以外の場合 点

対象医療機関
在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室を有する病院
算定要件
１ 協力対象施設入所者入院加算は、介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等により入院が必要となった場合に、当該介護保険施設等
の従事者の求めに応じて当該患者に関する診療情報及び病状の急変時の対応方針等を踏まえて診療が行われ、入院の必要性を認め入院させた場合に、入院初
日に算定する。
２ 「２」については、「１」以外の場合であって、当該保険医療機関が当該介護保険施設等の従事者の求めに応じて当該患者（救急用の自動車等により
緊急に搬送された者を除く）に対し、診療を行い、入院の必要性を判断して入院した場合について所定点数に加算する。
３ 当該保険医療機関と当該介護保険施設等が特別の関係にある場合、協力対象施設入所者入院加算は算定できない。

施設基準 （概要）
１ 当該医療機関が介護保険施設等から協力医療機関として定められている等、緊急時の連絡体制及び入院受入体制等を確保していること。
２ 次のいずれかの要件を満たすもの。
ア 次の（イ）及び（ロ）に該当していること。
イ 入院受入れを行う保険医療機関の保険医が を活用して当該診療情報及び病状急変時の対応方針を常に確認可能な体制を有していること。
ロ 介護保険施設等と当該介護保険施設の協力医療機関において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、年３回以上の頻
度でカンファレンスを実施していること。

イ 介護保険施設等と協力医療機関として定められている医療機関において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、 月に
回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。

３ 介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医
療機関として定められている介護保険施設等の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。

協力対象施設入所者入院加算の新設
➢ 介護保険施設等の入所者の病状急変時における適切な対応及び施設内における生活の継続支援を推
進する観点から、介護保険施設等の入所者の病状の急変時に当該介護保険施設等に協力医療機関と
して定められている保険医療機関であって、当該介護保険施設等と平時からの連携体制を構築して
いる保険医療機関の医師が診察を実施した上で、入院の必要性を判断し、入院をさせた場合の評価
を新設する。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組－②
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➢ 入院前からの支援をより充実・推進する観点から、入院時支援加算１の評価を見直す。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組－⑧

改定後
【入退院支援加算】
注７ 入院時支援加算１

入院時支援加算２
点
点

現行
【入退院支援加算】
注７ 入院時支援加算１

入院時支援加算２
点
点

入院時支援加算１の見直し

【入退院支援加算１】
［施設基準］

転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する
連携機関の数が 以上であること。なお、急性期一般入院基本料、
特定機能病院入院基本料（一般病棟の場合に限る。）又は専門病
院入院基本料（ 対１入院基本料を除く。）を算定する病棟を
有する場合は当該連携機関の数のうち１以上は保険医療機関であ
ること。
また、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室を有す
る場合は当該連携機関の数のうち５以上は介護保険法に定める居
宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事
業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事
業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者であ
ること。

➢ 入退院支援における関係機関との連携強化の観点から、入退院支援加算１の施設基準
で求める連携機関数について、急性期病棟を有する医療機関では病院・診療所との連
携を、地域包括ケア病棟を有する医療機関では介護サービス事業所及び障害福祉サー
ビス事業所等との連携を一定程度求める。

現行 改定後
【入退院支援加算１】
［施設基準］

転院又は退院体制等に
ついてあらかじめ協議を行
い、連携する連携機関の数
が 以上であること。

入退院支援加算１の施設基準で求める連携機関数について

➢ 退院支援計画の内容
に、リハビリテー
ション、栄養管理及
び口腔管理等を含む、
退院に向けて入院中に
必要な療養支援の内容
並びに栄養サ
ポートチーム等の多
職種チームとの役割
分担を盛り込むこと
を明記する。

生活に配慮した支援
の強化

入退院支援加算１・２の見直しについて①
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介護保険施設等における生活に配慮した医療の推進等
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組－④、Ⅱ－４患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価－㉓

血友病の患者に使用する医薬品（血友病患者における出血傾
向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。）

血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体
迂回活性複合体

改定後現行

介護保険施設等における医療保険で給付できる医療サービスの範囲の見直し
➢ 医療と介護の両方を必要とする状態の患者が可能な限り施設での生活を継続するために、介護保険
施設等における医療保険で給付できる医療サービスの範囲を見直す。

新たに医療保険で算定可能となる医療サービス
• 介護老人保健施設に入所している末期の悪性腫瘍の患者に対する「 がん性疼痛緩和指導管理料」、「 外来緩和
ケア管理料」及び「 外来放射線照射診療料」（麻薬の投与に係る「 注射」の費用を含む）。

• 介護老人保健施設に入所している患者に対し、当該介護老人保健施設の医師及び当該介護老人保健施設の併設医療機関に所属する医
師以外の医師が、高度な薬学的管理を必要とする薬剤を処方した場合の「 処方箋料」。

• 介護老人保健施設及び介護医療院における重症心不全患者に対する「 在宅植込型補助人工心臓（非拍動流型）指導管理料」。
• 介護老人保健施設及び介護医療院に入所している患者に対し、当該施設の医師以外の医師が、高度な薬学的管理を必要とする薬剤に

係る処方箋を発行した場合、応需した保険薬局における「調剤報酬（調剤基本料、薬剤調製料、調剤管理料、服薬管理指導料３、外
来服薬支援料２、薬剤料、特定保険医療材料料）」。

• 新興感染症等発生時において、施設に入所している感染症患者に対して医師の処方箋に基づき薬剤師が訪問して薬学的管理及び指導
を実施した場合の「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料１」。

血友病患者の治療の評価の見直し
➢ 血友病患者における治療の選択肢を拡げる観点から、療養病棟入院基本料及び特定入院料等の薬剤
費を包括している入院料等について、血友病治療薬に係る薬剤料の包括範囲を見直すとともに介護
老人保健施設及び介護医療院で薬剤の費用が医療保険からの給付となっている血友病治療薬の対象
範囲を見直す。
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退院時におけるリハビリテーションに係る医療介護連携の推進
退院時におけるリハビリテーションに係る医療・介護連携の推進

➢ 退院時のリハビリテーションに係る医療機関と介護保険の訪問・通所リハビリテーション事業所との
間の連携により、退院後早期に継続的で質の高いリハビリテーションを推進する観点から、退院時
共同指導料２について要件を見直す。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組ー⑥

改定後現行
【退院時共同指導料２】
［算定要件］

退院時共同指導料２の「注１」は、退院後の在宅での療養上必
要な説明及び指導を、当該患者が入院している保険医療機関の保
険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と在宅療養担当医療機関の保
険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理
栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉
士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ス
テーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士
若しくは言語聴覚士が共同して行った場合に算定する。

退院前カンファレンスにおける情報共有

【退院時共同指導料２】
［算定要件］

退院時共同指導料２の「注１」は、退院後の在宅での療養上必要な

説明及び指導を、当該患者が入院している保険医療機関の保険医
又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士若しくは社会福祉士と在宅療養担当医療機関の保険医若
しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在
宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーショ
ンの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言
語聴覚士が共同して行った場合に算定する。ななおお、、退退院院後後にに介介護護保保
険険にによよるるリリハハビビリリテテーーシショョンン

（（介介護護保保険険法法にに規規定定すするる訪訪問問リリハハビビリリテテーーシショョンン、、通通所所リリハハビビリリテテーー
シショョンン、、介介護護予予防防訪訪問問リリハハビビリリテテーーシショョンン又又はは介介護護予予防防通通所所リリハハビビリリ
テテーーシショョンンををいいうう。。））をを利利用用予予定定のの場場合合、、在在宅宅ででのの療療養養上上必必要要なな説説明明
及及びび指指導導ににつついいてて、、当当該該患患者者がが入入院院ししてていいるる医医療療機機関関のの保保険険医医等等
がが、、介介護護保保険険にによよるるリリハハビビリリテテーーシショョンンをを提提供供すするる事事業業所所のの医医師師、、理理
学学療療法法士士、、作作業業療療法法士士又又はは言言語語聴聴覚覚士士のの参参加加をを求求めめるるここととがが望望まま
ししいい。。
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リハビリテーションに係る医療介護障害連携

➢ 保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテー
ション料、廃用症候群リハビリテーション料若しくは
運動器リハビリテーション料を算定する患者が、介護
保険の通所リハビリテーション事業所等によるサービ
ス利用へ移行する場合、移行先の事業所に対しリハビ
リテーション実施計画書等を提供することとする。

➢ 退院時のリハビリテーションに係る医療機関と介護保
険の訪問・通所リハビリテーション事業所との連携に
より、退院後早期に継続的で質の高いリハビリテー
ションを推進する観点から、退院時共同指導料２の参
加職種について、介護保険によるリハビリテーション
を提供する事業所の医師、理学療法士等の参加を求め
ることが望ましいこととする。

診療報酬上の対応

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組等

➢ 訪問・通所リハビリテーションにおいて、医師等の従業
者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利 用
者に対し退院後のリハビリテーションを提供する際に、
リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院
中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書
等を入手し、内容を把握することを義務付ける。

➢ 退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質
の高いリハビリテーションを実施する観点から、医療機
関からの退院後に介護保険のリハビリテーションを行う
際、リハビリテーション事業所の理学療法士等が、医療
機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行っ
たことを評価する退院時共同指導加算（ 単位 回）
を設ける。

介護報酬上の対応

祉サービスの自立訓練（機能訓練）を同時に実施する場合の施設基準等を緩和する。

診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の共通対応
➢ 医療保険・介護保険のリハビリテーションと障害福祉サービスである自立訓練（機能訓練）との連携を強化する観点から、自
立訓練（機能訓練）について、病院及び診療所並びに通所リハビリテーション事業所において、共生型サービス又は基準
該当サービスの提供を可能とする。医療保険の疾患別リハビリテーション又は介護保険の通所リハビリテーションと障害福

退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリ
テーションを実施する観点から、以下の見直しを行う。
・ リハビリテーションに係る情報連携の推進
・ 退院前カンファレンスへの通所リハ事業所等の医師等の参加の推進
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医療と障害福祉サービスの連携の推進
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組 等

○ 医療と障害福祉サービスの連携及び高齢化する障害者施設における適切な医療提供に向けた取組等を推進するた
めに、主に以下の見直しをおこなう。
１．障害者支援施設における医療保険で給付できる医療サービスの範囲の見直し（Ⅱ－２－④）

➢ 医療と介護の両方を必要とする状態の患者が可能な限り施設での生活を継続するために、障害者支援施設に入所している末期の
悪性腫瘍の患者に対して行った訪問診療の費用を医療保険において算定可能とする。

２．医療的ケア児（者）に対する入院前支援の評価の新設（Ⅲ－４－２－⑦）
➢ 医療的ケア児（者）が入院する際の在宅からの連続的なケアを確保する観点から、事前に自宅等を訪問し、患者の状態や人工呼
吸器の設定等のケア状態の把握を行った場合について、新たな評価を行う。

３．入退院支援加算１・２の見直し（Ⅱ－２－⑧）
➢ 入退院支援加算の対象となる「退院困難な要因を有している患者」に、特別なコミュニケーション支援を要する者及び強度行動
障害の状態の者を追加する。

➢ 特別なコミュニケーション支援を要する者及び強度行動障害の状態の者に対し、入院前に医療機関と本人・家族等や障害福祉
サービス事業者等とで事前調整を行うことの評価を新設する。

４．リハビリテーションに係る医療・介護・障害福祉サービス連携の推進（Ⅱ－２－⑮）
➢ 医療保険のリハビリテーションと障害福祉サービスである自立訓練（機能訓練）の円滑な移行を推進する観点から、医療保険の

疾患別リハビリテーションと障害福祉サービスの自立訓練（機能訓練）を同時に実施する場合について、疾患別リハビリテー
ション料の施設基準を緩和する。

５．有床診療所における医療・介護・障害連携の推進（Ⅱ－２－⑭）
➢ 有床診療所による医療・介護・障害福祉サービスにおける連携を推進するために、介護連携加算を介護障害連携加算と名称を改

めるとともに、肢体不自由児（者）を算定可能な対象として追加する。また、施設基準である介護サービスの提供について、介
護保険の訪問リハビリテーション、訪問栄養食事指導及び障害福祉サービスの医療型短期入所の提供実績を追加する。

６．就労支援に係る医療機関と障害福祉サービスの連携の推進（Ⅱ－２－⑦）
➢ 精神障害の特性を踏まえ医療機関と障害福祉サービスとの連携を推進する観点から、診療情報提供料（Ⅰ）の注４に規定する情
報提供先に、就労選択支援事業所を追加する。
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令和６年度診療報酬改定
４ 同時報酬改定における対応
（１）介護報酬改定との連携

（２）障害福祉サービス等改定との連携
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医療的ケア児（者）に対する入院前支援の評価の新設
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－２ 小児医療、周産期医療の充実－⑦

点（新） 医療的ケア児（者）入院前支援加算

対象患者
医療的ケア判定スコア 点以上の医療的ケア児（者）

算定要件
注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示を受けた看護職員が、入院前に別に厚生労働大臣が定める患者（第１節
の入院基本料（特別入院基本料等を含む。）及び第３節の特定入院料のうち、医療的ケア児（者）入院前支援加算を
算定できるものを現に算定している患者に限り、当該保険医療機関の入院期間が通算 日以上のものを除
く。）の患家等を訪問し、患者の状態、療養生活環境及び必要な処置等を確認した上で療養支援計画を策定し、入
院前又は入院した日に当該計画書を患者又はその家族等に説明し、文書により提供した場合に、保険医療機関ごと
に患者１人につき１回に限り、入院初日に限り所定点数に加算する。
２別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
医療的ケア児（者）入院前支援加算を算定すべき入院前支援を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代
えて、 点を所定点数に加算する。
３ 区分番号Ａ２４６の注７に掲げる入院時支援加算は別に算定できない。

施設基準
（１）直近１年間の医療的ケア判定スコア 点以上の医療的ケア児（者）の入院患者数が 件以上であること。
（２）令和７年５月 日までの間に限り、（１）の基準を満たしているものとする。

医療的ケア児（者）に対する入院前支援の評価の新設
➢ 医療的ケア児（者）が入院する際の在宅からの連続的なケアを確保する観点から、事前に自宅等を
訪問し、患者の状態や人工呼吸器の設定等のケア状態の把握を行った場合について、新たな評価を
行う。

63

障害者支援施設における医療保険給付の医療サービスの範囲の見直し

➢ 医療とケアの両方を必要とする状態の患者が可能な限り施設での生活を継続するために、障害者支
援施設における医療保険で給付できる医療サービスの範囲を見直す。

新たに医療保険で算定可能となる医療サービス
• 障害者支援施設に入所している末期の悪性腫瘍の患者に対する「 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）」、「
在宅患者訪問診療料（Ⅱ）」、「 施設入居時等医学総合管理料」、「 在宅がん医療総合診療料」。

障害者支援施設における医療保険で給付できる医療サービスの範囲の見直し

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組－④

障害者支援施設における訪問診療にかかる費用
障害福祉サービス等報酬で評価※

※ 生活介護を行う施設に限り、当該患者が末期の悪性腫瘍
の場合、「 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）」、「
在宅患者訪問診療料（Ⅱ）」、「 施設入居時等医学
総合管理料」、「 在宅がん医療総合診療料」を算定す
ることができる。

障害者支援施設における訪問診療等にかかる費用
障害福祉サービス等報酬で評価

改定後現行
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入退院支援加算１・２の見直しについて③
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組－⑧

入院前の医療機関と本人・家族等や障害福祉サービス事業者等との事前調整の評価
➢ 特別なコミュニケーション支援を要する者及び強度行動障害の状態の者に対し、入院前に医療機関
と本人・家族等や障害福祉サービス事業所等とで事前調整を行うことの評価を新設する。

（新） 入院事前調整加算 点
算定要件
１ 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、入院前に患者及びその家族等並びに当該患者の在宅での生活を支援する障害福祉サービ
ス事業者等と事前に入院中の支援に必要な調整を行った場合に、所定点数に加算する。
２ 当該加算を算定するに当たっては、コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する者又は強度行動障害の状態の者であって
入院の決まったものについて、当該患者の特性を踏まえた入院中の治療や入院生活に係る支援が行えるよう、当該患者、その家族等及
び当該患者の在宅における生活を支援する障害福祉サービス事業者等から事前に情報提供を受け、その内容を踏まえ、入院中の看護等
に係る療養支援の計画を立て、患者及び入院予定先の病棟職員と共有した場合に算定する。

施設基準
入院事前調整加算に規定する厚生労働大臣が定める患者
１ コミュニケーションにつき特別な支援を要する者又は強度行動障害を有する者であること。
２ 入退院支援加算を算定する患者であること。
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入退院支援加算１・２の見直しについて②
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組－⑧

改定後
【入退院支援加算１及び２】
［算定要件］
退院困難な要因
ア 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれか
であること

イ 緊急入院であること
ウ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること又
は要支援状態であるとの疑いがあるが要支援認定が未申請であること

エ コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する者
オ 強度行動障害の状態の者
カ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること
キ 生活困窮者であること
ク 入院前に比べＡＤＬが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であ
ること（必要と推測されること。）

ケ 排泄に介助を要すること
コ 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる
状況にないこと

サ 退院後に医療処置（胃瘻等の経管栄養法を含む。）が必要なこと
シ 入退院を繰り返していること
ス 入院治療を行っても長期的な低栄養状態となることが見込まれるこ
と

セ 家族に対する介助や介護等を日常的に行っている児童等であること
ソ 児童等の家族から、介助や介護等を日常的に受けていること
タ その他患者の状況から判断してアからソまでに準ずると認められる
場合

現行
【入退院支援加算１及び２】
［算定要件］
退院困難な要因
ア 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれか
であること

イ 緊急入院であること
ウ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること

エ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること
オ 生活困窮者であること
カ 入院前に比べＡＤＬが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であ
ること（必要と推測されること。）

キ 排泄に介助を要すること
ク 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる
状況にないこと

ケ 退院後に医療処置（胃瘻等の経管栄養法を含む。）が必要なこと
コ 入退院を繰り返していること
サ 入院治療を行っても長期的な低栄養状態となることが見込まれるこ
と

シ 家族に対する介助や介護等を日常的に行っている児童等であること
ス 児童等の家族から、介助や介護等を日常的に受けていること
セ その他患者の状況から判断してアからスまでに準ずると認められる
場合

入退院支援加算の対象の見直し
➢ 入退院支援加算の対象となる「退院困難な要因を有している患者」に、特別なコミュニケーション
支援を要する者及び強度行動障害の状態の者を追加する。
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生活習慣病対策
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－５ 生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組推進

○ 生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組を推進するため、主に以下の見直
しを行う。
１．生活習慣病管理料（Ⅱ）の新設（Ⅱ－５－①）

➢ 検査等を包括しない生活習慣病管理料（Ⅱ）（ 点、月１回に限る。）を新設する。

２．生活習慣病管理料の評価及び要件の見直し（Ⅱ－５－①）
➢ 生活習慣病管理料における療養計画書を簡素化するとともに、令和７年から運用開始される予定の電子カルテ情報共有サービス
を活用する場合、血液検査項目についての記載を不要とする。

➢ 診療ガイドライン等を参考として疾病管理を行うことを要件とする。
➢ 生活習慣病の診療の実態を踏まえ、少なくとも１月に１回以上の総合的な治療管理を行う要件を廃止する。
➢ 歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等の多職種と連携することを望ましい要件とするとともに、糖尿病患者に対して歯科受
診を推奨することを要件とする。

３．特定疾患療養管理料の見直し（Ⅱ－５－①）
➢ 特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病である、糖尿病、脂質異常症及び高血圧を除外する。

４．特定疾患処方管理加算の見直し（Ⅱ－５－②）
➢ リフィル処方及び長期処方の活用並びに医療 の活用による効率的な医薬品情報の管理を適切に推進する観点から、処方料及び

処方箋料の特定疾患処方管理加算について、 日未満の処方を行った際の特定疾患処方管理加算１を廃止し、特定疾患処方管理
加算２の評価を見直す。また、特定疾患処方管理加算について、リフィル処方箋を発行した場合も算定を可能とする。

５．地域包括診療料等の見直し（Ⅱ－５－③）
➢ かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、リフィル処方及び長期処方の活用を推進する観点から、患者の状況

等に合わせて医師の判断により、リフィル処方や長期処方を活用することが可能であることを、患者に周知することを要件に追
加する。

６．慢性腎臓病の透析予防指導管理の評価の新設（Ⅲ－５－④）
➢ 慢性腎臓病に対する重症化予防を推進する観点から、慢性腎臓病の患者に対して、透析予防診療チームを設置し、日本腎臓学会

の「エビデンスに基づく 診療ガイドライン」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及び蛋白制限等の食事指導、運動指導、
その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施した場合の評価を新設する。

67

令和６年度診療報酬改定
５ 外来診療の機能分化・強化等

（１）生活習慣病にかかる疾病管理

（２）かかりつけ医機能に係る見直し

（３）その他
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生活習慣病に係る医学管理料の見直し①
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－５ 外来医療の機能分化・強化等－①

○ 生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣病管理料について要件及び評価を見直す。
➢ 療養計画書を簡素化するとともに、電子カルテ情報共有サービスを活用する場合、血液検査項目についての記載を不要とする。
➢ 診療ガイドライン等を参考として疾病管理を行うことを要件とする。
➢ 少なくとも１月に１回以上の総合的な治療管理を行う要件を廃止する。
➢ 歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等の多職種と連携することを望ましい要件とする。
➢ 糖尿病患者に対して歯科受診を推奨することを要件とする。

改定後
【生活習慣病管理料（Ⅰ）】
１脂質異常症を主病とする場合
２高血圧症を主病とする場合
３糖尿病を主病とする場合

点
点
点

現行
【生活習慣病管理料】
１脂質異常症を主病とする場合
２高血圧症を主病とする場合
３糖尿病を主病とする場合

点
点
点

【生活習慣病管理料（Ⅰ）の算定要件】（概要）
• 生活習慣病管理料は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に
説明を行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものである。血液検査結果を療養計画書とは別に手交 し
ている場合又は患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その旨を診療録に記載している場合は、療養
計画書の血液検査項目についての記載を不要とする。

• 当該治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい。
• 「Ａ００１」の注８に掲げる医学管理、第２章第１部医学管理等（「Ｂ００１」の（略）及び同｢ ｣腎臓病透析予防指導管理料を除く。）、第３部検
査、第６部注射及び第 部病理診断の費用は全て所定点数に含まれる。

• 患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書での記載事項を入力し、診療録にその記録及び患者の同意を
得た旨を残している場合は、療養計画書の作成及び交付をしているものとみなすものとする。ただし、この場合においても、生活習慣病管理料を算定す
るにあたっては、服薬、運動、休養、栄養、喫煙及び飲酒等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、丁寧に説明を行い、患者の同意を得ること
とする。

• 学会等の診療ガイドライン等や診療データベース等の診療支援情報を参考にする。
• 患者の状態に応じ、 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関

の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に適切に対応すること。
• 糖尿病の患者については、患者の状態に応じて、年１回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導を行うこと。また、糖尿病の患者について、歯周病の

診断と治療のため、歯科受診の推奨を行うこと。
• 生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して６月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。

改定後

69

生活習慣病に係る疾病管理のイメージ
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－５ 生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組推進

○ 生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組のイメージは以下のとおり。

歯科医師、薬剤師、看護師、
管理栄養士等による多職種連携

糖尿病患者に対する歯科受診の推奨

医療 を活用した情報共有の推進

診療ガイドライン等を参考とした
質の高い疾病管理

リフィル処方及び長期処方の活用

治療に係る情報についての
療養計画書を用いた説明

68
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生活習慣病に係る医学管理料の見直し②
生活習慣病管理料（Ⅱ）の創設

➢ 検査等を包括しない生活習慣病管理料（Ⅱ）を新設する。

（新） 生活習慣病管理料（Ⅱ） 点（月１回に限る。）

［算定要件］
（１）別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関（許可病床数が 床未満の病院又は診療所に限る。）において、脂質

異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者（入院中の患者を除く。）に対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当
該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月１回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする
場合にあっては、区分番号Ｃ１０１に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない。

（２）生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号Ａ００１の注８に掲げる医学管理及び第２章第１部医学管理等（区分番
号Ｂ００１の９に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号Ｂ００１の に掲げる集団栄養食事指導料、区分番号Ｂ００１の に掲げ
る糖尿病合併症管理料、区分番号Ｂ００１の に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号Ｂ００１の に掲げる外来緩和ケア
管理料、区分番号Ｂ００１の に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分番号Ｂ００１の に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理
料、区分番号Ｂ００１－３－２に掲げるニコチン依存症管理料、区分番号Ｂ００１－９に掲げる療養・就労両立支援指導料、Ｂ０
０５の に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、区分番号Ｂ００９に掲げる診療情報提供料（Ⅰ）、区分番号Ｂ００９－２に
掲げる電子的診療情報評価料、区分番号Ｂ０１０に掲げる診療情報提供料（Ⅱ）、区分番号Ｂ０１０－２に掲げる診療情報連携強
有料、区分番号Ｂ０１１に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号Ｂ０１１－３に掲げる薬剤情報提供料を除く。）の費用は、
生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれるものとする。

（４）別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生活習慣病管理
料(Ⅱ)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、 点を算定する。

［施設基準］
（１）生活習慣病管理に関する総合的な治療管理ができる体制を有していること。なお、治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医

師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい。
（２）患者の状態に応じ、 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを

当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
（３）生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行う場合に係る厚生労働大臣が定める施設基準

情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－５ 外来医療の機能分化・強化等－①

71

生活習慣病療養計画書
初回用 継続用

患者に療養計
画書の内容を
説明し、十分
に理解したこ
とを確認でき
れば患者署名
を省略できる
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大項目 項目名

属性

生年月日
性別
患者住所地域の郵便番号

身長・
体重

身長
体重

喫煙歴

喫煙区分
日の喫煙本数
喫煙年数

介護情報
高齢者情報
要介護度

診断情報
傷病

自院管理の有無
コード

傷病名コード
修飾語コード
傷病名

入院の
状況

入院の有無
コード

傷病名コード
修飾語コード
傷病名

終診情報

当月中の終診情報
終診年月日

コード
傷病名コード
修飾語コード
傷病名

（参考）外来データ提出加算について

出典： 年度「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」実施説明資料を元に作成

〈共通項目〉 〈在宅データ提出加算特有の項目〉

外来データ提出加算
点（月１回）

［算定要件］
• 別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において、
当該保険医療機関における診
療報酬の請求状況、生活習慣
病の治療管理の状況等の診療
の内容に関するデータを継続
して厚生労働省に提出してい
る場合は、外来データ提出加
算として、 点を所定点数
に加算す
る。

［施設基準］
・ 外来患者に係る診療内容に
関するデータを継続的かつ
適切に提出するために必要
な体制が整備されているこ
と。

大項目 項目名 大項目 項目名

外来受診情
報

受診年月日 リスク分類・
コレステロール

リスク分類

コレステロール初診 再診

脳卒中の有無
（初発）

脳卒中の有無（既往含む）
他院による紹介の有無

脳卒中の初発の種類（既往含む）
診療科コード

脳卒中の初発の発症（診断）年月
糖尿病の有
無

糖尿病の有無
脳卒中（初発以
外）

脳卒中の初発以外の種類（既往含
む）自院管理の有無 脳卒中の初発以外の発症（診断）
年月糖尿病の診

断年月 診断年月

急性冠症候群の
有無（初発）

急性冠症候群の有無（既往含む）

血糖コント
ロール・慢
性合併症

血糖コントロール 急性冠症候群の初発の種類（既往
含む）慢性合併症：網膜症 急性冠症候群の初発の発症（診
断）年月慢性合併症：腎症

急性冠症候群の
（初発以外）

急性冠症候群の初発以外の種類
（既往含む）慢性合併症：神経障害
急性冠症候群の初発以外の発症
（診断）年月高血圧症の

有無
高血圧症の有無

心不全の有無
心不全の有無

自院管理の有無
心不全の診断年月高血圧症の

診断年月 診断年月
急性大動脈解離
の有無（初発）

急性大動脈解離の有無（既往含
む）

血圧

血圧分類 急性大動脈解離の初発の発症（診
断）年月リスク層

急性大動脈解離
（初発以外）

急性大動脈解離の初発以外の発症
（診断）年月収縮期血圧

慢性腎臓病の有
無

慢性腎臓病の有無
拡張期血圧

慢性腎臓病の診断年月
脂質異常症
の有無

脂質異常症の有無

高尿酸血症の有
無

高尿酸血症の有無
自院管理の有無 高尿酸血症の診断年月

脂質異常症
の診断年月 診断年月 尿酸値

73

生活習慣病に係る医学管理料の見直し③
特定疾患療養管理料の対象疾患の見直し

➢ 特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病である、糖尿病、脂質異常症及び高血圧を除外する。
(※１ 処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算についても同様。
(※２ 糖尿病が対象疾患から除外されたことに伴い、糖尿病透析予防指導管理料における算定要件｢注３｣を削除する。

➢ より質の高い疾病管理を推進する観点から、特定疾患療養管理料の対象疾患を追加する。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－５ 外来医療の機能分化・強化等－①

改定後
【特定疾患療養管理料】
［施設基準］
別表第一 特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定

疾患処方管理加算１及び特定疾患処方管理加算２に規定する
疾患
結核
悪性新生物
甲状腺障害
処置後甲状腺機能低下症
（削除）
スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害
ムコ脂質症
リポ蛋白代謝障害及びその他の脂（質）血症（家族性高コ
レステロール血症等の遺伝性疾患に限る。）
リポジストロフィー
ローノア・ベンソード腺脂肪腫症
（削除）
虚血性心疾患
（中略）
性染色体異常
アナフィラキシー
ギラン・バレー症候群

現行
【特定疾患療養管理料】
［施設基準］
別表第一 特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定

疾患処方管理加算１及び特定疾患処方管理加算２に規定する疾
患
結核
悪性新生物
甲状腺障害
処置後甲状腺機能低下症
糖尿病
スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害
ムコ脂質症
リポ蛋白代謝障害及びその他の脂（質）血症

リポジストロフィー
ローノア・ベンソード腺脂肪腫症
高血圧性疾患
虚血性心疾患
（中略）
性染色体異常
（新設）
（新設）
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生活習慣病管理料（Ⅱ）算定例②
生活習慣病管理料（Ⅱ）は月 回の算定、

さらに外来管理加算と特定疾患処方管理加算 が算定不可

例）糖尿病の患者月 回診察 回の処方した場合

改定前
項目 点数 回数 合計

再診料

外来管理加算

特定疾患療養管理料

処方箋料

特定疾患処方管理加算２

合計

改定後
項目 点数 回数 合計

再診料

生活習慣病管理料（Ⅱ)

処方箋料

合計

・血糖自己測定指導加算 点 年 、
・外来データ提出加算 点 月
算定しても約 点の減点。
ただし諸検査は出来高算定可能。

75

生活習慣病管理料（Ⅱ）算定例①
生活習慣病管理料（Ⅱ）は月 回の算定、

さらに外来管理加算と特定疾患処方管理加算 が算定不可

例）高血圧症の患者を月 回見ていた場合

改定前
項目 点数 回数 合計

再診料

外来管理加算

特定疾患療養管理料

処方箋料

特定疾患処方管理加算２

地域包括診療加算２

合計

改定後
項目 点数 回数 合計

再診料

生活習慣病管理料（Ⅱ) 

処方箋料

地域包括診療加算２ 21 21

合計 9

74
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疑義解釈（生活習慣病管理料Ⅰ・Ⅱ）②

療養計画書の内容について医師による丁寧な説明を実施した上で、薬剤師又
は看護職員等の当該説明を行った医師以外のものが追加的な説明を行い、診察室外
で患者の署名を受けた場合にも算定可能か。

→ 可能

77

疑義解釈（生活習慣病管理料Ⅰ・Ⅱ）①

「Ｂ００１－３」生活習慣病管理料（Ⅰ）及び「Ｂ００１－３－３」生活習
慣病管理料（Ⅱ）（以下単に「生活習慣病管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）」という。）は、
栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を
行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとと
もに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものとされているが、署
名の取扱い如何。

→ 初回については、療養計画書に患者の署名を受けることが必要。ただし、２回目
以降については、 療養計画書の内容を患者に対して説明した上で、患者が当該内
容を十分に理解したことを医師が確認し、その旨を療養計画書に記載した場合につ
いては、患者署名を省略して差し支えない。

76
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生活習慣病管理料 と の比較

生活習慣病管理料（ ） 生活習慣病管理料（ ）

点 数

・脂質異常症を主病とする場合 点
・高血圧症を主病とする場合 点
・糖尿病を主病とする場合 点

・脂質異常症、高血圧症、糖尿病を主病とする患者
３３３点

情報通信機器を用いた診療 点

加 算 血糖自己測定指導加算（年１回）５００点、外来データ提出加算 点

包括される
項目

・外来管理加算
・医学管理等 診療情報提供料・薬剤情報提供料含む

・検査、注射、病理診断

・外来管理加算
・医学管理等（以下を除く）

同日に
併算定可能
な医学管理

・糖尿病合併症管理料
・がん性疼痛緩和指導管理料
・外来緩和ケア管理料
・糖尿病透析予防指導管理料
・慢性腎臓病透析予防指導管理料

※ に加えて、
・外来栄養食事指導料 ・診療情報提供料（ ）
・集団栄養食事指導料 ・診療情報連携共有料
・ニコチン依存症管理料 ・連携強化診療情報提供料
・療養・就労両立支援指導料 ・薬剤情報提供料
・診療情報提供料（ ）
・電子的診療情報評価料

他の管理料
との併算定

糖尿病を主病とする場合、在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない

療養計画
・療養計画書を交付〔別紙様式９（初回用）、別紙様式９の２（継続用）、またはこれに準じた様式〕
・患者またはその家族等から求めがあった場合に交付するとともに、概ね４月に１回以上は交付する

（ ）と（ ）
の算定

ー
生活習慣病管理料（ ）を算定した日の属する月から起算して
６月以内の期間は生活習慣病管理料（ ）は算定できない

※

79

疑義解釈（生活習慣病管理料Ⅰ・Ⅱ）③

生活習慣病管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）に、外来管理加算の費用は含まれるもの
とされているが、生活習慣病管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）を算定した月において、当該
算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病管理料（Ⅰ）及び
（Ⅱ）を算定した患者に対して診療を行った場合に、外来管理加算を算定すること
は可能か。

→ 外来管理加算の算定要件を満たせば可能。
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令和６年度診療報酬改定
５ 外来診療の機能分化・強化等

（１）生活習慣病にかかる疾病管理

（２）かかりつけ医機能に係る見直し

（３）その他

81

疑義解釈（生活習慣病管理料Ⅰ・Ⅱ）④

生活習慣病管理料（Ⅱ）において、「治療計画に基づく総合的な治療管理は、
歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ま
しい」とされたが、管理栄養士を雇用していない診療所において、外来栄養食事指
導が必要となり、他の保険医療機関の管理栄養士と連携し、当該管理栄養士が所属
する保険医療機関で対面により栄養食事指導を行った場合について、指示を出した
医師の診療所が「Ｂ００１」の「９」外来栄養食事指導料２を算定できるか。

→ 算定可能。ただし、栄養食事指導を行う管理栄養士は、指示を出す医師の診療所
と適宜連絡が取れる体制を整備するとともに、栄養指導記録を必ず共有すること。
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処方等に関する評価の見直し
令和６年度診療報酬改定 Ⅳ－１ 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方の見直し等

リフィル処方及び長期処方の推進
➢ リフィル処方及び長期処方を適切に推進する観点から、以下の見直しを行う。
⚫ リフィル処方及び長期処方の活用並びに医療 の活用による効率的な医薬品情報の管理を適切に推進する観点から、処方料及び処方

箋料の特定疾患処方管理加算について、 日未満の処方を行った際の特定疾患処方管理加算１を廃止し、特定疾患処方管理加算２の
評価を見直す（ 点→ 点）。また、特定疾患処方管理加算について、リフィル処方箋を発行した場合も算定を可能とする。

⚫ かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、リフィル処方及び長期処方の活用を推進する観点から、患者の状況等に
合わせて医師の判断により、リフィル処方や長期処方を活用することが可能であることを、患者に周知することを要件に追加する。

処方箋料の見直し及び後発医薬品の使用促進等の推進
➢ 後発医薬品の使用促進を推進する等の観点から、以下の見直しを行う。

改定後
【一般名処方加算】
一般名処方加算１
一般名処方加算２

点
点

【後発医薬品使用体制加算】
後発医薬品使用体制加算１
後発医薬品使用体制加算２後
発医薬品使用体制加算３

点
点
点

【外来後発医薬品使用体制加算】
外来後発医薬品使用体制加算１外
来後発医薬品使用体制加算２外来
後発医薬品使用体制加算３

点
点
点

点【薬剤情報提供料】

【処方箋料】※処方箋料を包括している評価も同様

１ 向精神薬他剤投与を行った場合
２ １以外の場合の他剤投与又は

向精神薬長期処方を行った場合
３ １及び２以外の場合

点

点
点

現行

点
点

【一般名処方加算】
一般名処方加算１
一般名処方加算２

【後発医薬品使用体制加算】
後発医薬品使用体制加算１
後発医薬品使用体制加算２後
発医薬品使用体制加算３

【外来後発医薬品使用体制加算】
外来後発医薬品使用体制加算１外
来後発医薬品使用体制加算２外来
後発医薬品使用体制加算３

【薬剤情報提供料】

点
点
点

点
点
点

点

【処方箋料】
１ 向精神薬他剤投与を行った場合
２ １以外の場合の他剤投与又は

向精神薬長期処方を行った場合
３ １及び２以外の場合

点

点
点 83

地域包括診療料等の見直し
地域包括診療料等の見直し

➢ かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、かかりつけ医と介護支援専門員との連携の強化、かかりつけ医
の認知症対応力向上、リフィル処方及び長期処方の活用、適切な意思決定支援及び医療 を推進する観点から、以下のと
おり要件及び評価を見直す。

改定後
【地域包括診療料】 ※地域包括診療加算についても同様
［算定要件］
• 患者又はその家族からの求めに応じ、疾患名、治療計画等についての文書を交付し、適切な説明を行うことが望ましい。その際、文書の交付については電
子カルテ情報共有システムにおける患者サマリーに入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を残している場合は、文書を交付しているものとみ
なすものとする。

• 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応するとともに、当該対応が可能であることを当該
保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。

• 患者の状態に応じ、 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見や
すい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に適切に対応すること。

［施設基準］ ※地域包括診療加算についても同様
• 当該保険医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師（以下この区分において「担当医」という。）を配置していること。また、担当医
は認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい。

• 次に掲げる事項を院内掲示していること。 ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること。
イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること。
ウ 患者の状態に応じ、 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。

• 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを
満たしていること。
ア～ケ 略 コ 担当医が、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力している実績があること。

• 以下のア～ウのいずれかを満たすこと。
ア 担当医が、サービス担当者会議に参加した実績があること。 イ 担当医が、地域ケア会議に出席した実績があること。 ウ 当該保険医療機関
において、介護支援専門員と対面あるいは 等を用いた相談の機会を設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。

• 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定
支援に関する指針を定めていること。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－５ 外来医療の機能分化・強化等－③

改定後
地域包括診療加算１
地域包括診療加算２
認知症地域包括診療加算１
認知症地域包括診療加算２

点
点
点
点

現行
地域包括診療加算１
地域包括診療加算２
認知症地域包括診療加算１
認知症地域包括診療加算２

点
点
点
点 82
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時間外対応加算の見直し
時間外対応加算の見直し

➢ 時間外対応加算について、多様な在り方を考慮した評価体系に見直す観点から、時間外の電話対応等に常時対応できる体制
として、非常勤職員等が対応し、医師に連絡した上で、当該医師が電話等を受けて対応できる体制の評価を新設する。

令和６年度診療報酬改定 Ⅰ－６ 医療人材及び医療資源の偏在への対応－① 等

改定後
時間外対応加算１

時間外対応加算２

５点

４点
施設規準 （抜粋）
診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、診療所の非常勤の医師、看護職員又は事務職員等が、常時、電

話等により対応できる体制がとられていること。また、必要に応じて診療録を閲覧することができる体制及びやむを得ない事由により、電話等
による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。

時間外対応加算３ ３点
時間外対応加算４ １点

➢ 時間外対応加算の評価体系の見直しの趣旨を踏まえ、小児かかりつけ診療料について、要件を見直す。
時間外対応加算の見直しを踏まえた小児科かかりつけ診療料の見直し

改定後
【小児かかりつけ診療料１】
［施設基準］（抜粋）
• 区分番号「Ａ００１」の注 に規定する時間外対応加算１又
は時間外対応加算３に係る届出を行っていること。

【小児かかりつけ診療料２】
［施設基準］（抜粋）
• 次のいずれかの基準を満たしていること。
ア 区分番号「Ａ００１」の注 に規定する時間外対応加算２
又は時間外対応加算４に係る届出を行っていること。

イ （略）

【小児かかりつけ診療料１】
［施設基準］（抜粋）
• 区分番号「Ａ００１」の注 に規定する時間外対応加算１又
は時間外対応加算２に係る届出を行っていること。

【小児かかりつけ診療料２】
［施設基準］（抜粋）
• 次のいずれかの基準を満たしていること。
ア 区分番号「Ａ００１」の注 に規定する時間外対応加算３
に係る届出を行っていること。

イ （略）

現行

85

疑義解釈（リフィル処方箋）
地域包括診療加算、地域包括診療料、生活習慣病管理料（Ⅰ）、生活習慣病

管理料（Ⅱ）の施設基準において、「患者の状態に応じ、 日以上の長期の投薬を
行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であるこ
と。」について、院内の見やすい場所に掲示していることが求められているが、具
体的にどのような内容を掲示すればよいか。

→ 当該保険医療機関において、患者の状態に応じ、

・ 日以上の長期の投薬が可能であること
・ リフィル処方箋を交付すること
のいずれの対応も可能であることを掲示すること。
なお、具体的な掲示内容としてはポスターを活用しても差し支えない。

84
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令和６年度診療報酬改定
６ 医療機能に応じた入院医療の評価

（１）地域包括医療病棟の新設

（２）急性期・高度急性期入院医療

（３）回復期入院医療

（４）慢性期入院医療

（５） ・短期滞在手術等

（６）働き方改革・横断的事項 87

令和６年度診療報酬改定
５ 外来診療の機能分化・強化等

（１）生活習慣病にかかる疾病管理

（２）かかりつけ医機能に係る見直し

（３）その他

86
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（１）看護職員が 以上配置されていること。
（２）当該病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が２名以上、専任の常勤の管理栄養士が１名以上配置されていること。
（３）入院早期からのリハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。（病室 ㎡ １人 以上、廊下幅 以上が望ましい 等）
（４）当該病棟に入院中の患者に対して、 等の維持、向上及び栄養管理等に資する必要な体制が整備されていること。

（ＡＤＬが入院時と比較して低下した患者の割合が５％未満であること 等）
（５）一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を用いて評価し、延べ患者数のうち「 ３点以上、 ２点以上かつ ３点以上、又は １点以上」に

該当する割合が 以上（必要度Ⅰの場合）又は 以上（必要度Ⅱの場合）であるとともに、入棟患者のうち入院初日に「 ３点以上」に該当
する割合が 以上であること。

（６）当該病棟の入院患者の平均在院日数が 日以内であること。
（７）当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が８割以上であること。
（８）当該病棟において、入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が５％未満であること。
（９）当該病棟において、入院患者に占める、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者又は他の保険医療機関で救急患者連携搬送料を算定し当該

他の保険医療機関から搬送された患者の割合が１割５分以上であること。
地域で急性疾患等の患者に包括的な入院医療及び救急医療を行うにつき必要な体制を整備していること。
（２次救急医療機関又は救急告示病院であること、常時、必要な検査、ＣＴ撮影、ＭＲＩ撮影を行う体制にあること 等）
データ提出加算及び入退院支援加算１に係る届出を行っている保険医療機関であること。
特定機能病院以外の病院であること。（ ）急性期充実体制加算及び専門病院入院基本料の届出を行っていない保険医療機関であること。

（ ）脳血管疾患等リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組－① 等

［算定要件］
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を
有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、所定点数を算
定する。ただし、 日を超えて入院するものについては、区分番号Ａ１００に掲げる一般病棟
入院基本料の地域一般入院料３の例により、算定する。

［施設基準］（抜粋）

け入れる体制
を整備

一定の医療資源を
救急患者を受 投入し、急性期を

速やかに離脱

早期の在宅復帰
在宅医療、介護との連携

早期の退院に 退院に向けた支援向
け、リハビリ、 適切な意思決定支援栄
養管理等を

提供

包括的に提供

地域包括医療病棟②施設基準等
地域包括医療病棟入院料の算定要件及び施設基準

➢ 地域において、救急患者等を受け入れる体制を整え、リハビリテーション、栄養管理、入退院支援、
在宅復帰等の機能を包括的に担う病棟の評価を新設する。

（新） 地域包括医療病棟入院料（１日につき） 点

89

地域包括医療病棟①病棟のイメージ
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組－① 等

救急患者を受け入
れる体制を整備

一定の医療資源を
投入し、急性期を
速やかに離脱

退院に向けた支援
適切な意思決定支援

早期の在宅復帰

包括的に提供

早期の退院に向け、
リハビリ、栄養管理

等を提供

背景
➢ 高齢者の人口増加に伴い、高齢者の救急搬送者数が増加し、中でも軽症・中等症が増加している。
➢ 急性期病棟に入院した高齢者の一部は、急性期の治療を受けている間に離床が進まず、 が低下し、急性期か
ら回復期に転院することになり、在宅復帰が遅くなるケースがあることが報告されている。

➢ 高齢者の入院患者においては、医療資源投入量の少ない傾向にある誤嚥性肺炎や尿路感染といった疾患が多い。
（高度急性期を担う病院とは医療資源投入量がミスマッチとなる可能性）

➢ 誤嚥性肺炎患者に対し早期にリハビリテーションを実施することは、死亡率の低下と の改善につながること
が示されている

➢ 入院時、高齢患者の一定割合が低栄養リスク状態又は低栄養である。また、高齢入院患者の栄養状態不良と生命
予後不良は関連がみられる。

地域包括医療病棟における医療サービスのイメージ

10対１の看護配置に加えて、療法士、管理栄養士、看護補助者（介護福祉士含む）による高齢者医療に必要な多職種配置
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第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組－① 等

看護職員配置
（１０対１）

＋

対
１

急性期の患者割合

地域包括ケア
病棟入院料
（包括評価）

地域包括ケア

看護職員配置
（１３対１）

急性期一般病棟入院料

急性期一般

急性期医療 回復期医療

地域包括ケア
病棟入院料
（包括評価）

地域包括ケア

看護職員配置
（１３対１）

急性期一般病棟入院料

床面積・
在宅復帰
率

看護職員配置
（１０対１）

平均在院日数
日

地域包括医療
病棟入院料
（包括評価）

在宅復帰
率等

急性期医療 回復期医療

地域包括医療病棟の新設による今後の医療提供体制のイメージ

地域包括医療

算定可能日数
日

（ 日目以降減算）

平均在院日数
日

平均在院日数
日

平均在院日数
日

算定可能日数
日

重症度、医療・
看護必要度及び
平均在院日数の

見直し

在宅復帰機能、リハビ
リテーション、栄養等
に係る機能を重視した

新たな入院料

在宅復帰
率等

床面積・
在宅復帰
率

現現行行 令令和和６６年年度度診診療療報報酬酬改改定定後後

看護職員配置
（１０対１）

＋

対
１

急性期の
患者割合

急性期一般

平均在院日数
日
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（新） 看護補助体制加算（１日につき）
対１看護補助体制加算（看護補助者５割以上） 点
対１看護補助体制加算（看護補助者５割未満） 点

点
点

対１看護補助体制加算
対１看護補助体制加算

［算定要件］
入院した日から起算して 日を限度として算定する。

（新） 夜間看護体制加算（１日につき） 点
［算定要件］
施設基準に適合しているものとして届け出た病棟に入院している患者
（看護補助加算を算定する患者に限る。）について算定する。

［施設基準］
夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。
夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が
整備されていること。

（新） 看護職員夜間 対１配置加算（１日につき）
看護職員夜間 対１配置加算１ 点 看護職員夜間 対１配置加算２ 点

［算定要件］
入院した日から起算して 日を限度として算定する。

（新） リハビリテーション・栄養・口腔連携加算（１日につき） 点
［算定要件・施設基準］
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算と同等の施設基準を満たした保険医療機関において、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に
係る計画を作成した日から 日を限度として算定する。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組－① 等

地域包括医療病棟③注加算
地域包括医療病棟入院料の注加算

（新） 初期加算（１日につき） 点
［算定要件］
入院した日から起算して 日を限度として算定する。

（新） 夜間看護補助体制加算（１日につき）
夜間 対１看護補助体制加算 点
夜間 対１看護補助体制加算 点
夜間 対１看護補助体制加算 点

［算定要件］
施設基準に適合しているものとして届け出た病棟に入院している患
者（看護補助加算を算定する患者に限る。）について算定する。

（新） 看護補助体制充実加算（１日につき）
看護補助体制充実加算１ 点
看護補助体制充実加算２ 点
看護補助体制充実加算３ ５点

［算定要件］
施設基準に適合しているものとして届け出た病棟に入院している患者
（看護補助加算を算定する患者に限る。）について算定する。

（新） 看護職員夜間 対１配置加算（１日につき）
看護職員夜間 対１配置加算１ 点 看護職員夜間 対１配置加算２ 点
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第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－４ 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価－⑨

➢ 短期滞在手術等基本料１について、対象手等の入院外での実施状況を踏まえ、適切な評価を行う観
点から、評価を見直す。

短期滞在手術等基本料１の見直し

改定後
【短期滞在手術等基本料１】
短期滞在手術等基本料１（日帰りの場合）
（改）イ 主として入院で実施されている手術を行った場合

麻酔を伴う手術を行った場合 点
以外の場合 点

（改）ロ イ以外の場合
麻酔を伴う手術を行った場合 点
以外の場合 点

現行
【短期滞在手術等基本料１】
短期滞在手術等基本料１（日帰りの場合）
イ 麻酔を伴う手術を行った場合 点
ロ イ以外の場合 点

➢ 短期滞在手術等基本料３について、実態を踏まえ、賃上げに資する措置も考慮した評価の見直しを
行うとともに、一部の対象手術等について、評価の精緻化を行う。

短期滞在手術等基本料３の見直し

（片側・両側で評価の区別を行う手術等）
Ｋ２０２ 涙管チューブ挿入術 １ 涙道内視鏡を用いるもの
Ｋ２１７ 眼瞼内反症手術 ２ 皮膚切開法
Ｋ２１９ 眼瞼下垂症手術 １ 眼瞼挙筋前転法
Ｋ２１９ 眼瞼下垂症手術 ３ その他のもの
Ｋ２２４ 翼状片手術（弁の移植を要するもの）
Ｋ２４２ 斜視手術 ２ 後転法
Ｋ２４２ 斜視手術 ３ 前転法及び後転法の併施
Ｋ２５４ 治療的角膜切除術 １ エキシマレーザーによるもの（角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。）
Ｋ２６８ 緑内障手術 ６ 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術

短期滞在手術等基本料の評価の見直し

93

○ 地域包括医療病棟における「在宅復帰」機能においては、当該病棟が「治し、支える」機能を持ち「早期に生活
の場に復帰させる」ことが想定されることや運動器疾患や脳血管障害等の急性疾患への対応も実践することを想定
し、以下のように定義とした。

有床診療所
（一部を除く）

自宅

居住系
介護施設

介護老人
保健施設

（一部を除く）等在
に宅
つ復
い帰
てに
は向

対、 け
象「 た
外在右
と宅の
な復太
っ帰い
て率矢
い」 印
る等の
。 の流
分れ
子以
の外
計の
算転
の院

そ
の
他
の
転
院
等

新入院料

地域包括ケア病棟

回復期リハ病棟

在宅復帰率
％以上

在宅復帰率
入院料・管理料１及び２ 以上
入院料・管理料３及び４ ％以上

在宅復帰率
入院料１～４ 以上

有床診療所
（一部を除く。）

各病棟ごとの在宅復帰率の算出にあたって、在宅復帰に含まれる退院・転院を、太い矢印（ ）で示す

地域包括医療病棟における在宅復帰率

介護老人
保健施設

（一部を除く）

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組－① 等
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第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

急性期一般入院料１等の施設基準の見直し
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－４ 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価－④

➢ 急性期一般入院料１、特定機能病院入院基本料７対１及び専門病院入院基本料７対１における該当患者の基準及
び割合の基準について、以下のいずれも満たすことを施設基準とする。
①「 ３点以上」又は「 １点以上」に該当する割合が一定以上であること
②「 ２点以上」又は「 １点以上」に該当する割合が一定以上であること

平均在院日数の基準の見直し

➢ 医療機関間の機能分化を推進するとともに、患者の状態に応じた医療の提供に必要な体制を評価する観点から、
急性期一般入院料１の病棟における実態を踏まえ、平均在院日数に係る要件を見直す。

改定後
【急性期一般入院基本料】
施設基準
当該病棟の入院患者の平均在院日数が 日（急性期一般入院
料１にあっては 日）以内であること。

現行
【急性期一般入院基本料】
施設基準
当該病棟の入院患者の平均在院日数が 日（急性期一般入院
料１にあっては 日）以内であること。

重症度、医療・看護必要度の該当患者の要件の見直し

改定後現行
【急性期一般入院料１】
施設基準
当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に、直近
３月において入院している患者全体（延べ患者数）に占める重
症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たす患者（別添６の
別紙７による評価の結果、別表１のいずれかに該当する患者の
割合が、基準以上であること。

別表１

Ａ得点が２点以上かつＢ得点が３点以上の患者

Ａ得点が３点以上の患者

Ｃ得点が１点以上の患者

【急性期一般入院料１】
施設基準
当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に、直近
３月において入院している患者全体（延べ患者数）に占める重
症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たす患者（別添６の
別紙７による評価の結果、別表１のいずれかに該当する患者の
割合が基準以上であるとともに、別表２のいずれかに該当する
患者の割合が基準以上であること。
別表１ 基準： ※必要度Ⅱの場合 別表２ 基準： ※必要度Ⅱの場合

Ａ得点が３点以上の患者 Ａ得点が２点以上の患者

Ｃ得点が１点以上の患者 Ｃ得点が１点以上の患者 95

令和６年度診療報酬改定
６ 医療機能に応じた入院医療の評価

（１）地域包括医療病棟の新設

（２）急性期・高度急性期入院医療

（３）回復期入院医療

（４）慢性期入院医療

（５） ・短期滞在手術等

（６）働き方改革・横断的事項 94
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第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

○ 在宅医療は、高齢になっても、病気や障害の有無にかかわらず、住み慣れた地域で自分らしい生
活を続けられるよう、入院医療や外来医療、介護、福祉サービスと相互に補完しながら、患者の日
常生活を支える医療であり、地域包括ケアシステムの不可欠な構成要素である。

地域包括ケア病棟
後方支援病院

在宅療養支援病院等

歯科訪問診療等※
訪問薬剤管理等※

訪問看護事業所

薬局

診療所・在宅療養支援診療所

病院・歯科診療所
在宅療養支援歯科診療所

患者

介護施設・事業所・障害者施設等
居宅介護支援事業所

医療 介護・障害

訪問診療・往診
訪問看護

訪問栄養食事指導
等※

急性期疾患による入院

居宅介護支援・介護サービス
訪問看護

相談支援事業・障害児相談支援事業
障害福祉サービス等

急性期病院等

在宅療養支援

入所・宿泊サービス等

病院・診療所
介護老人保健施設・介護医療院

リハビリテーション

連携の例
○主治医とケアマネ・相談支援専門員の連携
○医療機関と高齢者施設の連携
○多職種による連携

連携

機能分化

※居宅療養管理指導を含む

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保

地域包括ケアシステムにおける在宅医療（イメージ）
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令和６年度診療報酬改定
７ 質の高い訪問診療・訪問看護の確保

（１）在宅医療

（２）訪問看護

96

17750_診療報酬改定講習会（本文）.indd   4917750_診療報酬改定講習会（本文）.indd   49 2024/04/17   10:51:112024/04/17   10:51:11



50 51

第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

訪問診療・往診等に関する見直し
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保

質の高い在宅医療提供体制の構築の推進

患者の状態に応じた適切な訪問診療・往診等の推進

➢ 質の高い在宅医療の提供体制の構築を推進する観点から、訪問診療・往診等に関する評価を見直す。
【見直しの概要（主なもの）】
・在宅医療情報連携加算の新設
他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録した患者に係る診療情報等を活用した上で、医師が計画的な医学管理を行った場合の評価

・在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料の新設
在宅で療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者の病状の急変時に、ICTの活用によって、医療従事者等の間で共有されている人生の最終段階にお
ける医療・ケアに関する情報を踏まえ医師が療養上必要な指導を行った場合の評価
・往診時医療情報連携加算の新設
在支診・在支病と連携体制を構築する在支診・在支病以外の医療機関が訪問診療を行っている患者に、在支診・在支病が往診を行った場合の評価

・在宅療養移行加算の見直し
対象となる範囲を病院まで拡大するとともに、他の医療機関と平時からの連携体制を構築している場合の評価の見直し

・在宅ターミナルケア加算等の見直し
在宅ターミナルケア加算について、退院時共同指導を実施した上で訪問診療又は往診を実施している場合においても、算定可能とするとともに、看
取り加算について、退院時共同指導を実施した上で往診を行い、在宅で患者を看取った場合に往診料においても算定可能とする

➢ 患者の状態に応じた適切な訪問診療・往診等を推進する観点から、訪問診療・往診等に関する評価
を見直す。

【見直しの概要（主なもの）】
・在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の見直し
在宅時医学総合管理料等における単一建物診療患者の数が10人以上の場合の評価の細分化、及び単一建物診療患者の数が10人以上の患者につい
て、訪問診療の算定回数が多い医療機関について、看取りの件数等に係る一定の基準を満たさない場合の評価の見直し
・往診料の見直し
往診を行う保険医療機関において訪問診療を行っている患者等以外の患者に対する緊急の往診に係る評価の見直し

・在宅患者訪問診療料の見直し
在支診・在支病における患者１人当たりの訪問診療の回数が一定以上の場合における、５回目以降の在宅患者訪問診療料の評価の見直し
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②総合的な医学的管理等
を行った場合の評価

○単一建物診療患者数、重症度及び
月の訪問回数により段階的に評価
○特別な指導管理を必要とし、頻回
の診療を行った場合等は加算によ
り評価

③指導管理等に対する
評価

同一建物居住者以外

在 宅 患 者 訪 問 診 療 料 回 あ た り
在宅がん

医 療

総 合

診 療 料

➢ 在宅医療に対する診療報酬上の評価は、①訪問して診療を行ったことに対する評価、②総合的な医学
的管理に対する評価、③人工呼吸器その他の特別な指導管理等に対する評価の、大きく 種類の評価の
組み合わせで行われている。

在宅人工呼吸指導管理料その他の特別な指導管理等に応じた評価

※末期の悪性腫瘍
の患者に、週
回以上の訪問診
療・訪問看護等
総合的な医療を
提供した場合の
包括的な評価

※特に規定するも
のを除き、診療
に係る費用は包
括

①定期的に訪問して診療を
行った場合の評価

○居住場所により段階的に評価
○乳幼児等の診療、看取り等については、
加算により評価
○原則として週 回の算定を限度とするが、
末期の悪性腫瘍等一部の疾患については例
外を規定

※上記に加え、検査、処置その他診療に当たって実施した医療行為等については、特段の規定がない場合、出来高にて算定することができる。

在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合管理料 月あたり

同一建物居住者

在宅医療における診療報酬上の評価構造（イメージ）
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在宅医療における を用いた連携の推進①

○ 次回の訪問診療の予定日及び当該患者の治療方針の変更の有無
○ 当該患者の治療方針の変更の概要（変更があった場合）
○ 患者の医療・ケアを行う際の留意点（医師が、当該留意点を医療関係職種等に共有することが必要と判断した場合）
○ 患者の人生の最終段階における医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望（患者又はその家族等から取得した場合）

在宅医療情報連携加算の新設
➢ 他の保険医療機関等の関係職種が を用いて記録（以下、単に「記録」とする。）した患者に係
る診療情報等を活用した上で、医師が計画的な医学管理を行った場合の評価を新設する。

（新） 在宅医療情報連携加算（在医総管・施設総管・在宅がん医療総合診療料） 点
［算定要件］（概要）
• 医師が、医療関係職種等により記録された患者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、計画的な医学管理を行うこと及び医師が診療を
行った際の診療情報等について記録し、医療関係職種等に共有することついて、患者からの同意を得ていること。

• 以下の情報について、適切に記録すること

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－④

• 医療関係職種等が当該情報を取得した場合も同様に記録することを促すよう努めること。
• 訪問診療を行う場合に、過去 日以内に記録された患者の医療・ケアに関する情報 当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある
保険医療機関等が記録した情報を除く。 を を用いて取得した情報の数が１つ以上であること。

• 医療関係職種等から患者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合は、適切に対応すること。

［施設基準］（概要）
１ 患者の診療情報等について、連携する関係機関と を用いて共有し、常に確認で
きる体制を有しており、共有できる体制にある連携する関係機関（特別の関係にあ
るものを除く。）の数が、５以上であること。

２ 地域において、連携する関係機関以外の保険医療機関等が、当該 を用いた情報を
共有する連携体制への参加を希望した場合には連携体制を構築すること。ただし、診
療情報等の共有について同意していない患者の情報については、この限りでない。

３ 厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対
応していること。

４ １ に規定する連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している実
績のある連携機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示及び原
則としてウェブサイトに掲載していること。

・診療情報、治療方針
・医療関係職種等が医療・ケアを行う際の留意事項
・人生の最終段階における医療・ケア等に関する情報

等の情報共有
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在宅医療における を用いた連携の推進
➢ 在宅で療養を行っている患者等に対し、 を用いた連携体制の構築を通じて、質の高い在宅医療の提供を推進す

る観点から、医療・ケアに関わる関係職種が を利用して診療情報を共有・活用して実施した計画的な医学管理
を行った場合の評価、患者の急変時等に、 を用いて関係職種間で共有されている人生の最終段階における医療
・ケアに関する情報を踏まえ、療養上必要な指導を行った場合の評価等を実施。

在支診・在支病

連携する事業所等の職員

新 往診時医療
情報連携加算

200点点

ICTを用いた情報の共有

緩和ケア病棟
緩和ケア病棟緊急入院初期加算

の要件緩和
200点点（（1日日ににつつきき））

※１調剤報酬の在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の見直し

往診

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保

平時からの介護保険施設等の入所者に関する情報の共有※３

患者の急変時の対応方針等の共有

※３定期的なカンファレンスを含む

平時からの患者情報の共有

医療・ケアに関わる関係職種との
を活用した情報の共有

新 在宅医療情報連携加算 100点点

末期悪性腫瘍患者の急変時の を用いて得られた人生の最終段階
における医療・ケアに関する情報等を活用した療養上の指導

新 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料※２
200点点

※２在支診・病以外の医療機関でも算定可能

新 介護保険施設
等連携往診加算

200点点

薬局

あらかじめ医師と処方内容を調整した場合の評価の追加※１
20～40点

在在支支診診・・在在支支病病以外のの
診診療療所所・・病病院院

在支診・在支病等
と平時からの連携
体制を構築してい
る場合の在宅療養
移行加算の評価の
見直し 116～～

216点点
⇒⇒116～～316点点

介護保険施設等
100
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地域における 時間の在宅医療提供体制の推進
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－②等

［在宅療養移行加算１及び３の追加の施設基準］
• 当該医療機関が保有する当該患者の診療情報及び患者の病状の急変時の対応方針について、当該医療機関と連携する医療機関との１月に１回程度
の定期的なカンファレンスにより当該連携医療機関に適切に提供していること。ただし、当該情報について 等を活用して連携する医療機関が常
に確認できる体制を確保している場合はこの限りでない。

往診時医療情報連携加算の新設
➢ 地域における 時間の在宅医療の提供体制の構築を推進する観点から、在支診・在支病と連携体制を
構築している在支診・在支病以外の他の保険医療機関が訪問診療を行っている患者に対して、在支診
・在支病が往診を行った場合について、新たな評価を行う。

（新） 往診時医療情報連携加算 点
［算定要件］
• 他の保険医療機関（在支診・在支病以外に限る。）と月 回程度の定期的なカンファレンス又は の活用により当該他の保険医療機関が訪問診 療
を行っている患者の診療情報及び病状の急変時の対応方針等の情報の共有を行っている在支診・在支病が、患者（他の保険医療機関が往診を行うこと
が困難な時間帯等に対応を行う予定の在支診・在支病の名称、電話番号及び担当者の氏名等を提供されている患者に限る。）に対し、他の保険医療機
関が往診を行うことが困難な時間帯に、共有された当該患者の情報を参考にして、往診を行った場合において算定できる。この場合、当該他の保険医
療機関の名称、参考にした当該患者の診療情報及び当該患者の病状の急変時の対応方針等及び診療の要点を診療録に記録すること。

在宅療養移行加算の見直し

➢ 在支診・在支病院以外の保険医療機関が行う訪問診療について、在宅での療養を行っている患者が安
心して 時間対応を受けられる体制の整備を促進する観点から、在宅療養移行加算について、対
象となる範囲を病院まで拡大するとともに、他の保険医療機関と定期的なカンファレンスや を
用いて平時からの連携体制を構築している場合の評価を見直す。

改定後
在宅療養移行加算１ 点
在宅療養移行加算２ 点
在宅療養移行加算３ 点
在宅療養移行加算４ 点

現行
（新設）
在宅療養移行加算１ 点
（新設）
在宅療養移行加算２ 点

103

在宅医療における を用いた連携の推進②
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－⑦等

在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料の新設

➢ 在宅で療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者の病状の急変時に、 の活用によって、医療従事
者等の間で共有されている人生の最終段階における医療・ケアに関する情報を踏まえ医師が療養上
必要な指導を行った場合の評価を新設する。

（新） 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料 点
［算定要件］
• 過去 日以内に在宅医療情報連携加算を算定している末期の悪性腫瘍の患者に対し、医療関係職種等が、当該患者の人生の最終段階における医
療・ケアに関する情報について、当該患者の計画的な医学管理を行う医師が常に確認できるように記録している場合であって、当該患者の病状の急
変時等に、当該医師が当該患者の人生の最終段階における医療・ケアに関する情報を活用して患家において、当該患者及びその家族等に療養上必要
な指導を行った場合に、月 回に限り算定する。

• 在宅で療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者に対して診療等を行う医師は、療養上の必要な指導を行うにあたり、活用された当該患者の人生の最
終段階における医療・ケアに関する情報について、当該情報を記録した者の氏名、記録された日、取得した情報の要点及び患者に行った指導の
要点を診療録に記載すること。

緩和ケア病棟緊急入院初期加算の要件緩和

➢ 緩和ケア病棟における在宅療養支援をより推進する観点から、緊急入院初期加算の要件を見直す。
改定後

【緩和ケア病棟緊急入院初期加算】
［算定要件］ 該当部分概要
緩和ケア病棟緊急入院初期加算は、在宅緩和ケアを受け、緊急に入院を要する可能
性のある患者について、緊急時の円滑な受入れのため、病状及び投薬内容のほか、
患者及び家族への説明等について、当該連携保険医療機関より予め文書による情報
提供を受ける必要がある。ただし、当該情報について の活用により、当該保険
医療機関が常に連携保険医療機関の有する診療情報の閲覧が可能な場合、文書によ
る情報提供に関する要件を満たしているとみなすことができる。

現行
【緩和ケア病棟緊急入院初期加算】
［算定要件］ 該当部分概要
緩和ケア病棟緊急入院初期加算は、在宅緩和ケ
アを受け、緊急に入院を要する可能性のある患
者について、緊急時の円滑な受入れのため、病
状及び投薬内容のほか、患者及び家族への説明
等について、当該連携保険医療機関より予め文
書による情報提供を受ける必要がある。
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第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

（新） 在宅強心剤持続投与指導管理料 点
［算定要件］ （主なもの）
・在宅強心剤持続投与指導管理料は、循環血液量の補正のみでは心原性ショック（ 分類 Ⅳ）からの離脱が困難な心不全の患者であっ
て、安定した病状にある患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ又は輸液ポンプを用いて強心剤の持続投与を行い、当該治療に関する
指導管理を行った場合に算定。

・実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
・当該指導管理料を算定する医師は、心不全の治療に関し、専門の知識並びに５年以上の経験を有する常勤の医師であること。

在宅における心不全の患者等への指導管理に係る評価の新設
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－⑥

在宅悪性腫瘍等患者指導管理料の見直し
➢ 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料等について、名称を変更するとともに、疾患を考慮した評価体系に見直した上で、
心不全又は呼吸器疾患の末期の患者に対する注射による麻薬の投与を用いた指導管理についての評価を新設する。

改定後
【在宅麻薬等注射指導管理料】
１ 悪性腫瘍の場合 点
悪性腫瘍の末期の患者に対して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合

に算定。
２ 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合 点
筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの患者であって、在宅における麻薬等の注射に関

する指導管理を行った場合に算定。
３ （新）心不全又は呼吸器疾患の場合 点
１又は２に該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾患の末期の患者

に対して、在宅における麻薬の注射に関する指導管理を行った場合に算定。

【在宅腫瘍化学療法注射指導管理料】 点
悪性腫瘍の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場

合に算定する。

現行
【在宅悪性腫瘍等患者指導管理料】

点

在宅における鎮痛療法又は悪性腫瘍の
化学療法を行っている入院中の患者以外
の末期の患者に対して、当該療法に関す
る指導管理を行った場合に算定する。

在宅強心剤持続投与指導管理料の新設（医療技術評価分科会を踏まえた対応）

※ 注入ポンプ加算及び携帯型ディスポー
サブル注入ポンプ加算の対象患者について
も、同様の見直しを行う。
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○：どちらでもよい
◎：必ず満たす必要がある
✕：要件を満たさない
－：施設基準上の要件ではない

時間要件 在支診・在支
病等との定期
的なカンファ
レンス等によ
る情報共有

往診を行う体制 訪問看護を行う体制 連絡を受ける体制

単独 連携 単独 連携 単独 連携

診療所
機能強化型

単独型 ◎ × ○ ◎ ×
連携型 ○（＜ ） ○（＜ ） ○（＜ ）

その他 ○ ○ ◎ ×

在宅療養支援
病院

機能強化型
単独型 ◎ × ○ ◎ ×
連携型 ○（＜ ） ○（＜ ） ○（＜ ）

その他 ◎ × ○ ◎ ×
在宅療養移行加算１（新） ○※１ － ○※１ ◎※３

在宅療養移行加算２（旧１） ○※１ － ○※１ －
在宅療養移行加算３（新） ※２ － ○※１ ◎※３

在宅療養移行加算４（旧２） ※２ － ○※１ －

※１：地域医師会等の協力を得て規定する体制を確保することでも差し支えない。（協力してもよい旨を明記しているのみであり、 時間の体制は在支診等と
同様に満たす必要がある。）

※２：「２４時間体制の往診を行う体制」は求めないが、市町村や地域医師会との協力により、往診が必要な患者に対し、当該医療機関又は連携する他の医療
機関が往診を提供する体制を有していることを要件とする。

※３： 等を活用して連携する医療機関が常に確認できる体制を確保していることでも差し支えない。
＜ ：連携医療機関数が 未満であること。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－⑤

（参考）在宅療養移行加算等における要件の一覧
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第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

参考 在宅ターミナルケアに対する診療報酬上の評価の概要
往診料 点

在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の１
（１日につき）

同一建物居住者以外の場合 点
同一建物居住者の場合 点

在宅患者訪問診療料（Ⅱ）のイ（１日につき） 点

■その他の加算■
○乳幼児加算 点
○診療時間に応じた加算 診療時間が 時間超の場合に 点／ 分を加算

在宅ターミナルケア加算

在宅で死亡した患者に死亡日から
２週間以内に２回以上の往診、訪
問診療又は退院時共同指導を実施
した場合に算定

機能強化型在支診・在支病 機能強化型以外の
在支診・在支病

その他の
医療機関有床診・在支病 無床診

点
点

点
点

点
点

点
点

＋在宅緩和ケア充実診
療所・病院加算

点 点
点 点

＋在宅療養実績加算１ 点
点

＋在宅療養実績加算２ 点
点

看取り加算 在宅で患者を看取った場合に算定 点
死亡診断加算 患家で死亡診断を行った場合に算定 点

※２ 看取り加算と死亡診断加算は併算定できない

※１ （）内は在宅患者訪問診療料（Ⅱ）のイを算定しているときの点数

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－⑧
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在宅ターミナルケア加算等の見直し
➢ 本人の望む場所でより患者の希望に沿った看取りを支援する観点から、在宅ターミナルケア加算につ
いて、死亡日及び死亡日前 日以内に退院時共同指導を実施した上で訪問診療又は往診を実施し
ている場合においても、算定可能とするとともに、 看取り加算について、退院時共同指導を実施し
た上で往診を行い、在宅で患者を看取った場合に往診料においても算定可能とする。

（新） 往診料 在宅ターミナルケア加算 ～ 点
［算定要件］
• 在宅ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前 日以内の計 日間に退院時共同指導を行った上で往診を行った患者が、在宅で死亡した場合
（往診を行った後、 時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。）に算定する。この場合、診療内容の要点等を診療録に記載すること。また、タ
ーミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者
本人及びその家族等と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応すること。

（新） 往診料 看取り加算 点
［算定要件］
• 看取り加算は、事前に当該患者又はその家族等に対して、療養上の不安等を解消するために充分な説明と同意を行った上で、死亡日前 日以内に
退院時共同指導を行った上で死亡日に往診を行い、当該患者を患家で看取った場合に算定する。この場合、診療内容の要点等を当該患者の診療録に
記載すること。

≪在宅患者訪問診療料のターミナルケア加算の見直し≫

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－⑧

改定後
【在宅患者訪問診療料 在宅ターミナルケア加算】
在宅ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前 日以内の計 日

間に２回以上往診又は訪問診療を行った患者若しくは退院時共同指導
を行った患者が、在宅で死亡した場合（往診又は訪問診療を行った
後、 時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。）に算定する。こ
の場合、診療内容の要点等を診療録に記載すること。また、ターミナ
ルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療
・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患
者本人及びその家族等と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本
に、他の関係者との連携の上対応すること。

現行
【在宅患者訪問診療料 在宅ターミナルケア加算】
在宅ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前 日以内の計 日

間に２回以上往診又は訪問診療を行った患者が、在宅で死亡した場合
（往診又は訪問診療を行った後、 時間以内に在宅以外で死亡した場
合を含む。）に算定する。この場合、診療内容の要点等を診療録に記
載すること。また、ターミナルケアの実施については、厚生労働省
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラ
イン」等の内容を踏まえ、患者本人及びその家族等と話し合いを行い
、患者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応するこ
と。
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第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の見直し①
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－⑨

➢ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の算定における単一建物診療患者の数が
人以上 人以下、 人以上 人以下及び 人以上の場合の評価を新設するとともに、処方箋料の
再編に伴い、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の評価を見直す。

機能強化型在支診･在支病
（病床あり）

機能強化型在支診・在支病
（病床なし） 在支診・在支病 その他

在宅時
医学総合管理料 人 ２～９

人
人～
人

人～
人

人
～ 人 ２～９

人
人～
人

人～
人

人
～ 人 ２～９

人
人～
人

人～
人

人
～ 人 ２～９

人
人～
人

人～
人

人
～

①月２回以上訪問
（難病等） 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点

②月２回以上訪問
点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点

③（うち１回は情報通信
機器を用いた診療） 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点

④月１回訪問
点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点

⑤（うち２月目は情報通
信機器を用いた診療） 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点

施設入居時等
医学総合管理料 人 ２～９

人
人～
人

人～
人

人
～ 人 ２～９

人
人～
人

人～
人

人
～ 人 ２～９

人
人～
人

人～
人

人
～ 人 ２～９

人
人～
人

人～
人

人
～

①月２回以上訪問
（難病等） 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点

②月２回以上訪問
点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点

③（うち１回は情報通信
機器を用いた診療） 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点

④月１回訪問
点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点

⑤（うち２月目は情報通
信機器を用いた診療） 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点
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往診料の評価の見直し
➢ 患者の状態に応じた適切な往診の実施を推進する観点から、緊急の往診に係る評価を見直す。

以下のいずれかに該当する場合
① 往診を行う保険医療機関において過去 日以内に在宅患者訪問診療料等を
算定している患者

② 往診を行う保険医療機関と連携体制を構築している他の保険医療機関におい
て、過去 日以内に在宅患者訪問診療料等を算定している患者

③ 往診を行う保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者
④ 往診を行う保険医療機関と平時からの連携体制を構築している介護保険施設
等に入所する患者

その他の場合

機能強化型の
在支診・在支病（単独型・連携型）

機能強化型
以外の

在支診・在支病
その他の
医療機関

病床有 病床無
往診料 点

＋
緊急往診加算 点 点 点 点 点

夜間・休日往診加算 点 点 点 点 点
深夜往診加算 点 点 点 点 点

①緊急往診加算について
保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している時に、患者又は現にその看護に当たっている者か
ら緊急に求められて往診を行った場合に算定する。

②夜間・休日・深夜往診加算の取扱いについて
夜間（深夜を除く。）とは午後６時から午前８時までとし、深夜の取扱いについては、午後 時から午前６時までとする。ただし、これらの時間
帯が標榜時間に含まれる場合、夜間・休日往診加算及び深夜往診加算は算定できない。
休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日をいう。なお、１月２日及び３日並びに 月 日、 日及び 日は、休
日として取り扱う。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－③
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第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

在宅療養支援診療所・病院における訪問栄養食事指導の推進
在宅療養支援診療所・病院の要件の見直し

➢ 訪問栄養食事指導の推進を図る観点から、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について要件
を見直す。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－⑩

改定後
【在宅療養支援診療所】
［施設基準］
• 当該診療所において、当該診療所の管理栄養士又は当該診療
所以外（公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会
が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険
医療機関に限る。）の管理栄養士との連携により、医師が栄養
管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うこ
とが可能な体制を整備することが望ましい。

【在宅療養支援病院】
［施設基準］
• 当該病院において、当該病院の管理栄養士により、医師が栄
養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行う
ことが可能な体制を有していること。

［経過措置］
令和６年３月 日において現に在宅療養支援病院に係る届出を

行っている保険医療機関については、令和７年５月 日までの間
に限り、該当するものとみなす。

現行
【在宅療養支援診療所】
［施設基準］
（新設）

【在宅療養支援病院】
［施設基準］
（新設）

111

➢ 訪問診療の算定回数が多い医療機関における在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理
料の評価を見直す。

［概要］
• 単一建物診療患者の数が 人以上の患者について、当該保険医療機関における直近３月間の訪問診療回数及び当該保険医療機関と特別の関係にあ
る保険医療機関（令和６年３月 日以前に開設されたものを除く。）における直近３月間の訪問診療回数を合算した回数が 回以上の場合で
あって、次の要件をいずれかを満たさない場合はそれぞれ所定点数の 分の に相当する点数を算定する。

【参考：対象医療機関に該当する場合の在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料び評価】

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の見直し②
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－⑨

在在宅宅時時医医学学総総合合管管理理料料
・・施施設設入入居居時時等等医医学学総総合合管管理理料料

機機能能強強化化型型在在支支診診･･在在支支病病
（（病病床床あありり））

機機能能強強化化型型在在支支診診・・在在支支病病
（（病病床床ななしし））

在在支支診診・・在在支支病病 そそのの他他

1100人人～～
1199人人

2200人人～～
4499人人

5500人人
～～

1100人人～～
1199人人

2200人人～～
4499人人

5500人人
～～

1100人人～～
1199人人

2200人人～～
4499人人

5500人人
～～

1100人人～～
1199人人

2200人人～～
4499人人

5500人人
～～

①①月月２２回回以以上上訪訪問問（（難難病病等等）） 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点

②②月月２２回回以以上上訪訪問問 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点

③③（（ううちち１１回回はは情報通信機器を用い
た診療）） 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点

④④月月１１回回訪訪問問 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点

⑤⑤（（ううちち２２月月目目はは情報通信機器を用
いた診療）） 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点

（イ）直近１年間に５つ以上の保険医療機関から、文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績があること。
（ロ）当該保険医療機関において、直近１年間の在宅における看取りの実績を 件以上有していること又は重症児の十分な診療実績等を有していること。
（ハ）直近３か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者の割合
が 割以下であること。

（二）直近３月間に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、要介護３以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表
第八の二に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者の割合が５割以上であること。

➢ 機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、各年度 月から 月の訪問診療の
算定回数が 回を超える場合においては、データに基づく適切な評価を推進する観点から次年
の１月から在宅データ提出加算に係る届出を要件とする。 110
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大項目 項目名

属性

生年月日
性別
患者住所地域の郵便番号

身長・
体重

身長
体重

喫煙歴

喫煙区分
日の喫煙本数
喫煙年数

介護情報
高齢者情報
要介護度

診断情報
傷病

自院管理の有無
コード

傷病名コード
修飾語コード
傷病名

入院の
状況

入院の有無
コード

傷病名コード
修飾語コード
傷病名

終診情報

当月中の終診情報
終診年月日

コード
傷病名コード
修飾語コード
傷病名

（参考）在宅データ提出加算について

大項目 項目名 大項目 項目名
療養情報

在宅療養を始めた年月 患者の状態 患者の状態
療養を行っている場所 バーセルイ

ンデックス バーセルインデックス訪問診療
の状況

訪問診療日
主たる訪問診療を行う医療機関

排泄
排泄の状況

訪問看護
の状況

訪問看護日
ブリストルスケール自院での実施の有無

訪問の
主傷病

自院診断の有無 排尿 排尿の状況
コード

傷病名コード 褥瘡 褥瘡の状態
修飾語コード

低栄養

低栄養の有無傷病名

救急受診
の状況

救急受診日 摂食・嚥下障害の有無
受診先

経管・経静脈栄養の状況受診経路
転帰

がんの傷病

自院診断の有無

入院の
状況

入院年月日
コード退院年月日

受診先 傷病名コード
コード

修飾語コード傷病名コード
修飾語コード 傷病名
主病名

がんの

分類

ステージ分類
短期入所
の状況

入所年月日
退所年月日

病期分類短期入所利用サービス

往診の
状況

往診日 病期分類
主たる訪問診療を行う医療機関

病期分類コード
傷病名コード 病期分類 版
修飾語コード

がんの傷病名

〈共通項目〉 〈在宅データ提出加算特有の項目〉

在宅データ提出加算
点（月１回）

［算定要件］
• 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているも の
として地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において、
当該保険医療機関における診
療報酬の請求状況、診療の内
容に関するデータを継続して
厚生労働省に提出している場
合は、外来
データ提出加算として、
点を所定点数に加算す

る。

［施設基準］
・ 在宅患者に係る診療内容に
関するデータを継続的かつ
適切に提出するために必要
な体制が整備されているこ
と。

出典： 年度「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」実施説明資料を元に作成 113

機能強化型在支診・在支病
在支診在
支病

（参考）在宅療養
後方支援病院単独型 連携型

診療所 病院 診療所 病院

全ての在支診・
在支病の基準

① 時間連絡を受ける体制の確保 ② 時間の往診体制 ③ 時間の訪問看護体制
④ 緊急時の入院体制 ⑤ 連携する医療機関等への情報提供 ⑥ 年に１回、看取り数等を報告している
⑦ 適切な意思決定支援に係る指針の作成 ⑧ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制の整備
⑨ 介護保健施設から求められた場合、協力医療機関として定められることが望ましい

○ 許可病床数 床以
上

○ 在宅医療を提供する
医療機関と連携し、

時間連絡を受ける
体制を確保

○ 連携医療機関の求め
に応じて入院希望患
者の診療が 時間可
能な体制を確保（病
床の確保を含む）
※ やむを得ず当該病

院に入院させること
ができなかった場合
は、対応可能な病院
を探し紹介すること

○ 連携医療機関との間
で、３月に１回以上、
患者の診療情報の交
換を行い、入院希望患
者の一覧表を作成

全ての在支病の
基準

「在宅療養支援病院」の施設基準は、上記に加え、以下の要件を満たすこと。
（１）許可病床 床未満※であること又は当該病院を中心とした半径４ 以内に診療所が存在しないこと
（２）往診を担当する医師は、当該病院の当直体制を担う医師と別であること

※  医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関にあっては 床未満

機能強化型在
支診・在支病

の基準

⑦ 在宅医療を担当する常勤の医師
３人以上

⑦ 在宅医療を担当する常勤の医師
連携内で３人以上

⑧ 過去１年間の
緊急往診の実
績

件以上

⑧ 次のうちいずれか１つ
・過去１年間の緊急往診の実績

件以上
・在宅療養支援診療所等からの

要請により患者の受入を行う
病床を常に確保していること
及び在宅支援診療所等からの
要請により患者の緊急受入を
行った実績が直近１年間で
件以上

・地域包括ケア病棟入院料・入
院医療管理料１又は３を届け
出ている

⑧ 過去１年間の
緊急往診の実績
連携内で 件以
上
各医療機関で４
件以上

⑧ 次のうちいずれか１つ
・過去１年間の緊急往診の実績

件以上各医療機関で４件
以上

・在宅療養支援診療所等からの
要請により患者の受入を行う
病床を常に確保していること
及び在宅支援診療所等からの
要請により患者の緊急受入を
行った実績が直近１年間で

件以上
・地域包括ケア病棟入院料・入

院医療管理料１又は３を届け
出ている

⑨過去１年間の看取りの実績又は超・準超重症児の医
学管理の実績
いずれか４件以上

⑨ 過去１年間の看取りの実績
連携内で４件以上
かつ、各医療機関において、看取りの実績又は超・
準超重症児の医学管理の実績
いずれか２件以上

➉ 地域において 時間体制での在宅医療の提供に係る積極的役割を担うことが望ましい

⑪ 各年５月から７月までの訪問診療の回数が一定回数を超える場合においては、次年の１月から在宅データ提出加
算に係る届出を行っていること。

（参考）在支診・在支病の施設基準
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－⑨
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患者の状態に応じた適切な在宅医療の提供の推進②
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－２ 医療における の利活用・デジタル化への対応－⑧

対象患者
以下のいずれかに該当する患者

要介護３以上に相当する患者
認知症高齢者の日常生活自立度でランクⅢ以上の患者
月４回以上の訪問看護を受ける患者
訪問診療時又は訪問看護時に、注射や処置を行っている患者
特定施設等の入居者の場合には、医師の指示を受けて、看護
師が痰の吸引や経管栄養の管理等の処置を行っている患者
麻薬の投薬を受けている患者
医師の指導管理のもと、家族等が処置を行っている患者等、
関係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要な患者

対象患者
以下のいずれかに該当する患者

要介護２以上に相当する患者
認知症高齢者の日常生活自立度でランクⅡb以上の患者
月４回以上の訪問看護を受ける患者
訪問診療時又は訪問看護時に、注射や処置を行っている患者
特定施設等の入居者の場合には、医師の指示を受けて、看護師
が痰の吸引や経管栄養の管理等の処置を行っている患者

（新設）
医師の指導管理のもと、家族等が処置を行っている患者等、関
係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要な患者

・包括的支援加算 在医総管・施設総管 点（月 回）

包括的支援加算の見直し

➢ 在宅医療を行っている患者の状態に応じた評価を更に推進する観点から、包括的支援加算について、
要介護度と認知症高齢者の日常生活自立度に関する対象患者の範囲を要介護度三以上と認知症高齢 者
の日常生活自立度のランクⅢ以上に見直す（障害者支援区分についての変更は無い）とともに、包括
的支援加算の対象患者に新たに「麻薬の投薬を受けている状態」を追加する。

改定後現行

115

算定要件
以下の状態・疾患の患者に対して、月 回以上の訪問診療を実施した場合に月一回に限り算定する

対象患者 ①または②に該当する患者
①末期の悪性腫瘍の患者
②以下のうち、 つの状態に該当する患者

｢ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態｣及び｢人工肛門又は人工膀胱を設置している状態｣のみの組み合わせは除く
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理

、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は
在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態、人工肛門又は人工膀胱
を設置している状態

患者の状態に応じた適切な在宅医療の提供の推進①
在宅患者訪問診療料の見直し

➢ 在支診・在支病における在宅患者訪問診療料の算定について、患者１人当たりの直近３月の訪問診
療の回数が 回以上の場合、同一患者につき同一月において訪問診療を５回以上実施した場合、５
回目以降の訪問診療については、所定点数の 分の に相当する点数により算定する。

［訪問診療の回数の計算対象とならない患者］
• 別表第七に掲げる別に厚生労働大臣の定める患者。
• 対象期間中に死亡した者。
• 末期心不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者。
• 対象期間中に訪問診療を新たに開始した患者又は終了した患者。

頻回訪問加算の見直し

➢ 頻回訪問加算について、当該加算を算定してからの期間に応じた評価に見直す。

令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－２ 医療における の利活用・デジタル化への対応－⑧

頻回訪問加算 点 月 頻回訪問加算（初回）
（ 回目以降）

点 月
点 月

改定後現行

114
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令和６年度診療報酬改定
８ 重点的分野における対応
（１）救急医療

（２）小児医療及び周産期医療

（３）がん医療及び緩和ケア

（４）認知症

（５）精神医療

（６）難病患者に対する医療
117

訪問看護指示書の記載事項及び様式見直し
訪問看護指示書の見直し

 令和６年６月から訪問看護レセプトのオンライン請求が開始されることを踏まえ、より質の高い医
療の実現に向けてレセプト情報の利活用を推進する観点から、訪問看護指示書及び精神科訪問看護
指示書の記載事項及び様式を見直す。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－㉑

改定後
【訪問看護指示料】
[算定要件]
患者の主治医は、指定訪問看護の必要性を認めた場合には、

診療に基づき速やかに訪問看護指示書及び特別訪問看護指示
書（以下この項において「訪問看護指示書等」という。）を
作成すること。当該訪問看護指示書等には、緊急時の連絡先
として、診療を行った保険医療機関の電話番号等を必ず記載
した上で、訪問看護ステーション等に交付すること。また、
当該訪問看護指示書等には、原則として主たる傷病名の傷病
名コードを記載すること。
なお、訪問看護指示書等は、特に患者の求めに応じて、患

者又はその家族等を介して訪問看護ステーション等に交付で
きるものであること。

現行
【訪問看護指示料】
[算定要件]
患者の主治医は、指定訪問看護の必要性を認めた場合には、

診療に基づき速やかに訪問看護指示書及び特別訪問看護指示
書（以下この項において「訪問看護指示書等」という。）を作
成すること。当該訪問看護指示書等には、緊急時の連絡先とし
て、診療を行った保険医療機関の電話番号等を必ず記載した上
で、訪問看護ステーション等に交付すること。

なお、訪問看護指示書等は、特に患者の求めに応じて、患
者又はその家族等を介して訪問看護ステーション等に交付で
きるものであること。

精神科訪問看護指示料についても同様

(3)(2)(1)主たる傷病名
傷病名コード

(3)(2)(1)主たる傷病名

訪 問 看 護 指 示 書
在 宅 患 者 訪 問 点 滴 注 射 指 示 書

（ 抜粋） 訪 問 看 護 指 示 書
在 宅 患 者 訪 問 点 滴 注 射 指 示 書

（ 抜粋）
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高齢者等の救急搬送に対する評価の見直しを通じた救急医療提供体制のイメージ
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－１ 高齢者の救急医療の充実及び適切な搬送の促進－①

三次救急医療機関等

二次救急医療機関等

軽症～重症患者

軽症～重症患者

重
症
患
者
等

三次救急医療機関等
（夜間に夜勤医師等が対応）

二次救急医療機関等
（夜間は主に宿日直医師が対応）

軽症～重症患者

重
症
患
者
等

中
等
症
患
者
等

入院は重症患者
への対応に集中退院困難な

軽症～中等
症患者の入
院長期化

※転院搬送先の候補及
び対象となる病態等に
ついて、ＭＣ協 議会
等を通じて連携する医
療機関と協議。

○初期診療後の適切な転院搬送の促進を通じた救急医療提供体制
※いわゆる下り搬送による患者と救急医療機関のマッチングは、地域による対応の一例であり、救急搬送先の選
定における適切なマッチング等、それぞれの地域における救急医療提供体制が構築されることが考えられる。

○介護保険施設等との連携促進を通じた救急医療提供体制

地域包括ケア病棟
在支診・在支病、後方支援病院

搬搬
送送救救
料料急急
にに患患
よよ者者
りり 連連
評評携携
価価

協力対象施設入所者
入院加算により評価

急変時の往診
介護保険施設等連携
往診加算により評価

往診等の診察後の入院受入

介護保険施設等と協力医療機関の平時からの連携強化

○これまでの救急医療提供体制における課題等

第三次救急医療機
関に中等症患者も
入院することにより病
床がひっ迫し、重症
患者の転院搬送が
困難な場合がある。

介護保険施設等
（老健、介護医療院、特養）

働き方改革も踏まえた
夜間体制等の機能分化
の促進

119

初期診療後の救急患者の転院搬送に対する評価
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－１ 高齢者の救急医療の充実及び適切な搬送の促進－①

（新） 救急患者連携搬送料
１ 入院中の患者以外の患者の場合
２ 入院１日目の患者の場合
３ 入院２日目の患者の場合
４ 入院３日目の患者の場合

点
点
点
点

算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診し

た患者に対する初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険
医療機関において入院医療を提供する目的で医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、搬送を行った場合に算定する。この場合におい
て、区分番号Ｃ００４に掲げる救急搬送診療料は別に算定できない。
施設基準
（１）救急搬送について、相当の実績を有していること。
（２）救急患者の転院体制について、連携する他の保険医療機関等との間であらかじめ協議を行っていること。
（３）連携する他の保険医療機関へ搬送を行った患者の臨床経過について、転院搬送先の保険医療機関から診療情報の提供が可能な体制

が整備されていること。
（４）連携する他の保険医療機関へ搬送した患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。

➢ 救急患者連携搬送料の新設に伴い、急性期一般入院料１等における在宅復帰率に関する施設基準に
ついて、救急患者連携搬送料を算定し他の保険医療機関※に転院した患者を対象から除外する。
※地域包括ケア病棟入院料（入院医療管理料を含む。）、回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション
病棟入院料、療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟及び病室を除く。

救急患者連携搬送料の新設

➢ 三次救急医療機関等に救急搬送された患者について連携する他の医療機関でも対応が可能と判断す
る場合に、連携する他の医療機関に看護師等が同乗の上で転院搬送する場合の評価を新設する。

急性期一般入院料１における在宅復帰率の基準の見直し
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小児特定疾患カウンセリング料の見直し
令和６年度診療報酬改定 Ⅲー４－２ 小児医療、周産期医療の充実ー②等

小児特定疾患カウンセリング料の見直し
➢ 発達障害等、児童思春期の精神疾患の支援を充実する観点から、小児特定疾患カウンセリング
料について要件及び評価を見直すとともに、発達障害等を有する小児患者に対する情報通信機器
を用いた医学管理について、新たな評価を行う。

改定後
【小児特定疾患カウンセリング料】
イ 医師による場合

初回 点
初回のカウンセリングを行った日後１年以内の期間に行った場合
① 月の１回目 点 ② 月の２回目 点

初回のカウンセリングを行った日から起算して２年以内の期間に行っ
た場合 の場合を除く。

① 月の１回目 点 ② 月の２回目 点
初回のカウンセリングを行った日から起算して４年以内の期間に行っ
た場合 及び の場合を除く。

ロ 公認心理師による場合

点

点

算定要件 （抜粋）
初回のカウンセリングを行った日から起算して、２年以内の期間にお
いては月２回に限り、２年を超える期間においては、４年を限度として
、月１回に限り、算定する。
小児特定疾患カウンセリング料イの 、 、 又は を算定すべ
き医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イの 、 の①
若しくは②、 の①若しくは②又は の所定点数に代えて、それ
ぞれ 点、 点若しくは 点、 点若しくは 点又は
点を算定する。

現行

【小児特定疾患カウンセリング料】
イ 医師による場合

月の１回目 点
月の２回目 点

ロ 公認心理師による場合 点

算定要件 （抜粋）
○２年を限度として月２回に限り算定する。

121

令和６年度診療報酬改定
８ 重点的分野における対応
（１）救急医療

（２）小児医療及び周産期医療

（３）がん医療及び緩和ケア

（４）認知症

（５）精神医療

（６）難病患者に対する医療
120
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小児かかりつけ診療料の見直し
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－２ 小児医療、周産期医療の充実ー④等

小児かかりつけ診療料の見直し
➢ 小児に対する継続的な診療を一層推進する観点から、小児かかりつけ診療料について、要件及び評
価を見直す。

現行 改定後

点

点

【小児かかりつけ診療料】
１小児かかりつけ診療料１
イ 処方箋を交付する場合

初診時 点 再診時
ロ 処方箋を交付しない場合

初診時 点 再診時

２小児かかりつけ診療料２
イ 処方箋を交付する場合

初診時 点 再診時
ロ 処方箋を交付しない場合

初診時 点 再診時

点

点
算定要件 （抜粋）
小児かかりつけ診療料の算定に当たっては、

以下の指導等を行うこと。
ア～エ 略
（新設）

（新設）
オ （略）
施設基準
略

点

点

【小児かかりつけ診療料】
１小児かかりつけ診療料１
イ 処方箋を交付する場合

初診時 点 再診時
ロ 処方箋を交付しない場合

初診時 点 再診時

２小児かかりつけ診療料２
イ 処方箋を交付する場合

初診時 点 再診時
ロ 処方箋を交付しない場合

初診時 点 再診時

点

点
算定要件 （抜粋）
小児かかりつけ診療料の算定に当たっては、以下の指導等を行うこと。

ア～エ （略）
オ 発達障害の疑いがある患者について、診療及び保護者からの相談に対応するとともに、必要
に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行うこと。
カ 不適切な養育にも繋がりうる育児不安等の相談に適切に対応すること。
キ （略）
施設基準 （抜粋）
１ 小児かかりつけ診療料１に関する施設基準

略）
区分番号「 」小児科外来診療料を算定していること。
・ 略）
に掲げる医師は、発達障害等に関する適切な研修及び虐待に関する適切な研修を修了し

ていることが望ましい。
２ 小児かかりつけ診療料２に関する施設基準

１の 、 、 及び の基準を満たしていること。
略） 123

小児緩和ケア診療加算の新設
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－２ 小児医療、周産期医療の充実－③等

（新） 小児個別栄養管理加算 点

小児緩和ケア診療加算の新設

➢ 小児に対する適切な緩和ケアの提供を推進する観点から、小児に対する緩和ケアについて、新たな
評価を行う。

（新） 小児緩和ケア診療加算 点
算定要件 （抜粋）
○ 小児緩和ケア診療加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の 歳未満の小児患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難
等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者又は家族等の同意に基づき、症状緩和に係るチーム（以下「小児緩和ケア
チーム」という。）による診療が行われた場合に算定する。

○ 末期心不全の患者とは、以下のアとイの基準及びウからオまでのいずれかの基準に該当するものをいう。
ア心不全に対して適切な治療が実施されていること。
イ 器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的に 重症度分類Ⅳ度の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法を必要とする状
態であること。
ウ 左室駆出率が ％以下であること。
エ医学的に終末期であると判断される状態であること。
オウ又はエに掲げる状態に準ずる場合であること。

○ 小児緩和ケアチームは、必要に応じて家族等に対してもケアを行うこと。

施設基準 （抜粋）
○ 当該保険医療機関内に、以下から構成される小児緩和ケアに係るチーム（以下「小児緩和ケアチーム」という。）が設置されていること。
ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師 イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師 エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師
オ 小児科の診療に従事した経験を３年以上有している専任の常勤医師 カ 小児患者の看護に従事した経験を３年以上有している専任の常勤看護師

ア又はイの医師が小児科の診療に従事した経験を３年以上有する場合は、オの要件は満たしていることとする。ウの看護師が小児患者の看護に従事した経
験を３年以上有している場合は、カを満たしていることとする。なお、アからエまでのうちいずれか１人は専従であること。ただし、緩和ケアチームが診察す
る患者数が１日に 人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。

小児個別栄養管理加算の新設
［算定要件］（概要）
小児緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、個別の患者の症状や希望に応じた栄養食
事管理を行った場合に算定する。
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小児抗菌薬適正使用支援加算の見直し
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－２ 小児医療、周産期医療の充実－⑥

小児抗菌薬適正使用支援加算の見直し
➢ 小児の外来診療における抗菌薬の適正使用を推進する観点から、小児抗菌薬適正使用支援加算の対
象疾患について見直す。

改定後

【小児抗菌薬適正使用支援加算】
［算定要件］（抜粋）
急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症
により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の
必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、
療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説
明内容を提供した場合は、小児抗菌薬適正使用支援加算とし
て、月１回に限り 点を所定点数に加算する。

現行

【小児抗菌薬適正使用支援加算】
［算定要件］（抜粋）
急性気道感染症又は急性下痢症により受診した患者であって、
診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌
薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果
の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、小児抗
菌薬適正使用支援加算として、月１回に限り 点を所定点数
に加算する。

（参考）耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算（令和４年度診療報酬改定において新設）

耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算 点

算定要件 （概要）
急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎により受診した６歳未満の乳幼児に対して、耳鼻咽喉科処置を行った場合であっ
て、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しない場合において、療養上必要な指導等を行い、文
書により説明内容を提供した場合は、所定点数に加算する。

125

小児医療の充実

➢ 新型コロナウイルスの検査の取扱いの変更及び処方等に係る評価体系の見直し等を踏まえ、小児科外来診療料の
評価を見直す。

小児科外来診療料の評価の見直し

改定後

【小児科外来診療料】
１ 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合
イ 初診時 点 ロ 再診時 点
２ １以外の場合
イ 初診時 点 ロ 再診時 点

現行

【小児科外来診療料】
１ 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合
イ 初診時 点 ロ 再診時 点

２ １以外の場合
イ 初診時 点 ロ 再診時 点

令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－２ 小児医療、周産期医療の充実－⑤⑥

➢ 臓器移植を行った小児の算定上限日数を延長する。

小児特定集中治療室管理料の見直し

改定後
歳未満の小児 日
歳未満の小児のうち、

急性血液浄化（腹膜透析は除く。）を必要とする状態、心臓手術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼吸窮迫症候群、心筋炎、
心筋症 のいずれかに該当する患者

日

歳未満の小児のうち、臓器移植を行った（心臓、肺、肝臓に限る）を行った患者 日
歳未満の小児のうち、体外式心肺補助（ ）を必要とする状態の患者 日

手術を必要とする先天性心疾患を有する新生児 ※同一入院期間で新生児であった患者も含むものとする。 日
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➢ 小児入院医療管理料の注２及び注４の加算について、保育士を複数名配置している場合の評価を新
設する。

小児入院医療管理料における複数名の保育士配置の評価

令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－２ 小児医療、周産期医療の充実－⑩

改定後
【小児入院医療管理料】
［算定要件］（概要）
注２ ア 保育士１名の場合

イ 保育士２名以上の場合
注４ ア 重症児受入体制加算１

イ 重症児受入体制加算２

点
点
点
点

現行
【小児入院医療管理料】
［算定要件］（概要）
注２ １日につき 点を所定点数に加算する。

注４ 重症児受入体制加算として、１日につき 点を所定点数に
加算する。

➢ 小児入院医療管理料に、夜間を含めて看護補助者を配置している場合の評
価を新設する。

（新） 看護補助加算（１日につき） 点
算定要件
小児入院医療管理料１、小児入院医療管理料２又は小児入院医療管理料３を算定している患者にについて、入院した

日から起算して 日を限度として所定点数に加算する。
施設基準
（１）看護補助者が 以上配置されていること。 （２）夜勤を行う看護補助者が 以上配置されていること。
（３）看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。

（新） 看護補助体制充実加算（１日につき） 点
算定要件]※看護補助加算と同様
施設基準
（１）看護補助者が 以上配置されていること。（２）夜勤を行う看護補助者が 以上配置されていること。
（３）看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する十分な体制が整備されていること。

小児入院医療管理料における看護補助者の配置の評価

子どもの成長・発達及び希望により付き添う家族等に配慮した小児入院医療体制の確保

➢ 小児入院医療管理料
において、小児の家
族等が希望により付
き添う場合は、当該
家族等の食事や睡眠
環境等の付き添う環
境に配慮することを
規定する。

付き添う環境への
配慮

127

点（新） 医療的ケア児（者）入院前支援加算

対象患者
医療的ケア判定スコア 点以上の医療的ケア児（者）

算定要件
注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示を受けた看護職員が、入院前に別に厚生労働大臣が定める患者（第１節
の入院基本料（特別入院基本料等を含む。）及び第３節の特定入院料のうち、医療的ケア児（者）入院前支援加算を
算定できるものを現に算定している患者に限り、当該保険医療機関の入院期間が通算 日以上のものを除
く。）の患家等を訪問し、患者の状態、療養生活環境及び必要な処置等を確認した上で療養支援計画を策定し、入
院前又は入院した日に当該計画書を患者又はその家族等に説明し、文書により提供した場合に、保険医療機関ごと
に患者１人につき１回に限り、入院初日に限り所定点数に加算する。
２別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
医療的ケア児（者）入院前支援加算を算定すべき入院前支援を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代
えて、 点を所定点数に加算する。
３ 区分番号Ａ２４６の注７に掲げる入院時支援加算は別に算定できない。

施設基準
（１）直近１年間の医療的ケア判定スコア 点以上の医療的ケア児（者）の入院患者数が 件以上であること。
（２）令和７年５月 日までの間に限り、（１）の基準を満たしているものとする。

医療的ケア児（者）に対する入院前支援の評価の新設（再掲）
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－２ 小児医療、周産期医療の充実－⑦

医療的ケア児（者）に対する入院前支援の評価の新設
➢ 医療的ケア児（者）が入院する際の在宅からの連続的なケアを確保する観点から、事前に自宅等を
訪問し、患者の状態や人工呼吸器の設定等のケア状態の把握を行った場合について、新たな評価を
行う。
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令和６年度診療報酬改定
８ 重点的分野における対応
（１）救急医療

（２）小児医療及び周産期医療

（３）がん医療及び緩和ケア

（４）認知症

（５）精神医療

（６）難病患者に対する医療
129

不適切な養育等が疑われる患者に対する支援体制の評価

［対象患者］
・ 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟に入院している患者。

［算定要件］
・当該病棟に入院している患者について、入院初日に限り加算する。

［施設基準］ （概要）
（１）以下から構成される虐待等不適切な養育が疑われる 歳未満の精神疾患を有する患者への支援を行う「精神科養育支援チーム」が

設置されていること
ア 小児医療及び児童・思春期の精神医療に関する十分な経験を有する専任の常勤精神保健指定医
イ 歳未満の精神疾患を有する患者の看護に従事する専任の常勤看護師
ウ 歳未満の精神疾患を有する患者の支援に係る経験を有する専任の常勤精神保健福祉士
エ 歳未満の精神疾患を有する患者の支援に係る経験を有する専任の常勤公認心理師

（２）養育支援チームの業務
ア 養育支援に関するプロトコルの整備及び定期的なプロトコルの見直し。
イ 虐待等不適切な養育が疑われる 歳未満の精神疾患を有する患者が発見された場合に、院内からの相談に対応。
ウ 主治医及び多職種と十分な連携をとって養育支援を行う。
エ 虐待等不適切な養育が疑われた症例を把握・分析し、養育支援の体制確保のために必要な対策を推進。
オ 精神科養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。当該研修は精神科養育支援の基本方針について職員に周
知徹底を図ることを目的とするものであり、年２回程度実施されていること。

（３）（１）のウ及びエを構成する精神保健福祉士及び公認心理師については、児童・思春期精神科入院医療管理料における専従の常勤
の精神保健福祉士及び常勤の公認心理師との兼任は可能である。

（４）（２）のイ及びウの業務を実施する医師は、虐待等不適切な養育が疑われる 歳未満の精神疾患を有する患者の診療を担当する医
師と重複がないよう配置を工夫すること。

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－４ 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価－⑯

精神科養育支援体制加算の新設
➢ 不適切な養育等が疑われる児童の早期発見や、福祉・保健・警察・司法・教育等の関係機関の適切な連携を推進
する観点から、児童・思春期精神科入院医療管理料において、多職種で構成される専任のチームを設置して連携
体制を整備している場合について、新たな評価を行う。

（新） 精神科養育支援体制加算 点（入院初日）
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令和６年度診療報酬改定
８ 重点的分野における対応
（１）救急医療

（２）小児医療及び周産期医療

（３）がん医療及び緩和ケア

（４）認知症

（５）精神医療

（６）難病患者に対する医療
131

認知症ケア加算の見直し
令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組－⑩

改定後
【認知症ケア加算】
１ 認知症ケア加算１
イ 日以内の期間

２ 認知症ケア加算２
イ 日以内の期間

３ 認知症ケア加算３
イ 日以内の期間

／ ロ 日以上の期間

／ ロ 日以上の期間

点 ／ ロ 日以上の期間 点

点 点

点 点
［算定要件］
身体的拘束を実施した日は、所定点数の 分の に相当する点数
により算定する。

現行

点 ／ ロ 日以上の期間 点

【認知症ケア加算】
１ 認知症ケア加算１イ

日以内の期間
２ 認知症ケア加算２
イ 日以内の期間

３ 認知症ケア加算３イ
日以内の期間

点 ／ ロ 日以上の期間 点

点 ／ ロ 日以上の期間 点
［算定要件］
身体的拘束を実施した日は、所定点数の 分の に相当する点数に
より算定する。

認知症ケア加算の見直し
➢ 認知症ケア加算について、身体的拘束を実施しなかった日及び実施した日の点数をそれぞれ見直す。

➢ 認知症ケア加算で求めるアセスメント及び対応方策に、せん妄のリスク因子の確認及びせん妄対策を含めるとと
もに、認知症ケア加算を算定した場合はせん妄ハイリスク患者ケア加算の算定は不可とする。

現行 改定後
【認知症ケア加算１】
［算定要件］
当該患者を診療する医師、看護師等は、認知

症ケアチームと連携し、病棟職員全体で以下の
対応に取り組む必要がある。
① 当該患者の入院前の生活状況等を情報収
集し、その情報を踏まえたアセスメントを行
い、看護計画を作成する。その際、行動・心
理症状がみられる場合には、その要因をアセ
スメントし、症状の軽減を図るための適切な
環境調整や患者とのコミュニケーションの方
法等について検討する。

［施設基準］
認知症ケアチームは、以下の業務を行うこと。
（新設）

【認知症ケア加算１】※認知症ケア加算２・３も同様
［算定要件］
当該患者を診療する医師、看護師等は、認知症ケアチームと連携し、病棟職員全体で以下の対

応に取り組む必要がある。
① 当該患者の入院前の生活状況等を情報収集し、その情報を踏まえたアセスメントを行い、看護
計画を作成する。その際、行動・心理症状がみられる場合には、その要因をアセスメントし、症状
の軽減を図るための適切な環境調整や患者とのコミュニケーションの方法等について検討 する。
また、せん妄のリスク因子の確認を行い、ハイリスク患者に対するせん妄対策を併せて実施する
こと。せん妄のリスク因子の確認及びハイリスク患者に対するせん妄対策の取扱いについては、
せん妄ハイリスク患者ケア加算の例によること。

［施設基準］
認知症ケアチームは、以下の業務を行うこと。
せん妄のリスク因子の確認のためのチェックリスト及びせん妄のハイリスク患者に対するせん

妄対策のためのチェックリストを作成していること。
［経過措置］令和６年３月 日時点で認知症ケア加算に係る届出を行っている保険医療機関は、令和６年
９月 日までの間、せん妄のリスク因子等のチェックリストの作成に係る基準を満たしているものとみなす 130
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（参考）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（イメージ）
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価

安心して自分らしく暮らすために･･･

社社会会参参加加、、地地域域のの助助けけ合合いい、、普普及及啓啓発発

住住ままいい

市町村ごとの保健•医療•福祉関係者等による協議の場、市町村
バックアップ

企業、ピアサポート活動、自治会、ボランティア、 等

バックアップ

病気になったら･･･

医医療療

お困りごとはなんでも相談･･･

様様々々なな相相談談窓窓口口
・精神保健福祉センター（複雑困難な相談）
・発達障害者支援センター（発達障害）
・保健所（精神保健専門相談）
・障害者就業・生活支援センター（就労）
・ハローワーク（就労）

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・精神科デイ・ケア、精神科訪問看護
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

病院：
急性期、回復期、慢性期

介護・訓練等の支援が必要になったら･･･

障障害害福福祉祉••介介護護

（介護保険サービス）
■在宅系：
・訪問介護・訪問看護・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具

■介護予防サービス

■地域生活支援拠点等

都道府県ごとの保健•医療•福祉関係者等による協議の場、都道府県本庁•精神保健福祉センター•発達障害者支援センター

障害保健福祉圏域ごとの保健•医療•福祉関係者等による協議の場、保健所
バックアップ

■施設・居住系サービス

・介護老人福祉施設

・24時間対応の訪問サービス等・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護等

■施設・居住系サービス

・施設入所支援
・共同生活援助
・宿泊型自立訓練等

日常生活圏域

市町村

障害保健福祉圏域

※ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステ
ムは、精神障害を有する方等の日日常常生生活活圏圏域域
をを基基本本ととししてて、、市市町町村村ななどどのの基基礎礎自自治治体体をを基基
盤盤ととししてて進進めめるる

※ 市町村の規模や資源によって支援にばらつ
きが生じることがないよう、精精神神保保健健福福祉祉セセンンタタ
ーー及及びび保保健健所所はは市市町町村村とと協協働働する

通所•入所通院•入院

圏域の考え方

（障害福祉サービス等）
■在宅系：
・居宅介護・生活介護
・短期入所・就労継続支援
・自立訓練
・自立生活援助等

訪問

・自宅（持ち家・借家・公営住宅等）
・サービス付き高齢者向け住宅
・グループホーム等

訪問

・市町村（精神保健・福祉一般相談）
・基幹相談支援センター（障害）

・地域包括支援センター（高齢）

相談業務やサービスのコ
ーディネートを行います。訪

問相談にも対応します。

■相談系：

・計画相談支援
・地域相談支援

➢ 精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労など
）、地域の助け合い、普及啓発（教育など）が包括的に確保された精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す必要があり、同シ
ステムは地域共生社会の実現に向かっていく上では欠かせないものである。

➢ このような精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、計画的に地域の基盤を整備するとともに、市町村や障害福祉・介
護事業者が、精神障害の有無や程度によらず地域生活に関する相談に対応できるように、市町村ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場
を通じて、精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、当事者・ピアサポーター、家族、居住支援関係者などとの重層的な連携による
支援体制を構築していくことが必要。
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令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価

精神科病院・診療所

（入院前 ～ ） 入院初期 入院中 ～ 退院 地域生活

行政

（新）精神科入退院支援加算

（新）精神科地域包括ケア病棟入院料（通算 日）
（新）自宅等移行初期加算（通算 日）

（見直し）精神科在宅医療の推進に向けた評価の充実
⚫ 精神科在宅患者支援管理料の対象患者を拡大

（精神科地域包括ケア病棟からの退院患者等を追加）
⚫ 在宅精神療法にも療養生活継続支援加算を設ける 等

行政 障害福祉サービス 訪問看護
等事業所 ステーション

○ 入退院支援部門の設置
○ 入院早期からの退院支援（計画、会議）

地域生活に向け
た支援が必要な
回復期患者の

受入れ

○ 自宅等から入院
○ 他の精神病床から
転院・転棟

（見直し）
地域移行機能強化

病棟入院料
⚫ 届出期限の延長
⚫ 要件見直し

機能集約

かかりつけ精神科医機能
➢ 地域の精神科医療提供体制への貢献
➢ 時間外診療、精神科救急医療の提供

◆ 退院後の生活を見据えた支援
◆ 関係機関との日常的な連携を推進

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進
自宅等への移行

➢ 自宅等移行率（※２）
（新規患者） 月以内に７割
➢ 直近１年間の入院期間を通算

精神科回復期医療
➢ 多職種含め 対１の人員配置
➢ 地域定着も含めた退院支援

精神科在宅医療の提供 （※１）
➢ 在宅医療、訪問看護等の提供実績

（※１） （その他）データ提出加算の届出（※2）
【経過措置】
（※１）令和７年５月 日まで
（※２）令和７年９月 日まで

◆病状等に応じて再入院を含め柔軟に入退院を運用
◆退院後は、在宅医療、情報通信機器を用いた精神療法、
時間外診療等を活用し、地域生活を支え、不安定な症
状等にもできる限り入院外で対応

⇒  地域平均生活日数の向上

◆地域に貢献する精神科医・医療機関におけるかかりつけ精神科医機能を評価
◆手厚い診療に重点を置いた評価体系へ見直しつつ、早期介入、トラウマ支援、児童思春
期の患者に対する診療等、多職種の専門的知見を活用した質の高い診療・支援を評価

◆包括的支援マネジメント、在宅医療を推進し、生活や病状に応じた地域生活支援を充実

精神科病院・
診療所

【通院・在宅精神療法】
（見直し）
分以上の充実

分未満の適正化
療養生活継続支援加算の充実

（新）
早期診療体制充実加算

児童思春期支援指導加算
心理支援加算

情報通信機器を用いた場合

外来医療等

精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に向けた重点的な支援（イメージ）
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精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に向けた重点的な支援を提供する病棟の評価の新設
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価－①

［施設基準］（概要）

［経過措置］（①）令和７年５月 日まで（②）令和７年９月 日まで

自宅等への移行実績 ⚫ 当該病棟の入院患者のうち７割以上が入院日から起算して６月以内に退院し、自宅等へ移行すること。（②）
ただし、（★）を満たす医療機関においては、６割以上を満たすこと。

かかりつけ精神科医機能
【精神科回復期医療の提供】

多職種の重点的な配置 地域定着も含めた退院支援
⚫ 看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師で
日勤帯は作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数が１以上
⚫ 看員職員で １以上（必要最小数の４割以上が看護師）
⚫ 夜勤の看護職員数２以上

⚫ 精神科入退院支援加算の届出（①）
⚫ 精神障害者の地域生活を支援する関係機関等（※２）との連携
（※２）障害福祉サービス等事業者、介護サービス事業所、行政機関
（都道府県、保健所、市町村）等

【精神科在宅医療の提供】精神科訪問診療、訪問看護等の提供実績
⚫ ア又はイ及びウ～オのいずれかを満たしていること。（①） ※いずれも直近３か月間の算定回数
ア 精神科訪問看護・指導料（Ⅰ）及び（Ⅲ） 回以上 イ 訪問看護ステーションにおける精神科訪問看護基本療養費 回以上
ウ 精神科退院時共同指導料 ３回以上 エ 在宅精神療法 回以上 オ 精神科在宅患者支援管理料 回以上（★）

地域の精神科医療提供体制への貢献
⚫ 当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医が、指定医の公務員としての業務（※）等を年１回以上行っていること。（①）
（※）措置入院時の診察、精神医療審査会における業務等

精神科救急医療、時間外診療の提供
⚫ ア又はイを満たしていること（①）
ア 常時対応型施設又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関
イ 病院群輪番型施設であって、時間外、休日又は深夜において、入院件数が年４件以上又は外来対応件数が年 件以上

その他
⚫ データ提出加算に係る届出（②） ⚫ クロザピンを処方する体制
⚫ 精神科救急急性期医療入院料を算定する病床数が 床以下
⚫ 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病床数の合計が 床以下
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精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に向けた重点的な支援を提供する病棟の評価の新設
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価－①

➢ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、精神疾患を有する者の地
域移行・地域定着に向けた重点的な支援を提供する精神病棟について、新たな評価を行う。

（新） 精神科地域包括ケア病棟入院料
自宅等移行初期加算

点（１日につき）
点（１日につき）

［算定要件］（概要）
（１）精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料を算定した期間と通算して 日を限

度として、所定点数を算定する。
（２）当該病棟に転棟若しくは転院又は入院した日から起算して 日間に限り、自宅等移行初期加算として、 点を加算する。
（３）過去１年以内に、精神科地域包括ケア病棟入院料又は自宅等移行初期加算を算定した患者については、期間の計算に当たって、

直近１年間の算定期間（算定した日数）を 日又は 日に通算する。
（４）精神病棟入院基本料（ 対１、 対１、 対１）、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料

を届け出ている病棟から、当該病棟への転棟は、患者１人につき１回に限る。
（５）当該病棟の入院患者に対しては、主治医が病状の評価に基づいた診療計画を作成し、適切な治療を実施するとともに、医師、看護

職員、薬剤師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師等の多職種が共同して、個々の患者の希望や状態に応じて、退院後の療
養生活を見据え必要な療養上の指導、服薬指導、作業療法、相談支援、心理支援等を行う。

（６）当該病棟の入院患者のうち必要なものに対しては、療養上の指導、服薬指導、作業療法、相談支援又は心理支援等を、１日平均２
時間以上提供していることが望ましい。

（７）症状性を含む器質性精神障害の患者にあっては、精神症状を有する状態に限り、単なる認知症の症状のみを有する患者については、
当該入院料を算定できない。

［算定イメージ］

最初の入院
からの日数

精神科救急急性期
医療入院料等 退院

精神科地域包括ケア病棟入院料は年間 日、自宅等移行初期加算は年間 日算定可

精神科地域包括ケア病棟入院料 退院
自宅等移行初期加算

例①

例②

救急、急性期から入棟する場合は、精神科救急急
性期医療入院料等と通算して 日以内の算定

１年（ 日）

１年（ 日）精神科地域包括ケア病棟入院料は年間 日、
自宅等移行初期加算は年間 日算定可
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第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」第１部「令和 6 年度 診療報酬改定および届出事項等について」

精神科入退院支援加算の新設
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価－③

➢ 精神病床に入院する患者に対して、入院早期から包括的支援マネジメントに基づく入退院支援を
行った場合の評価を新設する。

➢ 精神科措置入院退院支援加算について、精神科入退院支援加算の注加算として統合する。
（新） 精神科入退院支援加算 点（退院時１回）
（新） 注２ 精神科措置入院退院支援加算 点（退院時１回）

［算定要件］（概要）
（１）原則として入院後７日以内に患者の状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出する。
（２）退院困難な要因を有する患者について、原則として７日以内に患者及び家族と病状や退院後の生活も含めた話合いを行うとともに、

関係職種と連携し、入院後７日以内に退院支援計画の作成に着手する。
（３）退院支援計画の作成に当たっては、入院後７日以内に病棟の看護師及び病棟に専任の入退院支援職員並びに入退院支援部門の看護

師及び精神保健福祉士等が共同してカンファレンスを実施する。
（４）当該患者について、概ね３月に１回の頻度でカンファレンスを実施し、支援計画の見直しを適宜行う。なお、医療保護入院の者に

ついて、精神保健福祉法第 条第６項第２号に規定する委員会の開催をもって、当該カンファレンスの開催とみなすことができる。
［施設基準］（概要）
（１）当該保険医療機関内に入退院支援部門が設置されていること。
（２）当該入退院支援部門に専従の看護師及び専任の精神保健福祉士又は専従の精神保健福祉士及び専任の看護師が配置されていること。
（３）入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は精神保健福祉士が、各病棟に専任で配置されていること。
（４）次のア又はイを満たすこと。

ア 以下の（イ）から（ホ）に掲げる、転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い連携する機関の数の合計が 以上であ
ること。ただし、（イ）から（ホ）までのうち少なくとも３つ以上との連携を有していること。
（イ）他の保険医療機関
（ロ）障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等事業者
（ハ）児童福祉支援法に基づく障害児相談支援事業所等
（ニ）介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者又は施設サービス事業者
（ホ）精神保健福祉センター、保健所又は都道府県若しくは市区町村の障害福祉担当部署

イ 直近１年間に、地域移行支援を利用し退院した患者又は自立生活援助若しくは地域定着支援の利用に係る申請手続きを入院中に
行った患者の数の合計が５人以上であること。

※精神科措置入院退院支援加算の要件については、現行と同様。 137

地域移行機能強化病棟入院料の継続と要件の見直し
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価－②

➢ 精神病棟の長期入院患者の地域移行を一層推進する観点から、地域移行機能強化病棟入院料につい
て、当該入院料に係る実績等を踏まえ、要件を見直すとともに、届出期間を延長する。

１．地域移行機能強化病棟入院料について、長期入院患者の退院実績に係る要件を見直す。

２．当該病棟において、専任の精神保健福祉士の配置に係る要件を緩和する。

３．地域移行機能強化病棟入院料については、令和 年３月 日まで届出を可能とする。

［施設基準］ 現行 改定後
入院患者数が 名を
超えない場合

専従
専任

常勤
常勤

精神保健福祉士
精神保健福祉士

１名以上
１名以上

専従
専任

常勤
常勤

精神保健福祉士
退院支援相談員

１名以上
１名以上

入院患者数が 名を
超える場合

専従
専任

常勤
常勤

精神保健福祉士
精神保健福祉士

１名以上
２名以上

専従 常勤 精神保健福祉士 １名以上
専任 常勤 退院支援相談員 ２名以上

専任の従事者について、 以外の職種
（退院支援相談員（※））でも可能とする。

入院患者数が 名を超える場
合であって、退院支援業務に

必要な場合

専従
専任
専任

常勤
常勤
常勤

精神保健福祉士
精神保健福祉士
社会福祉士

１名以上
１名以上
１名以上

改定後
【地域移行機能強化病棟入院料】
［施設基準］（概要） ※＜＞内は現行

届出時点で、次のいずれの要件も満たしていること。
ア （略）
イ 以下の式で算出される数値が＜ ＞ 以上であること。

当該保険医療機関に１年以上入院していた患者のうち、当該病棟から自宅等に退院した患者の数の１か月当たりの平均（届出の前月までの
３か月間における平均）÷当該病棟の届出病床数× （％）

各月末時点で、以下の式で算出される数値が＜ ＞ 以上であること。
１年以上入院していた患者のうち、当該病棟から自宅等に退院した患者数の１か月当たりの平均÷当該病棟の届出病床数 × （％）

１年ごとに１回以上、当該保険医療機関全体の精神病床について、都道府県に許可病床数変更の許可申請を行っていること。算定開始月の翌年以
降の同じ月における許可病床数は、以下の式で算出される数値以下であること。
届出前月末日時点での精神病床の許可病床数－（当該病棟の届出病床数の＜ ＞ ％×当該病棟の算定年数）

地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を取り下げる際には、許可病床数が以下の式で算出される数値以下であること。
届出前月末日時点での精神病床の許可病床数－（当該病棟の届出病床数の＜ ＞ ％×当該病棟の算定月数÷ ）

（削除）＜令和２年３月 日において現に地域移行機能強化病棟入院料の届出を行っている病棟については、 から までの規定に限り、な
お従前の例による。＞

（※）退院支援相談員
・当該病棟に入院した患者１人
につき１人以上指定

・退院支援相談員は、次のいず
れかの者であること
ア 精神保健福祉士
イ 保健師、看護師、准看護
師、作業療法士、社会福祉
士又は公認心理師として、
精神障害者に関する業務に
従事した経験を３年以上有
する者 136
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令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価－④～⑧

通院・在宅精神療法外来通院
保険医療機関内

在宅
保険医療機関外

（新）【早期診療体制充実加算】

（新）【心理支援加算】

◆ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」構築推進に資する外来・在宅医療の提供
➢ 地域に貢献する精神科医・医療機関におけるかかりつけ精神科医機能を評価
➢ 手厚い診療に重点を置いた評価体系へ見直しつつ、早期介入、トラウマ支援、児童思春期の患者に対する診療等、多職種の
専門的知見を活用した質の高い診療・支援を評価

➢ 包括的支援マネジメント、在宅医療を推進し、生活や病状に応じた地域生活支援を充実

【かかりつけ精神科医機能を有する外来医療機関における手厚い診療等の提供体制を評価】
○ 初診、 分以上の診療を一定以上の割合で実施していること
○ 担当医、多職種による質の高い精神科診療を継続的に実施できる体制
○ 精神保健指定医として業務等を行う常勤の精神保健指定医、多職種の配置
○ 地域の精神科医療提供体制への貢献（時間外診療、精神科救急医療等の提供） 等

【外来、在宅診療における包括的支援マネジメントを推進】
○ 療養生活継続支援加算と療養生活環境整備指導加算を統合 ○ 在宅精神療法を算定する患者についても算定可能に見直し
➢ 看護師等又は精神保健福祉士による面接（月１回）、多職種カンファレンス（３月１回）、精神保健福祉士の専任配置 等

【「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を
遵守しつつ、「にも包括」に資する

情報通信機器を用いた精神療法を推進】
○ 過去１年以内に対面診療を行った患者
○ 地域の精神科医療提供体制への貢献
➢ 精神保健指定医として業務等を行う精神保健指
定医による実施

➢ 時間外診療、精神科救急医療等の提供
○ 安全性を確保した向精神薬の処方

通院精神療法
（新）【情報通信機器を用いた場合】

➢ ３剤以上の抗うつ薬等処方時は算定不可 等

（対象患者の拡大）
【精神科在宅患者支援管理料】
※通院・在宅精神療法には含まれない

（充実） 分以上・初診 （適正化） 分未満

（新）【児童思春期支援指導加算】
【児童思春期の精神疾患患者に対して、
多職種が連携して行う外来診療を評価】
○ 適切な研修を修了した精神科医の指示の下、
専任の多職種が 分以上の指導管理

○ ２名以上の多職種を専任配置（うち１名以
上は適切な研修の修了を要件） 等

（見直し）【療養生活継続支援加算】

【心的外傷に起因する症状を有する患者に対
して、公認心理師が行う心理支援を評価】

○ 外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状
を有する患者

○ 精神科医の指示を受けた公認心理師が、
分以上心理支援 月２回、２年を限度 等

精神医療における外来、在宅診療に係る評価の見直し（イメージ）

139

精神科入退院支援加算の新設
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価－③

改定後
【精神科救急急性期医療入院料】
（削除）
※精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院
料についても同様。

【精神療養病棟入院料】
（削除）
※認知症治療病棟入院料についても同様。

現行
【精神科救急急性期医療入院料】
注４ 院内標準診療計画加算

【精神療養病棟入院料】
注５ 退院調整加算

➢ 精神科入退院支援加算の新設に伴い、現行の精神科措置入院退院支援加算を廃止する。

➢ 精神科入退院支援加算の新設を踏まえ、院内標準診療計画加算及び退院調整加算を廃止する。

改定後
（削除）

現行
【精神科措置入院退院支援加算】 点

138
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通院・在宅精神療法の見直し及び早期診療体制充実加算の新設
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価－⑤

通院・在宅精神療法の見直し

➢ 通院・在宅精神療法について、 分以上の精神療法を行った場合及び 分未満の精神療法を行った場
合の評価を見直す。

【通院・在宅精神療法】 現行
１ 通院精神療法
イ 措置入院退院後の患者に対して、支援計画で療養を担当する精神科医師が行った場合 点

ロ 初診日に 分以上
精神保健指定医による場合 点
精神保健指定医以外の場合 点

ハ イ及びロ以外の場合
分以上

精神保健指定医による場合 点
精神保健指定医以外の場合 点

分未満
精神保健指定医による場合 点
精神保健指定医以外の場合 点

２ 在宅精神療法
イ 措置入院退院後の患者に対して、支援計画で療養を担当する精神科医師が行った場合 点

ロ 初診日に 分以上
精神保健指定医による場合 点
精神保健指定医以外の場合 点

ハ イ及びロ以外の場合

分以上
精神保健指定医による場合 点
精神保健指定医以外の場合 点

分以上 分未
満

精神保健指定医による場合 点
精神保健指定医以外の場合 点

分未満
精神保健指定医による場合 点
精神保健指定医以外の場合 点

改定後

点
点
点
点
点
点
点

点
点
点
点
点
点
点
点
点

141

療養生活環境整備指導加算及び療養生活継続支援加算の見直し
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価－④

➢ 療養生活継続支援加算について、療養生活環境整備指導加算を統合するとともに、在宅精神療法を
算定する患者に対しても算定可能とする。

改定後
【通院・在宅精神療法】
［算定要件］（概要）
旧注８ （削除）
注８ （療養生活継続支援加算）

通院・在宅精神療法を算定する患者であって、重点的な支援を要する患
者に対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師又は精神
保健福祉士が、当該患者が地域生活を継続するための面接及び関係機関と
の連絡調整を行った場合に、療養生活継続支援加算として、次に掲げる区
分に従い、初回算定日の属する月から起算して１年を限度として、月１回
に限り、いずれかを所定点数に加算する。
イ 直近の入院において精神科退院時共同指導料１を算定した患者の場合

点
ロ イ以外の患者の場合 点

［施設基準］（概要）
（１）当該支援に専任の精神保健福祉士が１名以上勤務していること。

（２）当該支援を行う保健師、看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療
養生活継続支援の対象患者の数は１人につき 人以下であること。

（削除）

現行
【通院・在宅精神療法】
［算定要件］（概要）
注８ （療養生活環境整備指導加算）
注９ （療養生活継続支援加算）

通院精神療法を算定する患者であって、重点的な支
援を要するものに対して、精神科を担当する医師の指
示の下、看護師又は精神保健福祉士が、当該患者が地
域生活を継続するための面接及び関係機関との連絡調
整を行った場合に、１年を限度として、月１回に限り

点を所定点数に加算する。ただし、注８に規定す
る加算を算定した場合は、算定しない。

［施設基準］（概要）
（１）当該支援に専任の看護師又は専任の精神保健福祉

士が１名以上勤務していること。
（２）当該看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する

療養生活継続支援の対象患者の数は１人につき
人以下であること。

（３）当該看護師については、精神科等の経験を３年以
上有し、精神看護関連領域に係る適切な研修を修
了した者であること。 ⚫ 旧注８（療養生活環境整備指導加算）について、療養生活継続

支援加算のイへ統合した上で、療養生活継続支援加算の要件を
見直し。

⚫ 対象患者に、在宅精神療法を算定する患者を追加。

140
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精神保健指定医、多職種の配置等

常勤の精神保健指定医を１名以上配置

多職種の活用、専門的な診療等に係る加算のうち
いずれかを届出

通院・在宅精神療法の見直し及び早期診療体制充実加算の新設
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価－⑤

早期診療体制充実加算の新設

［施設基準］（概要）
初診、 分以上の診療等の診療実績

分以上又は 分以上の通院・在宅精神療法の算定回数／過去６か月間の通院・在宅精神療法の算定回数≧５％

【診療所】過去６か月間の初診日に 分以上の通院・在宅精神療法の算定回数の合計／勤務する医師の数≧ 以上

地域の精神科医療提供体制への貢献（時間外診療、精神科救急医療の提供等）

アからウまでのいずれかを満たすこと。
ア 常時対応型施設（精神科救急医療確保事業） 又は 身体合併症救急医療確保事業において指定
イ 病院群輪番型施設（精神科救急医療確保事業）であって、

時間外、休日又は深夜において、入院件数が年４件以上 又は 外来対応件数が年 件以上
ウ 外来対応施設（精神科救急医療確保事業） 又は 時間外対応加算１の届出

かつ 精神科救急情報センター、保健所、警察等からの問い合わせ等に原則常時対応できる体制
常勤の精神保健指定医が、精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年１回以上行っていること。
※常勤の精神保健指定医が複数名勤務している場合は、少なくとも２名が当該要件を満たすこと

療養生活継続支援加算
児童思春期精神科専門管理加算
児童思春期支援指導加算
認知療法・認知行動療法
依存症集団療法
精神科在宅患者支援管理料

精神科入退院支援加算
精神科リエゾンチーム加算
依存症入院医療管理加算
摂食障害入院医療管理加算
児童思春期精神科入院医療管理料

精神保健指定医として業務等を行う常勤の精神保健指定医を配置

143

通院・在宅精神療法の見直し及び早期診療体制充実加算の新設
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価－⑤

早期診療体制充実加算の新設

➢ 精神疾患の早期発見及び症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分な体制を有する医療機関が精
神療法を行った場合について、通院・在宅精神療法に加算を設ける。
（新） 早期診療体制充実加算

（１）最初に受診した日から
３年以内の期間に行った場合 （２）（１）以外の場合

病院の場合 点 点
診療所の場合 点 点

［算定要件］（概要）
（１）当該患者を診療する担当医を決めること。
（２）担当医は、当該患者に対して、以下の指導、服薬管理等を行うこと。
ア 原則として、患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療を行う。
イ 患者の状態に応じて適切な問診及び身体診察等を行う。

特に、精神疾患の診断及び治療計画の作成並びに治療計画の見直しを行う場合は、
詳細な問診並びに身体診察及び神経学的診察を実施し、その結果を診療録に記載する。

ウ 患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、処方されている医薬品を全て管理し、
診療録に記載する。

エ 標榜時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有し、
当該患者に連絡先について情報提供するとともに、受診の指示等、速やかに必要な対応を行う。

オ 必要に応じて障害支援区分認定に係る医師意見書又は要介護認定に係る主治医意見書等を作成
すること。

カ 必要に応じ、健康診断や検診の受診勧奨や、予防接種に係る相談への対応を行う。
キ 患者又は家族等の同意について、署名付の同意書を作成し、診療録に添付する。
ク 院内掲示やホームページ等により以下の対応（※）が可能なことを周知する。
ケ 精神疾患の早期介入等に当たっては、「早期精神病の診療プランと実践例」等を参考とする。

ケースマネジメント

障害福祉サービス等の相談

介護保険に係る相談

相談支援専門員、介護支援専門員
からの相談に対応

市町村等との連携

入院していた患者の退院支援

身体疾患の診療、他科連携

健康相談、予防接種の相談

可能な限り向精神薬の多剤、大量、
長期処方を控えていること

（※）院内、 等において、以下
の対応を行っている旨を掲示
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令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価－⑦

５ の診断基準（抄） 成人、青年、６歳を超える子供の場合

実際にまたは危うく死ぬ、重症を負う、性的暴力を受ける出来事への曝露。（※１）

心的外傷的出来事の後に始まる、その心的外傷的出来事に関連した侵入症状の存在。
心的外傷的出来事に関連する刺激の持続的回避。
心的外傷的出来事に関連した認知と気分の陰性の変化。
心的外傷的出来事と関連した、覚醒度と反応性の著しい変化。
障害（基準 、 、 および ）の持続が１ヵ月以上。
その障害は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領
域における機能の障害を引き起こしている。
その障害は、物質（例：医薬品またはアルコール）または他の医学的疾患の生理学的
作用によるものではない。

（※１）について、直接体験したものの他、直接目撃したものや、近親者又は親しい友人に起こった暴力的な出来事等の外傷体験に起因する場合も含まれる。

心理支援加算の新設
➢ 心的外傷に起因する症状を有する患者に対して適切な介入を推進する観点から、精神科を担当す
る医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合の評価を新設する。

（新） 心理支援加算 点（月２回）
［算定要件］（概要）
（１）心理に関する支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が、心理学に関する専門的知識及び技

術等を用いて、対面による心理支援を 分以上実施した場合に、初回算定日の属する月から起算して２年を限度として、月２回に限
り算定できる。（通院・在宅精神療法を実施した月の別日に当該支援を実施した場合においても算定可。）

（２）実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。
ア 対象患者：外傷体験（※１）を有し、心的外傷に起因する症状（※２）を有する者として、精神科医が心理支援を必要と判断したもの

（※１）身体的暴行、性的暴力、災害、重大な事故、虐待若しくは犯罪被害等
（※２）侵入症状、刺激の持続的回避、認知と気分の陰性の変化、覚醒度と反応性の著しい変化又は解離症状

イ 医師は当該患者等に外傷体験の有無等を確認した上で、当該外傷体験及び心的外傷に起因する症状等について診療録に記載する。
心理支援加算の対象患者

Ａ外傷体験
＋

ＢからＥまでのいずれか
又は解離症状

を有する者として、精神科医が
心理支援を必要と判断したもの
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児童思春期支援指導加算の新設
令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－４－５ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価－⑥

➢ 児童・思春期の精神疾患患者に対する外来診療の充実を図る観点から、多職種が連携して患者の外
来診療を実施した場合について、通院・在宅精神療法に加算を設ける。

（新） 児童思春期支援指導加算
イ 分以上の通院・在宅精神療法を行った場合 点
（当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から３月以内に１回限り）
ロ イ以外の場合

２ １ 以外の場合
１ 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から２年以内 点

点

【通院・在宅精神療法 歳未満加算】 点

［算定要件］（概要）
（１）通院精神療法を算定する患者であって、 歳未満のものに対して、児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了し

た精神科を担当する医師の指示の下、児童思春期の患者に対する当該支援に専任の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士、精神保健福祉士又は公認心理師が、当該患者に対して、対面による療養上必要な指導管理を 分以上実施した場合に算定す
る。なお、精神科を担当する医師が通院・在宅精神療法を実施した月の別日に当該支援を実施した場合においても算定できる。

（２）多職種が共同して支援計画を作成すること。
（３）指導管理及び支援計画の内容に関して、患者等の同意を得た上で、学校等、児童相談所、児童発達支援センター、障害児支援事業

所、基幹相談支援センター又は発達障害者支援センター等の関係機関に対して、文書による情報提供や面接相談を適宜行うこと。
（４）患者の支援方針等について、概ね３月に１回以上の頻度でカンファレンスを実施し、必要に応じて支援計画の見直しを行うこと。
（５）１週間当たりの算定患者数は 人以内とする。
（６） 歳未満加算又は児童思春期精神科専門管理加算を算定した場合は、算定しない。
［施設基準］（概要）
（１）児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科の専任の常勤医師が１名以上配置されていること。
（２）児童思春期の患者に対する当該支援に専任の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士又は公認心
理師が２名以上かつ２職種以上配置されており、そのうち１名以上は児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了し
た者であること。

（３）当該保険医療機関が過去６か月間に初診を実施した 歳未満の患者の数が、月平均８人以上であること。
➢ 児童思春期支援指導加算の新設に伴い、 歳未満加算について、評価を見直す。

現行 改定後
【通院・在宅精神療法 歳未満加算】 点
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長期収載品の保険給付の在り方の見直し

保険給付と選定療養の適用場面
➢ 長期収載品の使用について、①銘柄名処方の場合であって、患者希望により長期収載品を処方・調剤した場合や、
②一般名処方の場合は、選定療養の対象とする。

➢ ただし、①医療上の必要性があると認められる場合（例：医療上の必要性により医師が銘柄名処方（後発品への
変更不可）をした場合）や、②薬局に後発医薬品の在庫が無い場合など、後発医薬品を提供することが困難な場
合については、選定療養とはせず、引き続き、保険給付の対象とする。

選定療養の対象品目の範囲
➢ 後発医薬品上市後、徐々に後発品に置換えが進むという実態を踏まえ、
① 長期収載品の薬価ルールにおいては後発品上市後５年から段階的に薬価を引き下げることとしている。この点
を参考に、後発品上市後５年を経過した長期収載品については選定療養の対象（※）とする。
※ ただし、置換率が極めて低い場合（市場に後発医薬品がほぼ存在しない場合）については、対象外とする。

② また、後発品上市後５年を経過していなくても、置換率が に達している場合には、後発品の選択が一般的
に可能な状態となっていると考えられ、選定療養の対象とする。

保険給付と選定療養の負担に係る範囲

➢ 選定療養の場合には、長期収載品と後発品の価格差を踏まえ、後発医薬品の最高価格帯との価格差の４分の３ま
でを保険給付の対象とする。

➢ 選定療養に係る負担は、医療上の必要性等の場合は長期収載品の薬価で保険給付されることや、市場実勢価格等
を踏まえて長期収載品の薬価が定められていることを踏まえ、上記価格差の 分の１相当分とする。

※具体的な対象品目や運用等の詳細については３月中に通知予定

医療保険財政の中で、イノベーションを推進する観点から、長期収載品について、保険給付の在り方
の見直しを行うこととし、選定療養の仕組みを導入する。※準先発品を含む。

令和６年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医薬品産業構造の転換も見据えたイノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等－①

147

令和６年度診療報酬改定
個別改定事項（Ⅱ）
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医薬品の安定供給に資する取組の推進

外来後発医薬品使用体制加算１ 点 → ８点 外来後発医薬品使用体制加算２ 点 → 点
外来後発医薬品使用体制加算３ 点 → ５点
追加の施設基準
• 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること及び当該体制に関する事
項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当
該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

令和６年度診療報酬改定 Ⅳ－１ 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方の見直し等

➢ 一般名処方加算について、医薬品の供給が不足等した場合における治療計画の見直し等に対応でき
る体制の整備並びに患者への説明及び院内掲示にかかる要件を設けるとともに、評価を見直す。
一般名処方加算１ ７点 → 点 一般名処方加算２ ５点 → 点
施設基準
• 医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して
いること。

後発医薬品使用体制加算・外来後発医薬品使用体制加算の見直し
➢ 後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、医薬品の供給が不足等した場
合における治療計画の見直し等に対応できる体制の整備並びに患者への説明及び院内掲示にかかる
要件を設けるとともに、評価を見直す。
後発医薬品使用体制加算１ 点 → 点 後発医薬品使用体制加算２ 点 → 点
後発医薬品使用体制加算３ 点 → 点
追加の施設基準
• 医薬品の供給が不足した場合に当該保険医療機関における治療計画等の見直しを行う等、適切に対応する体制を有していること及び当該体
制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分に説明するこ
とについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

一般名処方加算の見直し

149

処方箋の様式変更

一般名処方を行う場合、「変更不可（医療上必
要）」欄や「患者希望」欄にチェック等をしない。
一般名処方の処方箋を薬局に持参した患者が
長期収載品を希望した場合は、選定療養の対
象になる。

令和６年 月からの長期収載品の選定療養
化に伴って処方箋の様式が変更された。

銘柄名で長期収載品を処方する場合で、医
師が医療上の必要性があり、後発医薬品へ
の変更には差し支えがあると判断した際に
は「変更不可（医療上必要）」欄にチェックま
たは×印を品目ごとに記入し、「保険医署名」
欄に署名または記名・押印する。

一方、患者の希望で長期収載品を処方する
際には、「患者希望」欄にチェックまたは×印
を品目ごとに記入することになる。

（ ） 「変更不可」欄を「変更不可（医療上
必要）」欄に変更、

（ ） 「患者希望」欄の新設

148
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［対象医療機関］
• 以下の①～③のいずれにも該当する医療機関。

① 直近３月の処方箋を交付した回数が 回を超えること。
② 保険薬局 特別調剤基本料Ａを算定しているものに限る と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険医療機関であること。
③ 当該特別な関係を有する薬局の当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が９割を超えていること。

いわゆる同一敷地内薬局に関する評価の見直し
いわゆる同一敷地内薬局を有する医療機関に関する処方箋料の見直し

➢ 月あたりの処方箋の交付が平均 回を超える医療機関が、当該医療機関の交付する処方箋によ
る調剤の割合が９割を超える薬局と不動産取引等の特別な関係を有する場合の処方箋料の評価を見直
す。

令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－８ 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進－④

改定後

点

点
点

【処方箋料】
（対象医療機関の場合）
１ 向精神薬他剤投与を行った場合
２ １以外の場合の他剤投与又は

向精神薬長期処方を行った場合
３ １及び２以外の場合

（対象医療機関以外の場合）
１ 向精神薬他剤投与を行った場合 点※

点※
２ １以外の場合の他剤投与又は

向精神薬長期処方を行った場合
３ １及び２以外の場合 点※

※処方等に係る評価の再編に伴うもの

現行

点

【処方箋料】

１ 向精神薬他剤投与を行った場合
２ １以外の場合の他剤投与又は

向精神薬長期処方を行った場合
３ １及び２以外の場合

点
点
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➢ 外来におけるバイオ後続品導入初期加算の対象患者について、外来化学療法を実施している患者か
ら、医療機関において注射するバイオ後続品を使用する全ての患者に見直す。

※ 在宅自己注射指導管理料に係るバイオ後続品使用体制加算については従前のとおり。

バイオ後続品の使用促進②
バイオ後続品導入初期加算の見直し

令和６年度診療報酬改定 Ⅳ－１ 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方の見直し等ー②

改定後
【第６部 注射】
［算定要件］
＜通則＞
• 入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって、当該患者に
対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用し
た場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続
品の初回の使用日の属する月から起算して３月を限度として、
月１回に限り 点を更に所定点数に加算する。

【外来腫瘍化学療法診療料】
［算定要件］
• （削除）

現行
【第６部 注射】
［算定要件］
＜通則＞
• 外来化学療法を算定する場合について、当該患者に対し、バイ
オ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、
バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の
使用日の属する月から起算して３月を限度として、月１回に限
り 点を更に所定点数に加算する。

【外来腫瘍化学療法診療料】
［算定要件］
• 当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続
品を使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該
バイオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して３月を限
度として、月１回に限り 点を所定点数に加算する。

・ アガルシダーゼベータ ・ ラニビズマブ

〈参考〉今回の改定で新たにバイオ後続品導入初期加算の対象となる注射薬
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令和６年度診療報酬改定
附帯意見

153

医療機関・訪問看護ステーションにおける明細書発行の推進
明細書無料発行の推進

➢ 現行、明細書の無料発行については、電子レセプト請求（オンライン請求・光ディスク等による請求
）が義務付けられている病院、診療所及び薬局については、原則として明細書を発行しなければなら
ないこととされているが、診療所であって、明細書交付が困難であることについて正当な理由※があ
る場合、当分の間、患者から求められたときに交付することで足りるとされる免除規定があり、また
、訪問看護ステーションにおいては、明細書の発行は努力義務とされているところ。

➢ 現行の取扱いについて、患者から見て分かりやすい医療を実現する観点及び医療 を推進する観点か
ら以下のとおり見直す。

①診療所（医科・歯科）における明細書無料発行の免除規定について、診療報酬改定 において 検
討されている標準型レセコンの提供等により、全ての医療機関において明細書の発行が可能にな
った時期を目途として廃止する。

②訪問看護ステーションにおける明細書の発行について、令和６年６月（７月請求分）からオンラ
イン請求が開始されることを踏まえ、現在努力規定となっている明細書の発行について義務化する。
なお、訪問看護療養費については、既に交付が義務づけられている領収証においては個別の項目毎の
金額等の記載が求められていることに鑑み、現在の領収証を領収証兼明細書として位置づける。
また、領収証兼明細書に変更するシステム改修に必要な期間を考慮し、令和７年５月 日までの

経過措置期間を置く。

令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－２ 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価－⑪

【※正当な理由】
①一部負担金等の支払いがない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している場合
②自動入金機の改修が必要な場合 152
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（外来医療）
地域包括診療料・加算における介護保険サービスとの連携に係る評価について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、介

護保険サービスとの連携の推進について引き続き検討すること。
生活習慣病の管理について、今回の改定による影響の調査・検証を行うとともに、より適切な管理がなされるよう、患者の視点を十分

に踏まえつつ、引き続き検討すること。
加えて、他の疾病管理についても実態を踏まえた適切な評価の在り方について引き続き検討を行うこと。
かかりつけ医機能を有する医療機関について、改正医療法に基づく制度整備の状況を踏まえ、かかりつけ医機能がより発揮される評価

の在り方を検討すること。
情報通信機器を用いた精神療法について、患者の受療行動を含め、その実態について調査・検証を行うとともに、より適切な評価の在

り方について引き続き検討すること。
情報通信機器を用いた診療については、初診から向精神薬等を処方している医療機関や大半の診療を医療機関の所在地とは異なる都道

府県の患者に対して行っている医療機関があることを踏まえ、今後、より丁寧に実態を把握するとともに、引き続き評価の在り方につい
て検討すること。

（在宅医療等）
在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の質の向上に向け、同一建物居住者への効率的な訪問診療や訪問看護におけ

る対応等、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、地域における医療提供体制の実態等も踏まえつつ、往診、訪問診療、歯科
訪問診療、訪問薬剤管理指導、訪問看護等における適切な評価の在り方を引き続き検討すること。

（精神医療）
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価について引き続き検討すること。特に新設された精神科地域包括ケア病

棟入院料については、地域定着等の状況も含め、データを用いて適切に調査・検証し、評価の在り方について検討すること。

（リハビリテーションへの対応等）
回復期リハビリテーション入院医療管理料の新設に伴い、医療資源の少ない地域におけるリハビリテーションへの対応等について、今

回改定による影響の調査・検証を行うこと。

（医療技術の評価）
保険適用された医療技術に対する評価について、レジストリ等のリアルワールドデータの解析結果や関係学会等による臨床的位置付け

を踏まえ、適切な再評価が継続的に行われるよう、医療技術の評価のプロセスも含め引き続き検討すること。
また、革新的な医療機器や検査等のイノベーションを含む先進的な医療技術について、迅速かつ安定的に患者へ供給・提供させる観点

も踏まえ、有効性・安全性に係るエビデンスに基づく適切な評価の在り方を引き続き検討すること。

（歯科診療報酬）
かかりつけ歯科医の機能の評価に係る施設基準の見直し等の影響や回復期リハビリテーション病棟等の入院患者に対する口腔管理・多

職種連携の状況等を調査・検証し、口腔疾患の継続的な管理の在り方や口腔管理に係る関係者との連携の評価の在り方について引き続き
検討すること。

令和 年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見
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（全般的事項）
１ 近年、診療報酬体系が複雑化していること及び医療 の推進において簡素化が求められていることを踏まえ、患者をはじめとする関
係者にとって分かりやすい診療報酬体系となるよう検討すること。

（賃上げ全般）
２ 看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種を対象とした賃上げに係る評価について、各医療機関における賃上げが適切に実施されて
いるか、実態を適切に把握した上で、検証を行うこと。また、 歳未満の勤務医師及び勤務歯科医師並びに薬局の勤務薬剤師、事務職員
や歯科技工所で従事する者等についても賃上げの実態を適切に把握した上で、検証を行うこと。

（医療 ）
３ 令和 年 月 日から現行の健康保険証の発行が終了することを踏まえ、医療情報取得加算による適切な情報に基づく診療の評価の
在り方について令和６年度早期より見直しの検討を行うとともに、医療 推進体制整備加算について、今後のマイナンバーカードの保険
証利用の利用実態及びその活用状況を把握し、適切な要件設定に向けて検討を行うこと。
加えて、医療 推進体制整備加算について、電子処方箋の導入状況および電子カルテ共有サービスの整備状況を確認しつつ、評価の在り
方について引き続き検討すること。

（働き方改革・人材確保）
４ 医師の働き方改革の更なる推進を図る観点から、医療機関全体の取組に対する評価の在り方、タスクシフト・タスクシェアの進捗及び各
医療従事者の負担の軽減、人材確保が困難である状況の中での看護補助者の定着等について、今回改定による影響の調査・検証を行うと
ともに、実効性のある取り組みに繋がる評価の在り方等について引き続き検討すること。

（入院医療）
５ 新設された地域包括医療病棟において、高齢者の急性疾患の受け入れ状況、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理などのアウトカム
などについて、幅広くデータに基づいた分析を行い、評価の在り方について検討すること。また、地域包括医療病棟の新設に伴い、 対
の急性期一般病棟については、その入院機能を明確にした上で、再編を含め評価の在り方を検討すること。

６ 急性期一般病棟入院基本料や高度急性期医療に係る評価、地域で急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制について、
今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、人口構造や医療ニーズの変化も見据え、重症度、医療・看護必要度、 スコア等、
入院患者のより適切な評価指標や測定方法等、入院料の評価の在り方等について、引き続き検討すること。

７ 地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、障害者施設等入院基本料、療養病棟入院基本料等について、今回改
定による影響の調査・検証を行うとともに、求められている役割の更なる推進や提供されている医療の実態の反映の観点から、入院料の
評価の在り方等について引き続き検討すること。

８ 救急医療管理加算の見直しについて、今回改定による影響の調査・検証を行い、より適切な患者の重症度に応じた評価の在り方について
引き続き検討すること。

９ 及び短期滞在手術等基本料について、今回改定による在院日数等への影響の調査・検証を行うとともに、医療の質の向上と
標準化に向け、診療実態を踏まえた更なる包括払いの在り方について引き続き検討すること。
入院時の食費の基準の見直しについて、今回改定による影響、食費等の動向等を把握し、検証を行うこと。

令和 年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見
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令和６年度診療報酬改定
経過措置

経過措置については、別途、告示、通知及び
「施設基準届出チェックリスト」を参照されたい。

157

令和 年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見
（調剤報酬）

調剤報酬に関しては、地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、かかりつけ機能を発揮して地域医療に貢献する薬局の整備を進める
ため、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、薬局・薬剤師業務の専門性をさらに高め、質の高い薬学的管理の提供への転換
を推進するための調剤報酬の在り方について引き続き検討すること。

（敷地内薬局）
いわゆる同一敷地内薬局については、同一敷地内の医療機関と薬局の関係性や当該薬局の収益構造等も踏まえ、当該薬局及び当該薬局

を有するグループとしての評価の在り方に関して、引き続き検討すること。

（長期処方やリフィル処方）
長期処方やリフィル処方に係る取組について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、適切な運用や活用策について引き続き
検討すること。

（後発医薬品の使用促進）
バイオ後続品を含む後発医薬品の使用促進について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、後発医薬品の供給状況や医療

機関や薬局における使用状況等も踏まえ、診療報酬における後発医薬品の使用に係る評価について引き続き検討すること。

（長期収載品）
選定療養の仕組みを用いた、長期収載品における保険給付の在り方の見直しについては、患者の動向、後発医薬品への置換え状況、医

療現場への影響も含め、その実態を把握するとともに、制度の運用方法等に関して必要な検証を行うこと。

（薬価制度）
今回の薬価制度改革の骨子に基づき、ドラッグ・ラグ／ドラッグ・ロスの解消等の医薬品開発への影響や、後発医薬品の企業指標の導

入や今後の情報公表も踏まえた医薬品の安定供給に対する影響等について、製薬業界の協力を得つつ分析・検証等を行うともに、こうし
た課題に対する製薬業界としての対応を踏まえながら、薬価における評価の在り方について引き続き検討すること。

（保険医療材料制度）
今回の保険医療材料制度改革に基づくプログラム医療機器への対応や革新的な医療機器等に対する評価の導入の影響等について検証す

ること。また、医療上必要な医療機器等の安定供給の確保等の観点から、いわゆる物流 年問題による影響を注視するとともに、我が
国における医療機器等の製造や流通、研究開発に係る費用構造等について関係業界の協力を得つつ分析し、こうした課題に対する関係業
界としての対応を踏まえながら、適切な評価の在り方について引き続き検討すること。

（施策の検証）
施策の効果や患者への影響等について、データやエビデンスに基づいて迅速・正確に把握・検証できるようにするための方策について

引き続き検討すること。医療機関・薬局の経営状況については、医療経済実態調査等の結果に基づき、議論することを原則とすること。
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令和６年度診療報酬改定

施設基準の届出について
お願い

➢ 令和６年６月１日から算定を行うための届出期間は、
令和６年５月２日から 月３日です。ご注意願います。

➢ 締切日直前に届出が集中することが予想されますので、
できる限り早期にご提出いただくようお願いします。
５月下旬以降は厚生局に届出が集中し、混雑が予想されるため、可能な限り５月 日まで
の届出に努めることが求められております。
ただし、令和６年６月診療分の施設基準に係る電子申請による届出は、５月２０日から受付開
始となることにご留意ください。〔疑義解釈その２ 問２〕

158

 

＜参考＞

■施設基準届出様式 【関東信越厚生局：「令和６年度診療報酬改定について」】
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/r06kaitei_00001.html 

※「2 施設基準等の届出について」より、基本診療料及び特掲診療料に関する届出

様式をダウンロードして、必要書類を添付したうえ、医療機関が所在する都県を管

轄する事務所へ提出してください。 

▶ 東京都の医療機関は以下の住所へ郵送

〒163-1111 

東京都新宿区西新宿 6丁目 22－1 新宿スクエアタワー11階 

関東信越厚生局東京事務所 

 

※届出に係るご質問は以下の連絡先へご連絡ください。 

＜電話番号＞  審査課（施設基準等）：03-6692-5119 

           指導課（算定要件等）：03-6692-5126 
 

 

※令和 6年 6月 1日から算定するには、令和 年 月 日（月）必着で届出が必要です。 

■施設基準届出チェックリスト【厚生労働省：「令和６年度診療報酬改定について」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html 
 

※「第３ 関係法令等」【省令・告示】（３）の３ 「令和６年度診療報酬改定に係る施設

基準届出チェックリストの送付について（事務連絡）」の別添１～４のうち該当するも

のをダウンロードし、施設基準の届出漏れの防止にご活用ください。 
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※「第３ 関係法令等」【省令・告示】（３）の３ 「令和６年度診療報酬改定に係る施設

基準届出チェックリストの送付について（事務連絡）」の別添１～４のうち該当するも

のをダウンロードし、施設基準の届出漏れの防止にご活用ください。 
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令和６年度 制度改正・報酬改定について

－ 介護保険制度改正に向けての検討経緯等 －

○ 令和４年 月 日に開催された「社会保障審議会介護保険部会」において、以下の主な事項が提示さ

れました。

‣介護予防・健康づくりの推進（健康寿命の延伸）

‣保険者機能の強化（地域保険としての地域のつながり機能・マネジメント機能の強化）

‣地域包括ケアシステムの推進（多様なニーズに対応した介護の提供・整備）

‣認知症施策の総合的な推進

‣持続可能な制度の構築・介護現場の革新

○ 当該部会での議論を経て、令和４年 月 日に「介護保険制度の見直しに関する意見」が取りまと

められました。

‣全世代対応型の持続可能な社会保障制度の構築に向けて、質の高い医療介護を効率的に提供するための基盤整備

が必要。

‣次期計画期間中に 年を迎えるが、今後、 歳以上人口の割合が上昇し、サービス需要や給付費は増加する

一方、生産年齢人口は急減。地域ニーズに対応したサービス等基盤の整備や、人材確保、保険制度の持続可能性の

確保に向けた早急な対応が必要。

‣社会環境の変化の中でも、高齢者の自己決定に基づき、必要なサービスを受けられ、希望するところで安心して生

活できる社会を実現する必要。

－ 報酬改定における検討経緯等 －

○ 令和 年 月 日に開催された「社会保障審議会介護給付費分科会」において、以下の観点で議論

することが示されました。

‣地域包括ケアシステムの深化・推進

‣自立支援・重度化防止を重視した質の高い介護サービスの推進

‣介護人材の確保と介護現場の生産性の向上

‣制度の安定性・持続可能性の確保

○ 当該分科会での議論を経て、令和６年１月２２日に「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」が取

り纏められました。

本日は、この資料を用いながら、「令和６年度 介護報酬

改定について」 ご説明させていただきます。
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◼ 人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対
応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」を基
本的な視点として、介護報酬改定を実施。

１．地域包括ケアシステムの深化・推進

４．制度の安定性・持続可能性の確保

◼ 認知症の方や単身高齢者、医療ニーズが高い中重度の高齢者を含め、質の高いケアマネジメントや必要なサービスが切れ目なく提供されるよ
う、地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組を推進

令和６年度介護報酬改定の概要

５．その他

• 質の高い公正中立なケアマネジメント
• 地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組
• 医療と介護の連携の推進
➢ 在宅における医療ニーズへの対応強化
➢ 高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化
➢ 高齢者施設等と医療機関の連携強化

• 評価の適正化・重点化
• 報酬の整理・簡素化

◼ 介護保険制度の安定性・持続可能性を高め、全ての世代にとって
安心できる制度を構築

• 看取りへの対応強化
• 感染症や災害への対応力向上
• 高齢者虐待防止の推進
• 認知症の対応力向上
• 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し

２．自立支援・重度化防止に向けた対応

• リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等
• 自立支援・重度化防止に係る取組の推進
• を活用した質の高い介護

◼ 高齢者の自立支援・重度化防止という制度の趣旨に沿い、多職種
連携やデータの活用等を推進

◼ 介護人材不足の中で、更なる介護サービスの質の向上を図るため、
処遇改善や生産性向上による職場環境の改善に向けた先進的な取
組を推進

３．良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

• 「書面掲示」規制の見直し
• 通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化
• 基準費用額（居住費）の見直し
• 地域区分

• 介護職員の処遇改善
• 生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり
• 効率的なサービス提供の推進

➢ 在宅における医療・介護の連携強化

1

年 月 日

厚生労働省 老健局
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令和６年度 制度改正・報酬改定について
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‣介護予防・健康づくりの推進（健康寿命の延伸）

‣保険者機能の強化（地域保険としての地域のつながり機能・マネジメント機能の強化）

‣地域包括ケアシステムの推進（多様なニーズに対応した介護の提供・整備）

‣認知症施策の総合的な推進

‣持続可能な制度の構築・介護現場の革新

○ 当該部会での議論を経て、令和４年 月 日に「介護保険制度の見直しに関する意見」が取りまと

められました。

‣全世代対応型の持続可能な社会保障制度の構築に向けて、質の高い医療介護を効率的に提供するための基盤整備

が必要。

‣次期計画期間中に 年を迎えるが、今後、 歳以上人口の割合が上昇し、サービス需要や給付費は増加する

一方、生産年齢人口は急減。地域ニーズに対応したサービス等基盤の整備や、人材確保、保険制度の持続可能性の

確保に向けた早急な対応が必要。

‣社会環境の変化の中でも、高齢者の自己決定に基づき、必要なサービスを受けられ、希望するところで安心して生

活できる社会を実現する必要。

－ 報酬改定における検討経緯等 －

○ 令和 年 月 日に開催された「社会保障審議会介護給付費分科会」において、以下の観点で議論

することが示されました。

‣地域包括ケアシステムの深化・推進

‣自立支援・重度化防止を重視した質の高い介護サービスの推進

‣介護人材の確保と介護現場の生産性の向上

‣制度の安定性・持続可能性の確保

○ 当該分科会での議論を経て、令和６年１月２２日に「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」が取

り纏められました。

本日は、この資料を用いながら、「令和６年度 介護報酬

改定について」 ご説明させていただきます。
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■ 居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件について、ヤングケアラーなどの多様な課題への対応を促進す
る観点等から見直しを行う。

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞
特定事業所加算（Ⅰ） 単位 特定事業所加算（Ⅰ） 単位（変更）
特定事業所加算（Ⅱ） 単位 特定事業所加算（Ⅱ） 単位（変更）
特定事業所加算（Ⅲ） 単位 特定事業所加算（Ⅲ） 単位（変更）
特定事業所加算（Ａ） 単位 特定事業所加算（Ａ） 単位（変更）

【算定要件等】
ア 多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点から、「ヤングケアラー、障害者、生活困窮
者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」を要件とするとと
もに、評価の充実を行う。

イ （主任 介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支援の提供や地域包括支援セン
ターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業との兼務が可能である旨を明確化する。

ウ 事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算に係る要件を削除する。
エ 介護支援専門員が取り扱う１人当たりの利用者数について、居宅介護支援費の見直しを踏まえた対応を行う。

質の高い公正中立なケアマネジメント
居宅介護支援における特定事業所加算の見直し 告示改正

居宅介護支援

3

１．地域包括ケアシステムの深化・推進

2
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■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び（看護）小規模多機能型居宅介護が、地域包括ケアシステムの担い手と
して、より地域に開かれた拠点となり、認知症対応を含む様々な機能を発揮することにより、地域の多様な主体と
ともに利用者を支える仕組みづくりを促進する観点から、総合マネジメント体制強化加算について、地域包括ケア
の推進と地域共生社会の実現に資する取組を評価する新たな区分を設ける。なお、現行の加算区分については、新
たな加算区分の取組を促進する観点から評価の見直しを行う。

地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組
総合マネジメント体制強化加算の見直し 告示改正

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護

算定要件（ ４ ～ は新設）

加算（Ⅰ）： 単位
（新設）

加算（Ⅱ）： 単位
（現行の 単位から見直し）

小規模多機能
型居宅介護

看護小規模多機
能型居宅介護

定期巡回・随
時対応型訪問
介護看護

小規模多機能
型居宅介護

看護小規模多機
能型居宅介護

定期巡回・随
時対応型訪問
介護看護

（１）個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護
職員（計画作成責任者）や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること ○ ○ ○ ○ ○ ○

（２）利用者の地域における多様な活動が確保されるように、日常的に地域住民等との交
流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること ○ ○ ○ ○

（３）地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできる
サービスの具体的な内容に関する情報提供を行っていること ○ ○ ○ ○

（４）日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること。 ○ ○ ○
（５）必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービ
スを含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること ○ ○

（６）地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支
援を行っていること

事業所の特
性に応じて
１つ以上
実施

事業所の特
性に応じて
１つ以上
実施

○

（７）障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の
場の拠点となっていること（※）

事業所の特
性に応じて
１つ以上
実施

（８）地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること

（９）市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参
加していること

（ ）地域住民及び利用者の住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行っていること
（※）定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、「障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流を行っていること。」が要件

5

■ 訪問介護における特定事業所加算について、中山間地域等における継続的なサービス提供や看取り期の利用者な
ど重度者へのサービス提供を行っている事業所を適切に評価する観点等から見直しを行う。

地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組、看取りへの対応強化
訪問介護における特定事業所加算の見直し 告示改正

訪問介護

報酬区分▶現行の(Ⅳ)を廃止し、現行の(Ⅴ)を(Ⅳ)に、(Ⅴ)を新設
算定要件 ▼ 現行の ６ を １ に統合、 ６ 、 ７ 、 ８ 、 を新設、現行の を削除

(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ)
廃止

(Ⅴ)
→(Ⅳ)
３

体
制
要
件

（１）訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
（２）利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
（３）利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
（４）健康診断等の定期的な実施
（５）緊急時等における対応方法の明示

〇 ○ ○
○
※(1)
除く

〇

（６）サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施 ⇒【（１）へ統合】 ○
（６）病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、 時間連絡できる体制を確保しており、

かつ、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関
する職員研修の実施等

○(※) ○(※)

（７）通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住する者に対して、継続的にサービスを提供していること
（８）利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任

者等が起点となり、随時、介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直しを行っていること

人
材
要
件

（９）訪問介護員等のうち介護福祉士の占める割合が 分の 以上、又は介護福祉士、実務者研修修了者、並びに
介護職員基礎研修課程修了者及び 級課程修了者の占める割合が 分の 以上 ○ ○

（ ）全てのサービス提供責任者が 年以上の実務経験を有する介護福祉士、又は 年以上の実務経験を有する実務者
研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは 級課程修了者 ○ ○

（ ）サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を１人以上配置
していること ⇒【Ⅲ・Ⅳに追加】 ○ ○ 〇

（ ）訪問介護員等の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が 分の 以上であること⇒【Ⅲに追加】 ○ ○
重
度
者
等
対
応
要
件

（ ）利用者のうち、要介護４、５である者、日常生活自立度（Ⅲ、Ⅳ、 ）である者、たんの吸引等を必要とする
者の占める割合が 分の 以上 ○ ○

（ ）利用者のうち、要介護３～５である者、日常生活自立度（Ⅲ、Ⅳ、 ）である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が 分
の 以上 ⇒【削除】 ○

（ ）看取り期の利用者への対応実績が 人以上であること（併せて体制要件 の要件を満たすこと） ○(※) ○(※)

（※）：加算（Ⅰ）・（Ⅲ）については、重度者等対応要件を選択式とし、 ）または（ ）を満たす場合に算定できることとする。また、 を選択する場合には（６）を併せて満たす必要がある。

又は 又は

又は 又は

又は

(Ⅴ)
新設

○

〇

〇

4
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【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞

単位 日 変更なし

医療と介護の連携の推進－在宅における医療ニーズへの対応強化－

■ 介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護における総合医学管理加算について、医療ニーズのある利用者の
受入れを更に促進する観点から、以下の見直しを行う。
ア 居宅サービス計画において計画的に行うこととなっている指定短期入所療養介護についても、治療管理を目的
とするものについては同加算の対象とする。

イ 算定日数について７日を限度としているところ、 日間を限度とする。

総合医学管理加算の見直し 告示改正

短期入所療養介護（介護老人保健施設が提供する場合に限る）

・ 日を限度として 日につき所定単位数を加算する。
・診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。
・診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等
の内容等を診療録に記載すること。

・かかりつけ医に対し、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添え
て必要な情報の提供を行うこと。

総合医学管理加算（ 単位 日）

現行
１ 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定
める基準に従い、居宅サービス計画において計
画的に行うこととなっていない指定短期入所療
養介護を行った場合に、 日を限度として 日に
つき所定単位数を加算する。

２ 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。

改定後
１ 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基
準に従い、指定短期入所療養介護を行った場合に、
日を限度として 日につき所定単位数を加算する。

２ 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。

【算定要件等】

短期入所療養介護入所 退所

かかりつけ医

在宅 在宅

介護老人保健施設

7

■ 医療ニーズの高い利用者が増える中、適切かつより質の高い訪問看護を提供する観点から、専門性の高い看護師
が計画的な管理を行うことを評価する加算を新設。

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞
なし 専門管理加算 単位 月（新設）

【算定要件等】

医療と介護の連携の推進－在宅における医療ニーズへの対応強化－
専門性の高い看護師による訪問看護の評価 告示改正

訪問看護★、看護小規模多機能型居宅介護

○ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所の緩
和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は特定行為研修
を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、所定単位数に加算する。
イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合
・悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている利用者
・真皮を越える褥瘡の状態にある利用者
・人工肛門又は人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合
・診療報酬における手順書加算を算定する利用者

※対象の特定行為：気管カニューレの交換、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換、膀胱ろうカテーテルの交換、褥瘡又は慢性創傷の治療における血流
のない壊死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、脱水症状に対する輸液による補正

6
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入院中に実施していたリハビリテーションに関わる情報
利用者の健康状態、心身機能・構造、活動・参加、
目標、実施内容、リハビリテーション実施に際しての注意点等

■ 退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、退院後のリハビリテーションを提供する
際に、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等を入手し、内容を把握することを義務付ける。

■ リハビリテーション事業所の医師等が、医療機関の退院前カンファレンスに参加した際の評価を新たに設ける。

【基準】（義務付け）
○ 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者のリハビリテーション計画の作成に当たっては、
当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等を入手し、当該利用者のリハビリテーションの情報を把握しなければならない。

【単位数】
退院時共同指導加算 単位 回（退院時１回に限る） （新設）

【算定要件等】
○ リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行う。

医療と介護の連携の推進－在宅における医療・介護の連携強化－
医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化 省令改正、告示改正

訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★

リハビリ
テーション
事業所

リハビリテーション実施計画書等の入手・内容
の把握

入院中に
リハビリ
テーション
を実施した
医療機関

退院前カンファレンスへの参加
リハビリテーションに関わる情報の共有・在宅
でのリハビリテーションに必要な指導の実施

リハビリテーション実施計画書等の入手

退院前カンファレンスへの参加

リハビリテーション
計画への反映

【省令】

【告示】

9

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞
なし 重度者ケア体制加算 単位 月（新設）

医療と介護の連携の推進－在宅における医療ニーズへの対応強化－

■ 主に中重度の利用者を対象とする療養通所介護について、介護度に関わらず一律の包括報酬である一方、重度の
利用者を受け入れるにあたっては特に手厚い人員体制、管理体制等が必要となることから、安定的に重度の利用者
へのサービスを提供するための体制を評価する新たな加算を設ける。

療養通所介護における重度者への安定的なサービス提供体制の評価 告示改正

療養通所介護

【算定要件等】
○ 療養通所介護費における重度者ケア体制加算の基準
次のいずれにも適合すること。
イ 指定地域密着型サービス基準第 条第２項に規定する看護師の員数に加え、看護職員を常勤換算方法で３
以上確保していること。

ロ 指定療養通所介護従業者のうち、保健師助産師看護師法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項第５
号に規定する指定研修機関において行われる研修等（※）を修了した看護師を１以上確保していること。

ハ 指定療養通所介護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している
こと。

※ 認定看護師教育課程、専門看護師教育課程、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修

8
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■ 入所者に急変が生じた場合等の対応について、配置医師による日中の駆けつけ対応をより充実させる観点から、
現行、早朝・夜間及び深夜にのみ算定可能な配置医師緊急時対応加算について、日中であっても、配置医師が通常
の勤務時間外に駆けつけ対応を行った場合を評価する新たな区分を設ける。

医療と介護の連携の推進－高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化－
配置医師緊急時対応加算の見直し 告示改正

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞
配置医師緊急時対応加算 配置医師緊急時対応加算
なし 配置医師の通常の勤務時間外の場合 単位 回（新設）

（早朝・夜間及び深夜を除く）
早朝・夜間の場合 単位 回 早朝・夜間の場合 単位 回
深夜の場合 単位 回 深夜の場合 単位 回

■ 介護老人福祉施設等における入所者への医療提供体制を確保する観点から、介護老人福祉施設等があらかじめ定
める緊急時等における対応方法について、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることとする。
また、１年に１回以上、配置医師及び協力医療機関の協力を得て見直しを行い、必要に応じて緊急時等における

対応方法の変更を行わなければならないこととする。

＜緊急時等の対応方法に定める規定の例＞
○緊急時の注意事項
○病状等についての情報共有の方法
○曜日や時間帯ごとの医師との連携方法
○診察を依頼するタイミング 等

介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し 省令改正

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

医療と介護の連携の推進－高齢者施設等と医療機関の連携強化－

11

■ 医療的ケアを要する者が一定数いる特定施設入居者生活介護等において、入居者の医療ニーズを踏まえた看護職
員によるケアを推進する観点から、医療的ケアを要する者の範囲に尿道カテーテル留置、在宅酸素療法及びインス
リン注射を実施している状態の者を追加する見直しを行う。

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞
入居継続支援加算（Ⅰ） 単位／日
入居継続支援加算（Ⅱ） 単位／日

【算定要件】
○ （１）又は（２）のいずれかに適合し、かつ、（３）及び（４）のいずれにも適合すること。

４ 人員基準欠如に該当していないこと。

※入居継続支援加算（Ⅱ）においては、
５％以上 ％未満であること。

医療と介護の連携の推進－高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化ー
告示改正

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護等における医療的ケアの推進に向けた入居継続支援加算の見直し

（１）①～⑤を必要とする入居者が
％以上（※）であること。

①口腔内の喀痰吸引
②鼻腔内の喀痰吸引
③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
⑤経鼻経管栄養

（２）①～⑤を必要とする入居者と⑥～⑧に該当す
る入居者の割合が ％以上（※）であり、かつ、
常勤の看護師を１名以上配置し、看護に係る責
任者を定めていること。
⑥尿道カテーテル留置を実施している状態
⑦在宅酸素療法を実施している状態
⑧インスリン注射を実施している状態

（３）介護福祉士の数が、常勤換算方法で、
入居者の数が６又はその端数を増すご
とに１以上であること。

（新設）

変更なし

10
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急変時の電話相談・診療の求め

相談対応・医療提供

在宅医療を支援する
地域の医療機関等

②高齢者施設等と
医療機関の連携強化

高齢者施設等

入院調整

早期退院

①高齢者施設等における
医療ニーズへの対応強化

■医療提供等にかかる評価の見直しを実施
＜主な見直し＞
・配置医師緊急時対応加算の見直し
【(地域密着型)介護老人福祉施設】
日中の配置医の駆けつけ対応を評価

・所定疾患施設療養費の見直し
【介護老人保健施設】
慢性心不全が増悪した場合を追加

・入居継続支援加算の見直し
【(地域密着型)特定施設入居者生活介護】
評価の対象となる医療的ケアに尿道カテーテル留置、
在宅酸素療法、インスリン注射を追加

・医療連携体制加算の見直し
【認知症対応型共同生活介護】
看護体制に係る評価と医療的ケアに係る評価を整理
した上で、評価の対象となる医療的ケアを追加

■実効性のある連携の構築に向けた
運営基準・評価の見直し等を実施

医療と介護の連携の推進－高齢者施設等と医療機関の連携強化－

※１ 経過措置３年。（地域密着型）特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護は努力義務。 ※２ 介護保険施設のみ。

・在宅療養支援診療所
・在宅療養支援病院
・在宅療養後方支援病院
・地域包括ケア病棟を持
つ病院

等を想定

• 利用者の病状急変時等における対応の
年１回以上の確認の義務化（運営基準）

• 定期的な会議の実施に係る評価の新設

平時からの連携

• 相談対応を行う体制、診療を行う体制を
常時確保する協力医療機関を定めること
の義務化※※１（運営基準）

• 入院を要する場合に原則受け入れる体
制を確保した協力病院を定めることの
義務化※※２（運営基準）

• 入院時の生活支援上の留意点等の情報
提供に係る評価の新設

• 退院が可能となった場合の速やかな
受入れの努力義務化（運営基準）

〇 令和６年度介護報酬改定における、①高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化、②協力医療機関と
の連携強化にかかる主な見直し内容

【特養・老健・介護医療院・特定施設・認知症グループホーム】

13

【基準】
ア 以下の要件を満たす協力医療機関（③については病院に限る。）を定めることを義務付ける（複数の医療機関を定めることによ
り要件を満たすこととしても差し支えないこととする。）。＜経過措置３年間＞
① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院
を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の
名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることがで
きるように努めることとする。

医療と介護の連携の推進－高齢者施設等と医療機関の連携強化－

■ 介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切
な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性
のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。

協力医療機関との連携体制の構築 省令改正

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

【基準】
ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとする。
① 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。

イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の
名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

ウ 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させることがで
きるように努めることとする。

■ 高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよ
う、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、
以下の見直しを行う。

協力医療機関との連携体制の構築 省令改正

特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★

12
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■ ターミナルケアマネジメント加算について、自宅で最期を迎えたいと考えている利用者の意向を尊重する観点か
ら、見直しを行う。併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数の
要件についても見直しを行う。

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞

ターミナルケアマネジメント加算 単位 月 変更なし
【算定要件】

自宅で最期を迎えたいと考えている利用者の意向を尊重する観点から、人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握すること
を要件とした上で、当該加算の対象となる疾患を末期の悪性腫瘍に限定しないこととし、医師が一般に認められている医学的知見に基
づき、回復の見込みがないと診断した者を対象とする。

※併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数の要件を見直す。
（ ＜現行＞ ５回以上→ ＜改定後＞ 回以上）

看取りへの対応強化

ターミナルケアマネジメント加算等の見直し 告示改正

居宅介護支援

■ 短期入所生活介護について、看取り期の利用者に対するサービス提供体制の強化を図る観点から、レスパイト機
能を果たしつつ、看護職員の体制確保や対応方針を定め、看取り期の利用者に対してサービス提供を行った場合に
評価する新たな加算を設ける。

【単位数】
看取り連携体制加算 単位 日（新設）※死亡日及び死亡日以前 日以下について７日を限度として算定可能

【算定要件】
○ 次のいずれかに該当すること。

① 看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）イ若しくはロを算定していること。
② 看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）イ若しくはロを算定しており、かつ、短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院、診療所、訪

問看護ステーション若しくは本体施設の看護職員との連携により 時間連絡できる体制を確保していること。
○ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。

短期入所生活介護における看取り対応体制の強化 告示改正

短期入所生活介護

15

■ 訪問入浴介護における看取り期の利用者へのサービス提供について、その対応や医師・訪問看護師等の多職種
との連携体制を推進する観点から、事業所の看取り対応体制の整備を評価する新たな加算を設ける。

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞
なし 看取り連携体制加算 単位 回（新設）

※死亡日及び死亡日以前 日以下に限る
【算定要件】
○ 利用者基準
イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
ロ 看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等利用者に関する記録を活用して行われる
サービスについての説明を受け、同意した上でサービスを受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含む。）であること。

○ 事業所基準
イ 病院、診療所又は訪問看護ステーション（以下「訪問看護ステーション等」という。）との連携により、利用者の状態等に応じた対応ができる連
絡体制を確保し、かつ、必要に応じて当該訪問看護ステーション等により訪問看護等が提供されるよう訪問入浴介護を行う日時を当該訪問看護ス
テーション等と調整していること。

ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して、当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。
ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。

看取りへの対応強化
訪問入浴介護における看取り対応体制の評価 告示改正

訪問入浴介護

■ ターミナルケア加算について、介護保険の訪問看護等におけるターミナルケアの内容が医療保険におけるターミ
ナルケアと同様であることを踏まえ、評価の見直しを行う。

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞
ターミナルケア加算 単位 死亡月 ターミナルケア加算 単位 死亡月

訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し 告示改正

訪問看護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護

14
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■ 高齢者施設等については、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設
内で感染者の療養を行うことや、他の入所者等への感染拡大を防止することが求められることから、以下を評価す
る新たな加算を設ける。
ア 新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関（協定締結医療機関）との連携体制を構築してい
ること。
イ 上記以外の一般的な感染症（※）について、協力医療機関等と感染症発生時における診療等の対応を取り決め
るとともに、当該協力医療機関等と連携の上、適切な対応を行っていること。

※ 新型コロナウイルス感染症を含む。
ウ 感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が定期的に主催する感染対策に関する研修
に参加し、助言や指導を受けること

■ また、感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指
導を受けることを評価する新たな加算を設ける。

高齢者施設等における感染症対応力の向上 告示改正

感染症や災害への対応力向上

医療機関等
• 感染症法第６条第 17 項に規定する第二種協定指
定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対
応を行う体制を確保すること

• 協力医療機関等との間で、感染症の発生時等の対
応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、
協力医療機関等と連携し適切に対応していること

高齢者施設等

• 診療報酬における感染対策向上加算若しくは外来
感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又
は地域の医師会

院内感染対策に関する
研修又は訓練に年１回参加

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）
単位 月（新設）

医療機関等高齢者施設等
• 診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を
行った医療機関

３年に１回以上
実地指導を受ける

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）
５単位 月（新設）

第二種協定指定医療機関等
との連携

• 第二種協定指定医療機関（新興感染症）
• 協力医療機関等（その他の感染症）

特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

17

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞
死亡日 日前～ 日前 単位 日 死亡日 日前～ 日前 単位 日（変更）
死亡日 日前～ 日前 単位 日 変更なし
死亡日前々日、前日 単位 日 死亡日前々日、前日 単位 日（変更）
死亡日 単位 日 死亡日 単位 日（変更）

看取りへの対応強化

■ 介護老人保健施設における看取りへの対応を充実する観点や在宅復帰・在宅療養支援を行う施設における看取り
への対応を適切に評価する観点から、ターミナルケア加算について、死亡日以前 日以上 日以下の区分の評価を
見直し、死亡日の前日及び前々日並びに死亡日の区分への重点化を図る。

介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の見直し 告示改正

介護老人保健施設

■ 本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を更に充実させる観点から、介護医療院の基本報酬の算定
要件及び施設サービス計画の作成において、本人の意思を尊重した上で、原則入所者全員に対して「人生の最終段
階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取組を行うことを求めることとする。

介護医療院における看取りへの対応の充実 告示・通知改正

【算定要件等】
○ 施設サービスの計画の作成や提供にあたり、入所者の意思を尊重した医療及びケアが実施できるよう、入所者
本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応していることを求める。

介護医療院

単位 日→ 単位 日

死亡日死亡日
以前 日

死亡日
以前 日

単位 日

死亡日
以前 日

単位 日
↑
単位 日

単位 日
↑
単位 日

16
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■ （看護）小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の更なる強化を図る観点から、認知症加算について、新
たに認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や認知症ケアの指導、研修等の実施を評価する新たな区分を設け
る。

■ その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞
認知症加算（Ⅰ） 単位 月 認知症加算（Ⅰ） 単位 月（新設）
認知症加算（Ⅱ） 単位 月 認知症加算（Ⅱ） 単位 月（新設）

認知症加算（Ⅲ） 単位 月（変更）
認知症加算（Ⅳ） 単位 月（変更）

【算定要件】
＜認知症加算（Ⅰ）＞（新設）
○ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が 人未満の場合は１以上、 人以上の
場合は１に、当該対象者の数が を超えて 又は端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置

○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
○ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
○ 認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
○ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定

＜認知症加算（Ⅱ）＞（新設）
○ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が 人未満の場合は１以上、 人以上の
場合は１に、当該対象者の数が を超えて 又は端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置

○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
○ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催

＜認知症加算（Ⅲ）＞（現行のⅠと同じ）
○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、（看護）小規模多機能型居宅介護を行った場合

＜認知症加算（Ⅳ）＞（現行のⅡと同じ）
○ 要介護状態区分が要介護２である者であって、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱに該当する者に対して、（看護）小規模多機
能型居宅介護行った場合

認知症の対応力向上
（看護）小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強化 告示改正

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

19

■ 感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本
報酬を減算する。＜経過措置１年間（※）＞

【単位数】
業務継続計画未策定減算 施設・居住系サービス 所定単位数の 分の３に相当する単位数を減算（新設）

その他のサービス 所定単位数の 分の１に相当する単位数を減算（新設）
（※）令和７年３月 日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合

には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和７年３月 日までの間、減算を適用しない。

【算定要件】
感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が策定されていない場合

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 告示改正

全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）

■ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が
講じられていない場合に、基本報酬を減算する。

高齢者虐待防止の推進 告示改正

全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）

高齢者虐待防止の推進

感染症や災害への対応力向上

【単位数】
高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の 分の１に相当する単位数を減算（新設）

【算定要件】
虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を
定めること）が講じられていない場合
※福祉用具貸与については、３年間の経過措置期間を設ける。 18
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■ 利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する
観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入する。その際、利用者への十分な説明と多職種の意見や
利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行うこととする。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し
一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入 省令・告示・通知改正

福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★、居宅介護支援★

【貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方】
＜貸与後＞

○ 利用開始後少なくとも６月以内に一度モニタリングを行い、
貸与継続の必要性について検討する。

＜販売後＞
○ 特定福祉用具販売計画における目標の達成状況を確認する。
○ 利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認

し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努める。
○ 利用者に対し、商品不具合時の連絡先を情報提供する。

【対象者の判断と判断体制・プロセス】
利用者等の意思決定に基づき、貸与又は販売を選択できること

とし、介護支援専門員や福祉用具専門相談員は、貸与又は販売を
選択できることについて十分な説明を行い、選択に当たっての必
要な情報提供及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏
まえた提案を行うこととする。

【選択制の対象とする福祉用具の種目・種類】
〇 固定用スロープ 〇 歩行器（歩行車を除く）
〇 単点杖（松葉づえを除く） 〇 多点杖

※ 福祉用具専門相談員が実施

21

■ 認知症の行動・心理症状（ ）の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時から
の取組を推進する観点から、新たな加算を設ける。

【単位数】
認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 単位 月（新設） 認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 単位 月（新設）

【算定要件】
○ 認知症の行動・心理症状（ ）の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時

からの取組を推進する観点から、以下を評価する新たな加算を設ける。

＜認知症チームケア推進加算（Ⅰ）＞（新設）
（ ）事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする

認知症の者の占める割合が２分の１以上。
（ ）認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者

又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者
を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員からなる認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる。

（ ）対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理
症状の予防等に資するチームケアを実施。

（ ）認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理
症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を実施。

＜認知症チームケア推進加算（Ⅱ）＞（新設）
・（Ⅰ）の（ ）、（ ）及び（ ）に掲げる基準に適合。
・ 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、かつ、
複数人の介護職員からなる認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる。

認知症の対応力向上

認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における
平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進 告示改正

認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

20
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■ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組を推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観
点から、通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算について、新たな区分を設ける。

■ また、介護老人保健施設・介護医療院・介護老人福祉施設等の関係加算について、新たな区分を設ける。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進 告示改正

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

【単位数】（通所リハビリテーションの場合）
リハビリテーションマネジメント加算 イ 同意日の属する月から６月以内 単位 月、６月超 単位 月
リハビリテーションマネジメント加算 ロ 同意日の属する月から６月以内 単位 月、６月超 単位 月
リハビリテーションマネジメント加算 ハ （新設） 同意日の属する月から６月以内 単位 月、６月超 単位 月

※ 事業所の医師が利用者等に説明し、同意を得た場合、上記に 単位を加算
【ハの算定要件】
ア 口腔アセスメント及び栄養アセスメントを行っていること。
イ リハビリテーション計画等の内容について、リハビリテーション・口腔・栄養の情報を関係職種の間で一体的に共有すること。その際、必要に応じて

に提出した情報を活用していること。
ウ 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画について必要な見直しを行い、見直しの内容について関係職種に対し共有していること。

通所リハビリテーション、介護老人保健施設、介護医療院、介護老人福祉施設等

口腔機能向上加算(Ⅱ)イ

リハビリテーション 口腔 栄養

リハビリテーション
マネジメント加算

（一体的に実施した場合の評価なし）

ケア

（一体的に実施した場合の評価の新設）

栄養改善加算栄養改善加算

リハビリテーションマネジメント加算（ハ）
① リハに併せて口腔・栄養のアセスメントも実施
② リハ・口腔・栄養の情報を関係職種間で一体的に共有
③ リハビリテーション計画書の見直し

共有された情報を活用

現行 改定後

口腔機能向上加算

口腔機能向上加算
（同上）

栄養アセスメント
加算

リハビリテーション
（基本サービス）

ケア

新設

新設
アセスメント（リハ・口腔・栄養で一体的に実施）

アセスメント（個別に実施）

リハビリテーション
（基本サービス）

（新設・現行の要件の組み替え）

23

２．自立支援・重度化防止に向けた対応

22
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■ 居宅療養管理指導費について、通所サービス利用者に対する管理栄養士による栄養食事指導及び歯科衛生士等に
よる歯科衛生指導を充実させる観点から、算定対象を通院又は通所が困難な者から通院困難な者に見直す。

【算定対象】
○ 管理栄養士及び歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導について、算定対象を「通院又は通所が困難な者」か
ら「通院が困難な者」に見直す。

居宅療養管理指導における管理栄養士及び歯科衛生士等の通所サービス利用者に対する介入の充実 告示改正

居宅療養管理指導★

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等－口腔・栄養－

利用者の状況 通所可 通所不可

通院可 × ×

通院不可 × ○

利用者の状況 通所可 通所不可

通院可 × ×

通院不可 ○ ○

＜現行＞ ＜改定後＞ ○：算定可
×：算定不可

○：算定可
×：算定不可

25

■ 大規模型事業所であってもリハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価する
観点から、通所リハビリテーションの事業所規模別の基本報酬について見直しを行う。

通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し 告示改正

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等－リハビリテーション－

【算定要件】
○ 現行３段階に分かれている事業所規模別の基本報酬を、通常規模型・大規模型の２段階に変更する。
○ 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。
・ リハビリテーションマネジメント加算の算定率が、利用者全体の 以上であること。
・ 利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が ：１以上であること。

通所リハビリテーション

現行 改定後

通常規模型 大規模型Ⅰ 大規模型Ⅱ

～
単位※

～
単位※

～
単位※

基本報酬の
単位数

延べ利用者数

条件を満たした場合
通常規模型と同等の評価

通常規模型 大規模型（新）

～
単位※

～ 単位※

延べ利用者数

基本報酬の
単位数

※ 利用時間、要介護度毎に設定

✓ リハビリテーションマネジメント加算を算定している利用者が 以上
✓ リハビリテーション専門職の配置が ： 以上

24
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リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等－栄養－

■ 介護保険施設から、居宅、他の介護保険施設、医療機関等に退所する者の栄養管理に関する情報連携が切れ目な
く行われるようにする観点から、介護保険施設の管理栄養士が、介護保険施設の入所者等の栄養管理に関する情報
について、他の介護保険施設や医療機関等に提供することを評価する新たな加算を設ける。

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞
なし 退所時栄養情報連携加算 単位 回（新設）

【算定要件】
○対象者
・厚生労働大臣が定める特別食※を必要とする入所者又は
低栄養状態にあると医師が判断した入所者。

○主な算定要件
・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、
当該者の栄養管理に関する情報を提供する。

・１月につき１回を限度として所定単位数を算定する。

退所者の栄養管理に関する情報連携の促進 告示改正

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

介護保険施設

自宅
（在宅担当医療機関） 介護保険施設 医療機関

栄養管理に関する情報

※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食
事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を
有する腎臓病食、 肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍
食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、
嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃
厚流動食及び特別な場合の検査食（単なる流動食
及び軟食を除く。） 介護支援専門員

＋

情報を提供する職種の例：医師、管理栄養士、看護師、介護職員等

27

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞
なし 口腔連携強化加算 単位 回（新設）

【算定要件等】
○ 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及
び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、１月に１回に限り所定単位数を加算する。

○ 事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号 に掲げ
る歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当
該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等－口腔－

■ 訪問系サービス及び短期入所系サービスにおいて、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職
による適切な口腔管理の実施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員等による口腔衛生状
態及び口腔機能の評価の実施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する
新たな加算を設ける。

訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化 告示改正

訪問介護、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

必要に応じ
て相談

看護師、リハビリテーション専門職、介護職員等

情報提供

介護支援専門員

連携歯科医療機関

【サービス分類】
訪問介護、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、

短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護（★予防も含む）

口腔の健康
状態の評価

歯科医療機関 ＋

26

17750_診療報酬改定講習会（本文）.indd   9817750_診療報酬改定講習会（本文）.indd   98 2024/04/17   10:52:432024/04/17   10:52:43



98 99

第２部「令和 6 年度 介護報酬改定について」第２部「令和 6 年度 介護報酬改定について」

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞
入浴介助加算（Ⅰ） 単位／日 変更なし
入浴介助加算（Ⅱ） 単位／日 変更なし

【算定要件】
＜入浴介助加算(Ⅰ）＞（現行の入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて）
・ 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うことを新たな要件として設ける。

＜入浴介助加算(Ⅱ）＞（現行の入浴介助加算（Ⅱ）の要件に加えて）
・ 医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示のもと情報通信機器等を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する

場合においても算定可能とする。
（算定要件に係る現行の ＆ や留意事項通知で示している内容を告示に明記する）
① 訪問可能な職種として、利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの

職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者を明記する。
② 個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができることを明記する。
③ 利用者の居宅の状況に近い環境の例示として、福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものを明記する。

■ 通所介護等における入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を
促進する観点から、見直しを行う。

通所介護等における入浴介助加算の見直し 告示・通知改正

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション（加算Ⅱのみ）

自立支援・重度化防止に係る取組の推進

入浴介助を行う職員に対し、
入浴介助に関する研修等を
行うこと。

研修等の実施

＜入浴介助加算（Ⅰ）＞
通所介護事業所 利用者宅

利用者宅を訪問

医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信
機器等を活用して把握した浴室における利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が評価・助言を行っても差し支えない。

＜入浴介助加算（Ⅱ）＞入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて

利用者宅の浴室の環境を確認 ＜訪問可能な職種＞
医師、理学療法士、作業療法士、介護福
祉士、介護支援専門員、利用者の動作及
び浴室の環境の評価を行うことができる福祉
用具専門相談員、機能訓練指導員、地域
包括支援センターの職員その他住宅改修に
関する専門的知識及び経験を有する者

29

介護保険施設

医療機関の
管理栄養士

介護保険施設 の
管理栄養士

再入所時栄養連携加算

【対象者】
厚生労働大臣が定める特別食等が必要な者

【算定要件】
栄養に関する指導又はカンファレンスに同席※し、医療機関
の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケア計画を作
成する。

※当該者等の同意を得たうえでテレビ電話装置等を活用して行う
ことも可能。

施設移動
入院

自宅退所

施設退院
転院

自宅退院

入院前の
施設に
再入所

入院

栄養情報提供加算
（診療報酬）

退所時栄養情報連携加算（新設）
【対象者】
厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は、
低栄養状態にあると医師が判断した入所者

【算定要件】
・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、
当該者の栄養管理に関する情報を提供する。

・１月につき１回を限度として所定単位数を算定する。

医療機関Ⅰ

栄養に関する情報連携のイメージ図

テレビ電話装置等も活用可能

下線部：Ｒ６報酬改定事項

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等－栄養－

自宅
（在宅担当医療機関）介護保険施設 医療機関Ⅱ

＋
介護支援専門員

28
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■ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）について、施設におけるポリファーマシー解消の取組を推進する観点から、入所前の主治医と
連携して薬剤を評価・調整した場合に加え、施設において薬剤を評価・調整した場合を評価する新たな区分を設ける。その上で、入所
前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合の区分を高く評価する。

■ また、新たに以下の要件を設ける。
ア 処方を変更する際の留意事項を医師、薬剤師及び看護師等の多職種で共有し、処方変更に伴う病状の悪化や新たな副作用の有無に
ついて、多職種で確認し、必要に応じて総合的に評価を行うこと。
イ 入所前に６種類以上の内服薬が処方されている方を対象とすること。
ウ 入所者やその家族に対して、処方変更に伴う注意事項の説明やポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うこと。

自立支援・重度化防止に係る取組の推進
かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し 告示改正

介護老人保健施設 ※入所者１人につき１回を限度として、当該入所者の退所時に加算

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ 単位 回（一部変更）
＜入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合＞

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ 単位 回（新設）
＜施設において薬剤を評価・調整した場合＞

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 単位 回
＜服薬情報を に提出＞

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 単位 回
＜退所時に、入所時と比べて１種類以上減薬＞

① 医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講すること。
② 入所後１月以内に、状況に応じて入所者の処方の内容を変更する可

能性があることについて主治の医師に説明し、合意していること。
③ 入所前に当該入所者に６種類以上の内服薬が処方されており、施設

の医師と当該入所者の主治の医師が共同し、入所中に当該処方の内
容を総合的に評価及び調整し、かつ、療養上必要な指導を行うこと。

④ 入所中に当該入所者の処方の内容に変更があった場合は医師、薬剤
師、看護師等の関係職種間で情報共有を行い、変更後の入所者の状
態等について、多職種で確認を行うこと。

⑤ 入所時と退所時の処方の内容に変更がある場合は変更の経緯、変更
後の入所者の状態等について、退所時又は退所後１月以内に当該入
所者の主治の医師に情報提供を行い、その内容を診療録に記載して
いること。

• かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イの要件①、④、
⑤に掲げる基準のいずれにも適合していること。

• 入所前に６種類以上の内服薬が処方されていた入所者
について、施設において、入所中に服用薬剤の総合的
な評価及び調整を行い、かつ、療養上必要な指導を行
うこと。

• かかりつけ医連携薬剤調整加算 （Ⅰ）イ又はロを算定していること。
• 当該入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当
該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用して
いること。

• かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）を算定していること。
• 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に処方されていた
内服薬の種類に比べて１種類以上減少していること。
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■ 在宅復帰・在宅療養支援等評価指標及び要件について、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能を更に
推進する観点から、指標の取得状況等も踏まえ、以下の見直しを行う。その際、 月の経過措置期間を設けること
とする。
ア 入所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。
イ 退所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。
ウ 支援相談員の配置割合に係る指標について、支援相談員として社会福祉士を配置していることを評価する。

■ また、基本報酬について、在宅復帰・在宅療養支援機能に係る指標の見直しを踏まえ、施設類型ごとに適切な水
準に見直しを行うこととする。

自立支援・重度化防止に係る取組の推進
介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の促進 告示改正

介護老人保健施設

在宅復帰・在宅療養支援等指標：下記評価項目（①～⑩）について、項目に応じた値を足し合わせた値（最高値： ）
①在宅復帰率 ％超 ％超 ％以下
②ベッド回転率 ％以上 ％以上 ％未満
③入所前後訪問指導割合 ％以上 ⇒ ％以上 ％以上 ⇒ ％以上 ％未満 ⇒ ％未満
④退所前後訪問指導割合 ％以上 ⇒ ％以上 ％以上 ⇒ ％以上 ％未満 ⇒ ％未満

⑤居宅サービスの実施数 ｻｰﾋﾞｽ サービス（訪問リハビリ
テーションを含む） サービス ０、１サービス０

⑥リハ専門職の配置割合 以上（ いずれ
も配置） 以上 以上 未満

⑦支援相談員の配置割合
以上

⇒ 以上（社会福祉士の
配置あり）

（設定なし）
⇒ 以上（社会福祉士の

配置なし）
以上 ⇒ 以上 １ 未満

⑧要介護４又は５の割合 ％以上 ％以上 ％未満
⑨喀痰吸引の実施割合 ％以上 ％以上 ％未満
⑩経管栄養の実施割合 ％以上 ％以上 ％未満

※下線部が見直し箇所

30
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を活用した質の高い介護

◼ 維持等加算、排せつ支援加算、褥瘡マネジメント加算（介護医療院は褥瘡対策指導管理）について、介護の質の向上に係る取組
を一層推進する観点や自立支援・重度化防止に向けた取組をより一層推進する観点から、見直しを行う。

アウトカム評価の充実のための加算等の見直し 告示・通知改正

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞

維持等加算（Ⅰ） 利得（※）が１以上 利得が１以上
維持等加算（Ⅱ） 利得が２以上 利得が３以上（アウトカム評価の充実）

（※） 利得：評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値控除して得た値を用いて
一定の基準に基づき算出した値の平均値

○ 利得の計算方法について、初回の要介護認定から 月以内の者や他の事業所が提供するリハビリテーションを併用している場
合における要件を簡素化する。【通知改正】

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域
密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

＜ 維持等加算＞

○ 尿道カテーテルの抜去について、排せつ支援加算で評価の対象となるアウトカムへ追加する。
＜現行＞ ＜改定後＞
・排尿・排便の状態の改善 ・排尿・排便の状態の改善
・おむつ使用あり→なしに改善 ・おむつ使用あり→なしに改善

・尿道カテーテル留置→抜去（アウトカム評価の充実）

看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
＜排せつ支援加算＞

○ 褥瘡の治癒後に再発がないことに加え、治癒についても、褥瘡マネジメント加算等で評価の対象となるアウトカムに見直す。
＜現行＞ ＜改定後＞
・褥瘡発生のリスクが高い利用者に褥瘡の発生がない ・褥瘡発生のリスクが高い利用者に褥瘡の発生がない
・施設入所時等に認めた褥瘡の治癒後に再発がない ・施設入所時等に認めた褥瘡の治癒（アウトカム評価の充実）

看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
＜褥瘡マネジメント加算等＞
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◼ 科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進
する観点から、見直しを行う。

○ へのデータ提出頻度について、他の 関連加算と合わせ、少なくとも「３月に１回」に見直す。
○ その他、 関連加算に共通した以下の見直しを実施。

• 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
• 同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

科学的介護推進体制加算の見直し

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、
小規模多機能型居宅介護★、認知症対応型共同生活介護★、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
介護老人保健施設、介護医療院

を活用した質の高い介護

◼ 自立支援促進加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観
点から、見直しを行う。

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞
自立支援促進加算 単位 月 自立支援促進加算 単位 月（変更）

（介護老人保健施設は 単位 月）
【見直し内容】
○ 医学的評価の頻度について、支援計画の見直し及びデータ提出の頻度と合わせ、「３月に１回」へ見直すこと
で、事務負担の軽減を行う。

○ その他、 関連加算に共通した見直しを実施。

自立支援促進加算の見直し

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

告示・通知改正

告示・通知改正

32
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介護職員の処遇改善

■ 介護現場で働く方々にとって、令和６年度に ％、令和７年度に ％のベースアップへと確実につながるよう
加算率の引上げを行う。

■ 介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進
する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算につい
て、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。
※ 一本化後の加算については、事業所内での柔軟な職種間配分を認める。また、人材確保に向けてより効果的な

要件とする等の観点から、月額賃金の改善に関する要件及び職場環境等要件を見直す。

※：加算率はサービス毎の介護職員の常勤換算職員数に基づき設定しており、上記は訪問
介護の例。処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に上記の加算率を乗じる。

※：上記の訪問介護の場合、現行の３加算の取得状況に基づく加算率と比べて、改定後の
加算率は ポイント引き上げられている。

※：なお、経過措置区分として、令和６年度末まで介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)～
を設け、現行の３加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による
加算率の引上げを受けることができるようにする。

介護職員の処遇改善（令和６年６月施行） 告示改正

【訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所
療養介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護★、

認知症対応型共同生活介護★、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

＜現行＞
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
介護職員等ベースアップ等支援加算

＜改定後＞
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ％（新設）
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ％（新設）
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ％（新設）
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ％（新設）

（注）令和６年度末までの経過措置期間を設け、加算率（上記）並びに月額賃金改善に関する要件及び職場環境等要件に関する激変緩和
措置を講じる。 35

３．良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

34

17750_診療報酬改定講習会（本文）.indd   10217750_診療報酬改定講習会（本文）.indd   102 2024/04/17   10:52:482024/04/17   10:52:48



102 103

第２部「令和 6 年度 介護報酬改定について」第２部「令和 6 年度 介護報酬改定について」

生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり

■ 見守り機器等のテクノロジーの複数活用及び職員間の適切な役割分担の取組等により、生産性向上に先進的に取
り組む特定施設について、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることを確認した上で、人員
配置基準を特例的に柔軟化する。

○ 特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数について、要件を満たす場合は、「常勤換算方法で、要
介護者である利用者の数が３（要支援者の場合は ）又はその端数を増すごとに 以上であること」とする。

（※）人員配置基準の特例的な柔軟化の申請に当たっては、テクノロジーの活用や職員間の適切な役割分担の取組等の開始後、これらを少なくとも
３か月以上試行し（試行期間中においては通常の人員配置基準を遵守すること）、現場職員の意見が適切に反映できるよう、実際にケア等を
行う多職種の職員が参画する委員会において安全対策や介護サービスの質の確保、職員の負担軽減が行われていることをデータ等で確認する
とともに、当該データを指定権者に提出することとする。

生産性向上に先進的に取り組む特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化 省令改正

特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護

※安全対策の具体的要件
①職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
②緊急時の体制整備（近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等）
③機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む）
④職員に対する必要な教育の実施
⑤訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

（要件）
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減
に資する方策を検討するための委員会において必要な安全対策に
ついて検討等していること
・見守り機器等のテクノロジーを複数活用していること
・職員間の適切な役割分担の取組等をしていること
・上記取組により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行
われていることがデータにより確認されること

利用者 介護職員（＋看護職員）

３
（要支援の場合は ） １

＜現行＞
利用者 介護職員（＋看護職員）

３
（要支援の場合は ）

＜改定後（特例的な基準の新設）＞

37

生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり

■ 介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、
事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する
ための委員会の設置を義務付ける。＜経過措置３年間＞

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に
資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け 省令改正

短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービス★、施設系サービス

【単位数】
生産性向上推進体制加算（Ｉ） 単位 月（新設）
生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 単位 月（新設）

【算定要件】
＜生産性向上推進体制加算（Ｉ）＞
○ （Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による成果が確認されたこと。
○ 見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。
○ 職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行っていること。
○ １年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと。
＜生産性向上推進体制加算（Ⅱ）＞
○ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全
対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。

○ 見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入していること。
○ １年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと。

■ 介護ロボットや 等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援するため、見守り機器等のテクノロジーを導
入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行うこと
を評価する新たな加算を設ける。

介護ロボットや 等のテクノロジーの活用促進 告示改正

短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービス★、施設系サービス

36
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４．制度の安定性・持続可能性の確保

39

効率的なサービス提供の推進

■ 居宅介護支援費（Ⅰ）に係る介護支援専門員の一人当たり取扱件数について、現行の「 未満」を「 未満」に
改めるとともに、居宅介護支援費（Ⅱ）の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職
員を配置している場合に改め、取扱件数について、現行の「 未満」を「 未満」に改める。また、居宅介護支援
費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、３分の１
を乗じて件数に加えることとする。

介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬） 告示改正

居宅介護支援

件

居宅介護支援費ⅰ 居宅介護
支援費ⅱ

件 件

（ 単位）
（ 単位）

（ 単位）

一定の条件を満たした場合
⇒

例：要介護３･４･５の場合
【現行】

居宅介護支援費ⅲ

居宅介護支援費ⅰ 居宅介護
支援費ⅱ

（ 単位）
（ 単位）

一定の条件を満たした場合
⇒

居宅介護支援費ⅲ

（ 単位）

件 件

【改定後】

件

居宅介護支援費（Ⅱ）の算定要件
機器の活用または
事務職員の配置

指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数

２分の１換算

居宅介護支援費（Ⅱ）の算定要件
ケアプランデータ連携システムの

活用及び事務職員の配置

指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数

３分の１換算

38
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第２部「令和 6 年度 介護報酬改定について」第２部「令和 6 年度 介護報酬改定について」

評価の適正化・重点化

■ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護における長期利用について、長期利用の適正化を図り、サービス
の目的に応じた利用を促す観点から、施設入所と同等の利用形態となる場合、施設入所の報酬単位との均衡を図る
こととする。

○ 短期入所生活介護
＜改定後＞

※ 短期入所生活介護の長期利用について、介護福祉施設サービス費の単位数と同単位数とする。
（併設型は、すでに長期利用者に対する減算によって介護福祉施設サービス費以下の単位数となっていることから、
さらなる単位数の減は行わない。）

○ 介護予防短期入所生活介護
＜改定後＞

連続して 日を超えて同一事業所に入所している利用者の介護予防短期入所生活介護費について、介護福祉施設サービス費
又はユニット型介護福祉施設サービス費の要介護１の単位数の、 ／ （要支援１）又は ／ （要支援２）に相当する
単位数を算定する。（新設）

短期入所生活介護における長期利用の適正化 告示改正

短期入所生活介護★

単独型 併設型 単独型ユニット型 併設型ユニット型

基本報酬 単位 単位 単位 単位
長期利用者減算適用後
（ 日～ 日） 単位 単位 単位 単位
長期利用の適正化

（ 日以降）（新設） 単位 単位 単位 単位

（参考）介護老人福祉施設 単位 単位

（要介護３の場合）

41

評価の適正化・重点化

■ 訪問介護の同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供で
ある場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行う。

訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し 告示改正

② 事業所と同一建物等に
居住する利用者 人

⇒ 減算

③ ①以外の同一の建物に
居住する利用者 人

⇒ 減算

⇒ 減算なし

集合住宅
利用者 人

減算の内容 算定要件
減算 ①：事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に

居住する者（②及び④に該当する場合を除く。）

減算 ②：事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に
居住する利用者の人数が１月あたり 人以上の場合

％減算 ③：上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者（当該建物
に居住する利用者の人数が１月あたり 人以上の場合）

％減算 ④：正当な理由なく、事業所において、前６月間に提供した訪
問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣
接する敷地内に所在する建物に居住する者（②に該当する場合
を除く）に提供されたものの占める割合が 分の 以上であ
る場合利用者が 人の事業所の場合

住宅
利用者 人

事業所と同一建物等に居住する利用者が 人以上の場合

脚注： 現行の減算となるもの 減算とならないもの改定後に減算となるもの訪問介護事業所

利用者が 人の事業所の場合

① 事業所と同一建物等に
居住する利用者 人

⇒ 減算
①以外の同一の建物に
居住する利用者 人
⇒ 減算なし

⇒ 減算なし

住宅
利用者 人

現
行
例

改
定
後
例

④ 事業所と同一建物等に
居住する利用者 人
（ ／ ＝ 割以上であるため）

⇒ 減算

利用者が 人の事業所の場合

①以外の同一の建物に
居住する利用者 人
⇒ 減算なし

⇒ 減算なし

住宅
利用者 人

40
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報酬の整理・簡素化

■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の将来的なサービスの統合を見据えて、夜間対応型訪
問介護との一体的実施を図る観点から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬に、夜間対応型訪問介護の
利用者負担に配慮した新たな区分を設ける。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬の見直し 告示改正

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（※）連携型事業所も同様

＜改定後＞
一体型事業所（※）

介護度 介護・看護
利用者 介護利用者 夜間にのみサービスを必要とする利用者（新設）

要介護１ 単位 単位 【定額】
・基本夜間訪問サービス費： 単位／月

【出来高】
・定期巡回サービス費： 単位／回
・随時訪問サービス費（Ⅰ）： 単位／回
・随時訪問サービス費（Ⅱ）： 単位／回
（ 人の訪問介護員等により訪問する場合）

注：要介護度によらない

要介護２ 単位 単位

要介護３ 単位 単位

要介護４ 単位 単位

要介護５ 単位 単位

43

評価の適正化・重点化

■ 介護報酬が業務に要する手間・コストを評価するものであることを踏まえ、利用者が居宅介護支援事業所と併
設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、複数の利用者が同一の建物に入居してい
る場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価となるよう見直しを行う。

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント 所定単位数の ％を算定（新設）

対象となる利用者
• 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護支援事業所
と同一の建物に居住する利用者

• 指定居宅介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に 人以上居住する建物（上記を除
く。）に居住する利用者

同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント 告示改正

居宅介護支援

■ 「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院について、新たに室料負担（月額
８千円相当）を導入する。

○ 以下の多床室（いずれも８㎡／人以上に限る。）の入所者について、基本報酬から室料相当額を控除し、利用
者負担を求めることとする。
• 「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設の多床室
• 「Ⅱ型」の介護医療院の多床室

○ ただし、基準費用額（居住費）を増額することで、一定未満の所得の方については利用者負担を増加させない。

多床室の室料負担（令和７年８月施行） 告示改正

短期入所療養介護★、介護老人保健施設、介護医療院

42
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５．その他

45

報酬の整理・簡素化

■ 介護予防通所リハビリテーションにおける身体機能評価を更に推進するとともに、報酬体系の簡素化を行う観点
から見直しを行う。

【単位数】

○ 運動器機能向上加算を廃止し、基本報酬への包括化を行う。
○ 運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算のうち、複数の加算を組み合わせて算定していること
を評価する選択的サービス複数実施加算について見直しを行う。

運動器機能向上加算の基本報酬への包括化 告示改正

介護予防通所リハビリテーション

■ 認知症情報提供加算について、算定実績等を踏まえ、廃止する。
認知症情報提供加算の廃止 告示改正

介護老人保健施設

＜現行＞ ＜改正案＞
運動器機能向上加算 単位 月 廃止（基本報酬で評価）
選択的サービス複数実施加算Ⅰ 単位 廃止（個別の加算で評価）
選択的サービス複数実施加算Ⅱ 単位 一体的サービス提供加算 単位 月（新設）

■ 地域連携診療計画情報提供加算について、算定実績等を踏まえ、廃止する。

地域連携診療計画情報提供加算の廃止 告示改正

介護老人保健施設

■ 長期療養生活移行加算について、介護療養型医療施設が令和５年度末に廃止となることを踏まえ、廃止する。
長期療養生活移行加算の廃止 告示改正

介護医療院
44
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その他

■ 令和４年の家計調査によれば、高齢者世帯の光熱・水道費は令和元年家計調査に比べると上昇しており、在宅で
生活する者との負担の均衡を図る観点や、令和５年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に勘案し、基準費
用額（居住費）を６０円／日引き上げる。

○ 基準費用額（居住費）を、全ての居室類型で１日当たり 円分増額する。
○ 従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を０円としている利用者負担第１段階の多床室利用者について
は、負担限度額を据え置き、利用者負担が増えないようにする。

基準費用額（居住費）の見直し（令和６年８月施行） 告示改正

短期入所系サービス★、施設系サービス

47

その他

■ 運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等について、「書面掲示」に加え、インターネット上で
情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイトに掲載・公表し
なければならないこととする。 （※令和７年度から義務付け）

「書面掲示」規制の見直し 省令・告示・通知改正

全サービス

■ 通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する観点から、送迎先に
ついて利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同
乗を可能とする。

○ 利用者の送迎について、利用者の居宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住実態
（例えば、近隣の親戚の家）がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とする。

○ 介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送迎を
行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合（共同での委託を含む）には、責任の所在等を明確に
した上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする。

○ 障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約（共同での委託を含む）を結んだ場合にお
いても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能とする。
※なお、この場合の送迎範囲は、利用者の利便性を損うことのない範囲並びに各事業所の通常の事業実施地域範
囲内とする。

通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、療養通所介護

Ｑ＆Ａ発出
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基本報酬の見直し

概要

○ 改定率については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状況の違いも踏まえた
メリハリのある対応を行うことで、全体で＋１．５９％を確保。そのうち、介護職員の処遇改善分＋０．９８％、
その他の改定率として、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準として＋０．６１％。

○ これを踏まえて、介護職員以外の賃上げが可能となるよう、各サービスの経営状況にも配慮しつつ＋０．６１％
の改定財源について、基本報酬に配分する。

令和６年度介護報酬改定に関する「大臣折衝事項」（令和５年 月 日）（抄）

令和６年度介護報酬改定については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状
況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行うことで、改定率は全体で＋ ％（国費 億円）とする。具体的
には以下の点を踏まえた対応を行う。

・ 介護職員の処遇改善分として、上記＋ ％のうち＋ ％を措置する（介護職員の処遇改善分は令和６年６月
施行）。その上で、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準として、＋ ％を措置
する。

・ このほか、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額によ
る介護施設の増収効果が見込まれ、これらを加えると、＋ ％相当の改定となる。

・ 既存の加算の一本化による新たな処遇改善加算の創設に当たっては、今般新たに追加措置する処遇改善分を活用
し、介護現場で働く方々にとって、令和６年度に ％、令和７年度に ％のベースアップへと確実につながるよ
う、配分方法の工夫を行う。あわせて、今回の改定が、介護職員の処遇改善に与える効果について、実態を把握す
る。

・ 今回の報酬改定では、処遇改善分について２年分を措置し、３年目の対応については、上記の実態把握を通じた
処遇改善の実施状況等や財源とあわせて令和８年度予算編成過程で検討する。

告示改正

49

その他

■ 令和６年度以降の級地の設定に当たっては、現行の級地を適用することを基本としつつ、公平性を欠く状況にあ
ると考えられる自治体については特例（※１）を設け、自治体に対して行った意向調査の結果を踏まえ、級地に反
映する。
また、平成 年度介護報酬改定時に設けられた経過措置（※２）については令和５年度末までがその期限となっ
ているが、令和８年度末までの延長を認める。
（※１）
ア 次の場合は、当該地域に隣接する地域に設定された地域区分のうち、一番低い又は高い地域区分までの範囲で引き上げる又は引
き下げることを認める。
ⅰ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い地域に全て囲まれている場合。
ⅱ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に複数隣接しており、かつ、その地域の中に当該地域と４級地
以上の級地差がある地域が含まれている場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く。

ⅲ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に囲まれており、かつ、同じ地域区分との隣接が単一（引下げ
の場合を除く。）の場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く。（新設）

イ ５級地以上の級地差がある地域と隣接している場合について、４級地差になるまでの範囲で引上げ又は引下げを認める。（新設）
（注１）隣接する地域の状況については、同一都道府県内のみの状況に基づき判断することも可能とする。（アⅰのみ）
（注２）広域連合については、構成自治体に適用されている区分の範囲内で選択することを認めているが、令和５年度末に解散する場合について、激変緩和措

置を設ける。
（注３）自治体の境界の過半が海に面している地域にあっては、イの例外として、３級地差以上の級地差であっても２級地差になるまで引上げを認める。
（注４）障害福祉サービス等報酬及び子ども・子育て支援制度における公定価格の両方の地域区分が、経過措置等による特別な事情で介護報酬の級地より高く

なっている場合、その範囲内において、隣接する高い級地のうち最も低い区分まで引上げを可能とする。
（※２）
平成 年度の地域区分の見直しに当たり、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、従前の設定値と見直し後の設定値の範囲内

で選択することが可能とするもの。

地域区分 告示改正

【アⅰに該当する事例】

○高い地域区
分の地域に全
て囲まれてい
る場合

⇒６％又は
％を選択可

【アⅱに該当する事例】

○その他 地域
であって、高い地
域区分の地域と複
数隣接し、その中
に４級地以上の級
地差がある地域が
含まれている場合
⇒３％を選択可

○その他 の地
域であって、高い
地域区分の地域に
囲まれており、同
一の区分 とは
単一の隣接となっ
ている場合
⇒３％を選択可

【アⅲ に該当する事例】

○５級地以上の
級地差がある
地域と隣接し
ている場合
⇒ ％を選択可

【イ に該当する事例】新設 新設
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令和６年度介護報酬改定の施行時期について（主な事項）

◼ 令和６年度介護報酬改定の施行時期については、令和６年度診療報酬改定が令和６年６月１日施行とされた
こと等を踏まえ、以下のとおりとする。
➢ ６月１日施行とするサービス

• 訪問看護
• 訪問リハビリテーション
• 居宅療養管理指導
• 通所リハビリテーション

➢ ４月１日施行とするサービス
• 上記以外のサービス

◼ 令和６年度介護報酬改定における処遇改善関係加算の加算率の引上げについては、予算編成過程における検
討を踏まえ、令和６年６月１日施行とする。これを踏まえ、加算の一本化についても令和６年６月１日施行
とするが、現行の処遇改善関係加算について事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする改正は、令
和６年４月１日施行とする。

◼ 補足給付に関わる見直しは、以下のとおりとする。

➢ 令和６年８月１日施行とする事項
• 基準費用額の見直し

➢ 令和７年８月１日施行とする事項
• 多床室の室料負担
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改改定定時時期期 改改定定ににああたたっっててのの主主なな視視点点 改改定定率率

平成１５年度改定
○ 自立支援の観点に立った居宅介護支援（ケアマネジメント）の確立
○ 自立支援を指向する在宅サービスの評価 ○ 施設サービスの質の向上と適正化 ▲２．３％

平成１７年１０月改定
○ 居住費（滞在費）に関連する介護報酬の見直し ○ 食費に関連する介護報酬の見直し
○ 居住費（滞在費）及び食費に関連する運営基準等の見直し

平成１８年度改定
○ 中重度者への支援強化 ○ 介護予防、リハビリテーションの推進
○ 地域包括ケア、認知症ケアの確立 ○ サービスの質の向上
○ 医療と介護の機能分担・連携の明確化

▲０．５％［▲２．４％］
※［ ］は平成１７年１０月改定分を含む。

平成２１年度改定 ○ 介護従事者の人材確保・処遇改善 ○ 医療との連携や認知症ケアの充実
○ 効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証 ３．０％

平成２４年度改定
○ 在宅サービスの充実と施設の重点化 ○自立支援型サービスの強化と重点化
○ 医療と介護の連携・機能分担
○ 介護人材の確保とサービスの質の評価(交付金を報酬に組み込む）

１．２％

平成２６年度改定 ○ 消費税の引き上げ（８％）への対応
・ 基本単位数等の引上げ ・ 区分支給限度基準額の引上げ ０．６３％

平成２７年度改定
○ 中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化
○ 介護人材確保対策の推進（1.2万円相当）
○ サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築

▲２．２７％

平成２９年度改定 ○ 介護人材の処遇改善（１万円相当） １．１４％

平成３０年度改定

○ 地域包括ケアシステムの推進
○ 自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
○ 多様な人材の確保と生産性の向上
○ 介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保

０．５４％

令和元年10月改定
○ 介護人材の処遇改善
○ 消費税の引上げ（10％）への対応
・基本単位数等の引上げ・区分支給限度基準額や補足給付に係る基準費用額の引上げ

２．１３％
処遇改善 1.67％ 消費税対応 0.39％
補足給付 0.06％

令和３年度改定
○ 感染症や災害への対応力強化 ○ 地域包括ケアシステムの推進
○ 自立支援・重度化防止の取組の推進 ○ 介護人材の確保・介護現場の革新
○ 制度の安定性・持続可能性の確保

介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物
価動向による物件費への影響など介護事業者の経
営を巡る状況等を踏まえ、

０．７０％
※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための

特例的な評価 ０．０５％（令和３年９月末まで）

令和４年10月改定 ○ 介護人材の処遇改善（９千円相当） １．１３％

令和６年度改定
○地域包括ケアシステムの深化・推進 ○自立支援・重度化防止に向けた対応
○良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
○制度の安定性・持続可能性の確保

１．５９％
〔介護職員の処遇改善 0.98％
その他 0.61％〕

介護報酬改定の改定率について
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居宅療養管理指導

居宅療養管理指導につきましては、以下のとおり改定がされております。

● 基本報酬の見直し

○医師が行う場合

（１）居宅療養管理指導（Ⅰ） （Ⅱ以外の場合に算定）

（２）居宅療養管理指導（Ⅱ） （在宅時医学総合管理料等を算定する利用者を対象とする場合に算定）

○歯科医師が行う場合 略

○薬剤師が行う場合 略

○管理栄養士が行う場合 略

○歯科衛生士が行う場合 略

● 基本報酬以外の見直し

○患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進

○身体的拘束等の適正化の推進

○居宅療養管理指導における管理栄養士及び歯科衛生士等の通所サービス利用者に対する介入の充実

○居宅療養管理指導におけるがん末期の者に対する歯科衛生士等の介入の充実

○管理栄養士による居宅療養管理指導の算定回数の見直し

○薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し

○特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の

対象地域の明確化

○特別地域加算の対象地域の見直し

○居宅療養管理指導における高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策定等に係る経過措置期間の延長

次ページ以降参照

＜現行＞ ＜改定後＞

単一建物居住者が１人 単位 ➡ 単位

単一建物居住者が２～９人 単位 ➡ 単位

単一建物居住者が 人以上 単位 ➡ 単位

＜現行＞ ＜改定後＞

単一建物居住者が１人 単位 ➡ 単位

単一建物居住者が２～９人 単位 ➡ 単位

単一建物居住者が 人以上 単位 ➡ 単位

17750_診療報酬改定講習会（本文）.indd   11017750_診療報酬改定講習会（本文）.indd   110 2024/04/17   10:52:572024/04/17   10:52:57



110 111

第２部「令和 6 年度 介護報酬改定について」第２部「令和 6 年度 介護報酬改定について」

居宅療養管理指導

居宅療養管理指導につきましては、以下のとおり改定がされております。

● 基本報酬の見直し

○医師が行う場合

（１）居宅療養管理指導（Ⅰ） （Ⅱ以外の場合に算定）

（２）居宅療養管理指導（Ⅱ） （在宅時医学総合管理料等を算定する利用者を対象とする場合に算定）

○歯科医師が行う場合 略

○薬剤師が行う場合 略

○管理栄養士が行う場合 略

○歯科衛生士が行う場合 略

● 基本報酬以外の見直し

○患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進

○身体的拘束等の適正化の推進

○居宅療養管理指導における管理栄養士及び歯科衛生士等の通所サービス利用者に対する介入の充実

○居宅療養管理指導におけるがん末期の者に対する歯科衛生士等の介入の充実

○管理栄養士による居宅療養管理指導の算定回数の見直し

○薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し

○特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の

対象地域の明確化

○特別地域加算の対象地域の見直し

○居宅療養管理指導における高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策定等に係る経過措置期間の延長

次ページ以降参照

＜現行＞ ＜改定後＞

単一建物居住者が１人 単位 ➡ 単位

単一建物居住者が２～９人 単位 ➡ 単位

単一建物居住者が 人以上 単位 ➡ 単位

＜現行＞ ＜改定後＞

単一建物居住者が１人 単位 ➡ 単位

単一建物居住者が２～９人 単位 ➡ 単位

単一建物居住者が 人以上 単位 ➡ 単位
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【厚生労働省資料】 令和６年度介護報酬改定における改定事項について（抜粋）
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地域区分の見直し
※令和６年度からの地域区分の単価の見直しはない。

サービス種類
１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 ７級地 その他

・訪問介護

・訪問入浴介護

・訪問看護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・居宅介護支援

・介護予防支援

１１．４０円 １１．１２円 １１．０５円 １０．８４円 １０．７０円 １０．４２円 １０．２１円

１０円

・訪問リハビリテーション

・通所リハビリテーション

・短期入所生活介護

・認知症対応型通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・複合型サービス

１１．１０円 １０．８８円 １０．８３円 １０．６６円 １０．５５円 １０．３３円 １０．１７円

・通所介護

・短期入所療養介護

・特定施設入居者生活介護

・地域密着型通所介護

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護

・介護福祉施設サービス

・介護保健施設サービス

・介護医療院サービス

１０．９０円 １０．７２円 １０．６８円 １０．５４円 １０．４５円 １０．２７円 １０．１４円

・居宅療養管理指導

・福祉用具貸与
１０円

※サービス種類については、介護予防サービスのある居宅サービス及び地域密着型サービスは介護予防サービスを含む。

令和６年度から令和８年度までの間の地域区分の適用地域
１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 ７級地 その他

上乗せ割合 ２０％ １６％ １５％ １２％ １０％ ６％ ３％ ０％

地域 特別区 調布市（ ）

町田市

狛江市

多摩市

八王子市

武蔵野市

三鷹市

青梅市

府中市

小金井市

小平市

日野市

東村山市

国分寺市

国立市

清瀬市

東久留米市

稲城市

西東京市

立川市

昭島市

東大和市

福生市

あきる野市

日の出町

武蔵村山市

羽村市

瑞穂町

奥多摩町

檜原村

大島町

利島村

新島村

神津島村

三宅村

御蔵島村

八丈町

青ヶ島村

小笠原村

（（））内内のの数数字字はは現現行行のの級級地地をを示示すす

ご留意いただきたい事項

ご請求にあたって、特にご留意いただきたい事項は、以下のとおりです。

● ご請求のサービス月分に応じた「単位数」により、ご請求ください！！

● 届け出には、期限があります！！

介護報酬改定等により、加算や減算等の新設や算定要件の変更されるものがあります。告示や要件をご確認の

うえ、必要な届け出を行ってください。

居宅療養管理指導など、６月サービスから算定を開始する加算等の東京都への届け出の提出期限

令和６年５月 日（水） 必着

届け出が正当にされていない場合、台帳不備により審査決定ができず、介護報酬等のお支払いができません。

【事　例】
令和６年５月サービス分

3 1 1 1 1 1 5 1 4 2 1 0 2 8 1、10

令和６年６月サービス分

3 1 1 1 1 1 5 1 4 2 1 0 2 8 1、10

令和６年６月サービス分
　

3 1 1 1 1 1 5 1 5 2 1 0 3 0 1、10

報酬改定前の請求パターン

報酬改定後のサービス分であるが
報酬改定前の単位数にて請求されているパターン

　　　　　　　改定前の低い単位数で請求されている場合は、
　　　　　　　当該単位数にて支給決定されてしまいます。
　　　　　　　　（▲２単位で決定）

***********************************************************************************************************************

サービス単位数
公費分

回数
公費対象単位数 摘要

医師居宅療養管理指導Ⅰ

報酬改定後のサービス月分で
報酬改定後の単位数にて請求されているパターン

給
付
費

明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数

サービス単位数
公費分

回数
公費対象単位数 摘要

医師居宅療養管理指導Ⅰ

給
付
費

明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数

公費対象単位数 摘要

医師居宅療養管理指導Ⅰ

給
付
費

明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数
公費分

回数
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地域区分の見直し
※令和６年度からの地域区分の単価の見直しはない。
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※サービス種類については、介護予防サービスのある居宅サービス及び地域密着型サービスは介護予防サービスを含む。
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狛江市
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府中市
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ご留意いただきたい事項

ご請求にあたって、特にご留意いただきたい事項は、以下のとおりです。

● ご請求のサービス月分に応じた「単位数」により、ご請求ください！！

● 届け出には、期限があります！！

介護報酬改定等により、加算や減算等の新設や算定要件の変更されるものがあります。告示や要件をご確認の

うえ、必要な届け出を行ってください。

居宅療養管理指導など、６月サービスから算定を開始する加算等の東京都への届け出の提出期限

令和６年５月 日（水） 必着

届け出が正当にされていない場合、台帳不備により審査決定ができず、介護報酬等のお支払いができません。

【事　例】
令和６年５月サービス分

3 1 1 1 1 1 5 1 4 2 1 0 2 8 1、10

令和６年６月サービス分

3 1 1 1 1 1 5 1 4 2 1 0 2 8 1、10

令和６年６月サービス分
　

3 1 1 1 1 1 5 1 5 2 1 0 3 0 1、10

報酬改定前の請求パターン

報酬改定後のサービス分であるが
報酬改定前の単位数にて請求されているパターン

　　　　　　　改定前の低い単位数で請求されている場合は、
　　　　　　　当該単位数にて支給決定されてしまいます。
　　　　　　　　（▲２単位で決定）

***********************************************************************************************************************

サービス単位数
公費分

回数
公費対象単位数 摘要

医師居宅療養管理指導Ⅰ

報酬改定後のサービス月分で
報酬改定後の単位数にて請求されているパターン

給
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インターネット請求等に関するお知らせ

介護給付費の請求は、請求命令により、原則、伝送又は電子媒体による請求とされています。

これまでに、多くの介護事業所様におかれましては、原則に基づいた方法によりご請求いただいているところ

ですが、これら以外の請求方法として、書面によるご請求が約 ％程度残存しております。

書面によるご請求の場合は、伝送又は電子媒体の場合に比べ、以下のようなデメリットがあります。

◆ 郵送等の遅延による、請求期限に間に合わないことがある！

◆ 送付したはずなのに、国保連合会に届いていない！

◆ 直接、持ち込まれる際は、往復の交通費や移動に時間等がかかる！

◆ 書面によるデータを電子化する必要があるため、審査時期が遅れることから、多くのエラーがある場合

のご連絡が遅延となる！

◆ 審査決定後、「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」や「介護給付費等支払決定額通知書」のお送

りする時期が遅くなる！

簡単な操作で、請求明細書の作成ができる無償のソフトも本会のホームページからインストールが可能ですの

で、伝送又は電子媒体による請求への早めの切り替えにご協力くださいますようお願いいたします。

以下のチラシもご用意しておりますので、ご検討の際にはお問い合わせください。

（インターネット請求の導入手順について） （同左 《代理請求をされる場合》） （介護電子媒体化ソフトのご案内）

最後に

介護報酬のご請求は、サービス提供月の翌月１０日が締め切り日となっております。

業務ご多用のなか、大変恐縮ではございますが、ご請求前には、必ず誤りがないかご確認いただき、早めにご提

出くださいますよう、お願いいたします。

ご清聴、ありがとうございました。
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